
第２回木津川市総合計画審議会

日時：令和５年９月７日(木) １０時から

場所：木津川市役所 ４階 ４－４会議室

次 第

１．開 会

２．議 事

（１）報告事項

前回（第１回）木津川市総合計画審議会について（資料１）

（２）確認事項

①まちづくりに関する市民・中学生アンケート調査結果について（資料２）

②第２次木津川市総合計画前期基本計画の施策評価と課題（資料３）

（３）協議事項

①第２次木津川市総合計画後期基本計画の構成（資料４）

②第２次木津川市総合計画後期基本計画の課題・方針・施策体系（案）

（資料５）

（４）その他

今後のスケジュール（資料６）

３．閉 会



第１回木津川市総合計画審議会
について

　　１.議事の流れ

　　２.主な意見

令和5年9月7日
第2回　木津川市総合計画審議会

資料 １



１.第１回審議会（R5.5.29）議事

　①市長あいさつ
　　本市の人口増加は一定の落ち着きを見せ、今後は、人口減少の転換点を迎える。若い世代の定
　着や、ふるさと木津川市への思いを醸成していく施策の充実が必要と考えている。
　　人口減少時代にあっても持続可能な行財政システムの構築や、行政事務のスマート化などが必要
　である。

　②委員紹介
　　　　
　③会長・副会長選出
　　会　長：真山　達志委員（同志社大学政策学部教授）
　　副会長：今里　佳奈子委員（龍谷大学政策学部教授）

　④諮問
　　
　⑤確認事項
　　本審議会運営、第２次総合計画後期基本計画策定方針　

　⑥報告事項
　　第２次木津川市総合計画、木津川市の概況

　⑦審議事項
　　市民・中学生アンケート調査　　　　　
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２

２.主な意見

　①近年の異常気象については、温室効果ガスが原因である場合が多い。その発生を抑制することが
　　重要である。広く啓発する必要がある。また災害予防の観点も重要である。

　②観光振興だけでなく、観光産業も発展していく内容を盛り込んでいければ良いと考える。

　③「こども家庭庁」が設立されたため、子育て支援の強化については文言を補強する必要がある。

　④各施策の成果指標については、社会状況変化に合わせて見直していくことが必要である。
　　施策が具体的に見えてきた段階において、精査する必要がある。

　⑤外国人の方の情報も記載する必要がある。

　　　



資料2-1

木津川市のまちづくりに関する

市民アンケート調査結果 概要

１．アンケート回収結果

○配 布 数：5,000人

○有効回収件数：1,415件（28.3％）

［内訳］郵送回収：949件(67.1％)、WEB回収：466件(32.9％)］

２．回答者の属性

○回答者の性別は、男性が41％、女性が55％。（p.3）

○回答者の年代は、50歳代以上の割合が高い。（p.3）

○回答者の居住地域は、木津地域（学研地域）が49.5％を占める。（p.3）

3．主な項目

○木津川市の暮らしやすさは、前回調査（2017年）と比較して、『(1)全体的にみた暮

らしやすさ』の評価（加重平均）が0.27ポイント上昇している。個々の項目について

も『(4)買い物の便利さ、快適さ』の評価が0.36ポイント上昇しているほか、26項目

中23項目で評価が上昇している。（p.6）

○今後特に力を入れてほしい施策分野は、「子育て」の優先順位が最も高い。（p.7）

○自分にとっての幸せに重要な分野は、「健康・保健」の順位が最も高い。（p.8）

○木津川市への愛着は、「大いに感じている」または「ある程度感じている」と回答し

た割合は、前回調査とほぼ同じである。（p.8）

○木津川市への定住意向は、「ずっと住み続けたい」または「どちらかといえば住み続

けたい」と回答した割合は、75.4％である。（p.9）

○区・自治会活動などのコミュニティ活動には、「ほとんど参加していない」と回答し

た割合が、前回調査から6.0ポイント上昇している。（p.13）

○市が進めてきたまちづくり（道路整備、都市計画、産業、観光など）の評価は、「非

常に評価している」または「評価している」と回答した割合が、前回調査から3.6ポ

イント上昇している。（p.21）

○市民サービス（子育て支援、福祉、教育、医療など）の評価は、「非常に評価してい

る」または「評価している」と回答した割合が、前回調査から1.6ポイント上昇して

いる。（p.22）



４．今回調査からみた木津川市の暮らしやすさ評価など

■市民からみた本市の「暮らしやすさ」の評価は、６割以上が満足（「満足」「ほぼ満足」

の合計）に感じており、一方で不満（「やや不満」「不満」の合計）は約１割にとどまる。

また、前回調査（2017年）結果より、わずかだが満足に感じる割合は高まった。

■項目別でみた評価が最も高いのは「下水道整備・水洗化の状況」で、以下「身近な

緑、山や川の自然の保全」、「まちなみやまちの雰囲気」と続く。一方で、評価が最

も低い項目は「雇用の場や就業の機会」で、以下、「関西文化学術研究都市を活用し

た産業の振興」、「農林業、商業、観光業の振興」と続いている。

よって、市民からみると、住環境としての評価は高いものの、産業に関する項目の評

価が低い結果となった。

■「今後特に力を入れてほしい」施策分野については、「子育て」の優先順位が最も高

く、以下、「教育」、「福祉」、「交通ネットワーク」、「健康」と続いており、子

どもを育むまちづくりや生涯元気で暮らせるまちづくりに関する分野への期待が大き

い。

■また、「自分にとっての幸せ」に重要な分野では、特に「健康・保健」を重視する方

が多く、続いて「安全・安心」「環境」となっている。これより市民は、自身の健康

と生活空間の安全性や快適さを重要視していることがうかがえる。



2023（令和5）年度

木津川市のまちづくりに関するアンケート調査

単純集計結果

2023（令和5）年8月7日
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1．調査概要

1.1 調査の目的

第2次総合計画後期計画の策定にあたり、市民の木津川市に対する満足度、政策・施策に関する

ニーズを把握するとともに、第2次総合計画前期計画による効果を検証することを目的として実施

したものです。

1.2 調査の概要

調査の概要は、下表のとおりです。

表 1 調査の概要

1.3 調査項目

調査項目は、下表に示すとおりです。

表 2 調査項目

項目 詳細

調査名称 木津川市のまちづくりに関するアンケート調査

調査対象 市内在住の満 18 歳以上の方（外国人を含む）5,000 人

サンプリング方法 住民基本台帳から無作為抽出

配布回収方法 郵送配布、回収は郵送回収またはWEB回収

調査期間 2023（令和5）年7月7日(金)～7月28日(金)

※2023（令和5）年8月7日到着分まで有効票扱い

有効回収数 1,415件（回収率 28.3％）

［内訳］郵送回収：949件(67.1％)、WEB回収：466件(32.9％)

項目 詳細

■暮らしやすさについて 木津川市の暮らしやすさについて、日頃どのように思っ

ているか

■力を入れてほしい施策分野について 今後特に力を入れるべきと思う分野

■幸せに重要な分野について 自分の幸せにとって重要だと思う分野

■木津川市について 木津川市への愛着

木津川市での定住意向

■子育て・教育について 次代を担う子どもたちが健やかに育つために必要な取

組み

小・中学校教育をさらに充実するために必要な取組み

■健康、福祉、文化について 健康で快適に暮らせるようにするために必要な取組み

生涯安心して豊かに暮らせる地域社会を形成するため

に必要な取組み

■住民参加のまちづくり（共生、協働）

について

区・自治会活動などのコミュニティ活動の参加状況・今

後の参加意向

NPOなどの非営利活動団体の活動やボランティア活動の

参加状況・今後の参加意向

市民協働で住みよいまちづくりを推進するために必要

な取組み
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1.4 調査結果の表示方法

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数第２位

を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方にな

るため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。

・不明・無回答とは、回答が示されていない、または回答の判別が著しく困難であったものです。

・帯グラフでは、0.0％の表示を省略しています。

・2つの選択肢を集約した場合（「満足」と「ほぼ満足」を合計した『満足』など）は、該当選択肢

の回答数の合計から算出しているため、該当選択肢に表示している小数第 1位までの百分率（％）

の合計と一致しない場合があります。

・図表中の選択肢表記は、語句を簡略化している場合があります。

・第 2次総合計画前期計画による効果を把握するため、第 2次総合計画前期計画策定時（2017（平

成 29）年度調査（以下、「前回調査」という。）に実施した調査結果と比較を行っています。前回

調査の概要は下表のとおりです。

・前回調査とのポイント差は、四捨五入前の値から計算しているため、当該選択肢に表示している

値の差と一致しない場合があります。

表 3 前回調査の概要

項目 詳細

■観光、産業、関西文化学術研究都市に

ついて

産業の活性化のために必要な取組み

関西文化学術研究都市の住みよい都市環境づくり必要

な取組み

■防災・減災、防犯・交通安全について 地震や水害、火災に対し安心・安全なまちにするために

必要な取組み

■都市基盤、自然・環境について 生活道路について必要な取組み

国道や府道などの幹線道路について必要な取組み

自然や歴史遺産を活かして魅力あるまちにするために

必要な取組み

景観・自然環境を保全するために優先すべき取組み

ごみの分別や減量化を進めるために必要な取組み

■情報、行政運営について 市に関する情報の入手先

市のまちづくりに対する評価

市民サービスに対する評価

■回答者属性 性別

年代

居住地（郵便番号）

同居している家族構成

就学前または就学している子の有無

同居する65歳以上の家族の有無

居住年数

居住歴

■まちづくりに関する意見・提案 自由記述

項目 詳細

調査期間 2017（平成29）年9月29日(金)～10月16日(月)

調査対象 市内在住の満18歳以上 5,500人

有効回収数 2,055件（有効回収率 37.4％）
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2．調査結果

2.1 回答者の属性

（1）性別

問24 あなたの性別について、あてはまるものを1つ選び番号に○をつけてください。

図 1 性別

（2）年代

問25 あなたは何歳ですか。あてはまるものを1つ選び番号に○をつけてください。

図 2 年代

（3）居住地域

問26 お住まいの郵便番号をお答えください。

図 3 居住地域

男性

48.4

41.0

43.6

女性

51.6

55.0

55.6

回答しない

3.2

不明・無回答

0.8

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

配布割合

(N= 5,000)

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

注）2017年度調査では「回答しない」の選択肢なし

10歳代

2.7

0.6

0.8

20歳代

10.3

5.5

4.8

30歳代

13.6

11.4

12.8

40歳代

19.0

16.6

18.0

50歳代

16.9

17.7

12.2

60歳代

12.9

16.7

23.6

70歳代

15.8

21.1

19.2

80歳以上

8.8

9.5

7.7

不明・

無回答

0.8

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

配布割合

(N= 5,000)

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

木津地域

（学研地域）

50.1

49.5

46.3

木津地域

（学研地域を除く）

21.7

18.9

19.8

加茂地域

17.8

17.7

18.4

山城地域

10.4

7.7

8.5

不明・

無回答

6.2

7.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

配布割合

(N= 5,000)

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)



4

（4）同居している家族構成

問27 同居している家族構成について、あてはまるものを1つ選び番号に○をつけてください。

図 4 同居している家族構成

（5）就学前または就学している子の有無

問28 あなたには、就学前または就学しているお子様（お孫様は含みません）はおられますか（令

和5年4月現在）。お子様の成長段階について、あてはまるものをすべて選び番号に○をつけて

ください。

図 5 就学前または就学している子の有無

6.8 

31.4 

54.0 

5.6 

1.1 

1.1 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

単身（一人暮らし

一世代（夫婦のみ）

二世代（親と子）

三世代（親・子・孫）

その他

不明・無回答

N= 1,415

8.8 

3.9 

12.1 

8.6 

8.3 

8.2 

64.9 

2.1 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

３歳以下

４歳以上で小学校入学前

小学生

中学生

高校生・高専生

専門学校・短大生・予備校生・

大学生

あてはまる子どもはいない

不明・無回答

N= 1,415

（複数回答）

いる

33.0％
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（6）同居する 65 歳以上の家族の有無

問29 あなたと同居しているご家族に６５歳以上の方（あなたを含む）はおられますか。あてはま

るものをすべて選び番号に○をつけてください。

図 6 同居する 65 歳以上の家族の有無

（7）居住年数

問30 木津川市にお住まいになって何年になりますか。あてはまるものを1つ選び番号に○をつけ

てください。

図 7 居住年数

（8）居住歴

問31 木津川市居住経歴について、あてはまるものを1つ選び番号に○をつけてください。

図 8 居住歴

11.6 

15.5 

12.1 

7.5 

6.1 

48.8 

5.7 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

６５～６９歳の方

７０～７４歳の方

７５～７９歳の方

８０～８４歳の方

８５歳以上の方

６５歳以上の同居家族はいない

不明・無回答

N= 1,415

（複数回答）

いる

45.4％

1年未満

1.2

3.2

1年以上

5年未満

10.2

9.9

5年以上

10年未満

12.5

9.5

10年以上

20年未満

19.0

21.2

20年以上

56.0

55.1

不明・

無回答

1.1

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

生まれてからずっと

14.6

16.0

府内他市町村から転入

22.9

22.4

府外から転入

55.6

53.9

木津川市にもどってきた

5.8

5.0

不明・

無回答

1.1

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

注）2017年度調査の選択肢「その他」（0.9％）は、不明・無回答に含んで表示している
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2.2 暮らしやすさについて

問１ 木津川市の暮らしやすさについて、日頃どのように思われていますか。以下の(1)～(27)の全

ての項目について、それぞれあてはまるものを１つずつ選び番号に○をつけてください。

図 9 木津川市の暮らしやすさについて、日頃どのように思っているか

加重平均

満足 不満 今回 前回
前回

との差

64.1 % 12.3 % 3 .60 3.33 0 .27

47.8 % 25.2 % 3 .24 3.07 0 .17

34.2 % 38.2 % 2 .89 2.80 0 .08

58.0 % 22.3 % 3 .44 3.08 0 .36

69.3 % 8.8 % 3 .81 3.76 0 .06

39.2 % 24.5 % 3 .16 3.12 0 .04

48.3 % 12.2 % 3 .41 3.33 0 .08

21.2 % 21.5 % 2 .96 2.91 0 .05

32.0 % 16.3 % 3 .16 3.07 0 .09

38.8 % 28.3 % 3 .09 3.01 0 .07

25.4 % 14.3 % 3 .11 3.09 0 .02

21.6 % 16.7 % 3 .03 2.94 0 .09

55.5 % 13.1 % 3 .50 3.38 0 .13

45.2 % 7.4 % 3 .44 3.36 0 .07

55.6 % 10.0 % 3 .54 3.36 0 .18

31.2 % 12.2 % 3 .22 3.18 0 .04

28.8 % 15.8 % 3 .14 3.14 ▲0.01

29.9 % 14.7 % 3 .16 3.20 ▲0.03

33.2 % 15.0 % 3 .20 3.21 ▲0.02

22.3 % 8.6 % 3 .15 3.14 0 .02

33.8 % 16.8 % 3 .17 3.02 0 .16

28.9 % 20.4 % 3 .07 2.95 0 .12

14.1 % 25.7 % 2 .83 2.72 0 .11

15.1 % 23.6 % 2 .87 2.81 0 .07

14.4 % 23.3 % 2 .86 2.78 0 .09

40.2 % 17.5 % 3 .23 3.12 0 .12

14.1 % 20.9 % 2 .89 2.85 0 .04

※加重平均＝（[満足]*5点+[ほぼ満足]*4点+[どちらとも言えない]*3点+[やや不満]*2点+[不満]*1点）/不明・無回答を除く回答件数

満足

9.4

7.6

6.2

15.1

23.3

8.0

7.8

2.4

3.4

4.6

3.1

2.2

10.2

6.1

9.7

4.2

4.0

4.7

4.0

2.8

3.7

2.5

1.7

1.5

1.7

4.2

1.6

ほぼ満足

54.7

40.2

28.0

42.9

46.1

31.2

40.5

18.8

28.6

34.2

22.3

19.4

45.3

39.1

45.9

27.1

24.8

25.2

29.3

19.5

30.1

26.4

12.4

13.6

12.7

36.0

12.6

どちらとも

言えない

21.3

24.9

24.9

17.6

20.2

33.8

38.0

55.1

49.8

31.2

56.6

59.7

30.0

45.2

32.7

54.1

52.7

51.4

50.2

66.6

47.7

48.9

57.0

58.2

59.4

40.6

61.9

やや不満

9.6

18.9

25.1

14.9

5.0

17.4

9.0

15.6

12.5

21.9

10.3

12.8

10.0

6.1

7.4

10.2

12.0

10.5

12.2

6.9

12.9

16.0

18.8

18.4

17.2

13.6

15.2

不満

2.7

6.3

13.1

7.4

3.7

7.1

3.2

5.9

3.7

6.4

4.0

4.0

3.1

1.3

2.6

2.0

3.7

4.2

2.8

1.7

3.9

4.3

6.9

5.2

6.1

4.0

5.7

不明・

無回答

2.3 

2.2 

2.7 

2.0 

1.7 

2.5 

1.4 

2.2 

1.9 

1.6 

3.7 

1.9 

1.4 

2.1 

1.7 

2.5 

2.8 

4.0 

1.6 

2.4 

1.7 

1.8 

3.3 

3.1 

3.0 

1.7 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

(1)全体的にみた木津川市の

暮らしやすさ

(2)生活道路の便利さ

(3)通勤・通学の交通の便利さ

(4)買い物の便利さ、快適さ

(5)下水道整備・水洗化の状況

(6)公園や子どもの遊び場

(7)ごみの減量化やリサイクル

の取組み

(8)スポーツ、レクリエーションの

場や機会

(9)保健、健康づくりのための

サービス

(10)病院、診療所の利用の

しやすさ、サービス

(11)保育、子育てを支援する

サービス

(12)高齢者・障がい者の

福祉援助

(13)まちなみやまちの雰囲気

(14)歴史・文化遺産の保全

(15)身近な緑、山や川の自然の

保全

(16)地域の歴史や文化との

ふれあい活動のための環境

(17)教育・学習や文化活動の

ための環境

(18)小・中学校の教育

(19)近所とのつきあい、地域の

社会活動

(20)人権の尊重、男女共同参画

の促進

(21)地震、火災、水害などに対

する防災対策

(22)防犯や交通安全対策

(23)雇用の場や就業の機会

(24)農林業、商業、観光業の

振興

(25)関西文化学術研究都市を

活用した産業の振興

(26)市役所からの情報発信

(27)行財政改革の推進による財

政状況の改善のための取組み

N= 1,415
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2.3 力を入れてほしい施策分野について

問２ 第２次木津川市総合計画に掲げる１７の政策分野のうち、木津川市が「住みたい、住み続け

たい、住んでよかった」と言われるまちになるために、今後特に力を入れて取り組むべきと思

うものを順番に３つまで選び、それぞれ番号を記入してください。

図 10 今後特に力を入れるべきと思う分野

1,491 

940 

997 

1,037 

183 

57 

170 

106 

330 

262 

377 

554 

396 

866 

271 

98 

274 

0 500 1,000 1,500 2,000

【得点】

※得点＝[1位]*3点+[2位]*2点

+[3位]*1点）

27.5 

8.5 

11.1 

11.7 

1.5 

0.5 

1.3 

0.8 

3.3 

2.5 

3.0 

5.4 

4.5 

11.5 

2.8 

0.6 

3.0 

0.8 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

子育て

教育

健康

福祉

文化

共生

協働

観光交流

産業・雇用

関西文化学術研究都市

防災・減災

防犯・交通安全

都市基盤

交通ネットワーク

自然・環境

情報

行財政運営

不明・無回答

【優先順位１位】N= 1,415

8.1 

17.1 

12.7 

14.0 

2.6 

0.7 

2.5 

1.6 

4.7 

3.6 

5.9 

6.4 

4.7 

7.6 

2.6 

1.4 

2.7 

1.0 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

【優先順位２位】

6.6 

6.8 

11.7 

10.3 

3.3 

1.1 

3.1 

1.9 

3.9 

3.9 

6.0 

10.2 

5.3 

11.5 

5.4 

2.4 

5.1 

1.4 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

【優先順位３位】
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2.4 幸せに重要な分野について

問３ 下記７つの分野について、あなたの幸せにとって重要だと思う順に、記入欄に１～７位まで

順位を記入してください。

図 11 自分の幸せにとって重要だと思う分野

2.5 木津川市について

（1）木津川市への愛着

問４ あなたは、木津川市に愛着を感じていますか。あてはまるものを1つ選び番号に○をつけて

ください。また、その理由を記入してください。

図 12 木津川市への愛着

加重平均

5.43

4.23

4 .19

3 .07

4 .29

2 .32

4 .60

※加重平均＝（[1位]*7点+[2位]*6点+[3位]*5点+[4位]*4点+[5位]*3点+[6位]*2点+[7位]*1点）/不明・無回答を除く回答件数

1位

34.1

10.5

18.6

6.1

13.0

0.7

15.7

2位

21.6

17.7

13.7

8.5

14.2

3.5

19.3

3位

16.8

16.3

12.9

9.1

18.4

6.2

18.4

4位

11.0

18.9

12.7

11.6

17.9

8.8

16.4

5位

8.1

14.9

12.9

14.6

16.1

16.0

14.1

6位

4.4

11.3

14.5

22.0

13.6

22.7

8.1

7位

1.9

7.8

12.1

25.3

4.6

38.9

5.2

不明・無回答

2.2

2.8

2.6

2.8

2.3

3.3

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

健康・保健

福祉

子育て・教育

産業・雇用

環境

文化

安全・安心

感じて
いる

感じて
いない

71.9 % 10 .8  %  

72.5 % 10.8 % 

大いに

感じている

15.7

20.0

ある程度

感じている

56.3

52.5

どちらとも

いえない

16.5

15.0

あまり

感じていない

8.4

8.8

まったく

感じていない

2.4

2.0

不明・

無回答

0.8

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)



9

（2）木津川市での定住意向

問５ あなたは、木津川市にこれからも住み続けたいと思いますか。あてはまるものを1つ選び番

号に○をつけてください。また、その理由を記入してください。

図 13 木津川市での定住意向

2.6 子育て・教育について

（1）次代を担う子どもたちが健やかに育つために必要な取組み

問６ 次代を担う子どもたちが健やかに育つために、どの取組みが必要だと思いますか。特に優先

すべきと思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 14 次代を担う子どもたちが健やかに育つために必要な取組み

30.0 

45.4 

8.8 

3.5 

11.3 

1.0 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

ずっと住み続けたい

どちらかといえば住み続けたい

どちらかといえば市外に移りたい

市外に移りたい

どちらともいえない

不明・無回答

N= 1,415

75.4 % 

12.3 % 

40.1 

26.8 

24.5 

24.0 

23.7 

19.3 

18.9 

3.6 

3.6 

1.6 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

保育園や幼稚園（認定こども園を含む）、

学校などの施設の充実

声かけや見守りなど地域全体での

子どもを育てる活動の促進

自然とのふれあいなど、体験型学習の推進

子ども同士のふれあいや、

親同士の多様な活動の場づくり

長時間保育や休日保育など

保育サービスの充実

家族がともに協力して子育てを

行うことができる仕組みづくり

学校カリキュラムの内容の充実

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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（2）小・中学校教育をさらに充実するために必要な取組み

問７ 小・中学校教育をさらに充実させるために、どの取組みが必要だと思いますか。特に優先す

べきと思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 15 小・中学校教育をさらに充実するために必要な取組み

49.9 

32.1 

23.8 

20.6 

11.7 

10.9 

10.5 

8.2 

7.8 

4.0 

2.8 

3.2 

2.0 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

人を思いやり、尊重するなど豊かな心や

感性を育む教育

いじめや不登校の未然防止と

早期発見・早期対応

一人ひとりの学力状況に応じた学習指導

国際的なコミュニケーション能力を

高める教育

ＩＣＴの活用や情報モラルに関する教育

犯罪や災害から身を守る防災・安全教育

人と自然の共生をめざす環境教育や

体験活動

平和や人権感覚を養う教育

一人ひとりの状況に応じた特別支援教育

学校体育や部活動

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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2.7 健康、福祉、文化について

（1）健康で快適に暮らせるようにするために必要な取組み

問８ すべての人が健康で快適に暮らせるようにするために、どの取組みが必要だと思いますか。

特に優先すべきと思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 16 健康で快適に暮らせるようにするために必要な取組み

57.7 

39.2 

35.6 

20.5 

19.6 

11.0 

2.1 

1.2 

0.8 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

救急医療体制の充実

在宅医療体制の充実

休日診療所の充実

食育・運動などの健康づくり事業の充実

高度医療の充実

保健や医療など健康に関する研修会や

学習会、相談会などの開催

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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（2）生涯安心して豊かに暮らせる地域社会を形成するために必要な取組み

問９ すべての人が生涯安心して豊かに暮らせる地域社会を形成するために、どの取組みが必要だ

と思いますか。特に優先すべきと思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 17 生涯安心して豊かに暮らせる地域社会を形成するために必要な取組み

51.2 

48.5 

17.6 

17.5 

17.1 

16.8 

13.9 

1.3 

1.8 

0.9 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

自宅で受けられる介護や福祉サービスの

充実

通所や入所のできる福祉施設の整備

趣味やスポーツ、ボランティア活動など

への参加のきっかけづくり

地域全体での声かけや見守りなどの活動

の促進

高齢者、障がい者の働く場づくり

身近な交流の場づくり

高齢者だけの世帯への訪問の促進

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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2.8 住民参加のまちづくり（共生、協働）について

（1）区・自治会活動などのコミュニティ活動の参加状況・今後の参加意向

問10 あなたは現在、地域での区・自治会活動などのコミュニティ活動にどのように参加していま

すか。また、今後はどのように参加しようと思いますか。(1)現在・(2)今後について、それぞ

れあてはまるものを１つずつ選び番号に○をつけてください。

図 18 区・自治会活動などのコミュニティ活動の参加状況

参加率

41 .6 %  

44.8 % 

※参加率＝「積極的に参加している」または「必要な活動には参加している」と回答した割合

積極的に参加している

6.1

6.4

必要な活動には

参加している

35.5

38.3

興味があるものには

参加している

10.3

11.9

ほとんど参加

していない

47.1

41.1

不明・

無回答

0.9

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

現

在

協力して
いきたい

60 .5 %  

66.7 % 

積極的に参加、

協力していきたい

5.2

7.7

都合がつく範囲で参加、

協力していきたい

55.3

59.0

あまり参加したくない

18.9

13.8

どちらともいえない

19.5

16.9

不明・

無回答

1.1

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

今

後
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（2）NPO などの非営利活動団体の活動やボランティア活動の参加状況・今後の参加意向

問11 あなたは、区・自治会活動以外のボランティア活動やＮＰＯなどの非営利活動団体の活動に

どのように参加していますか。また、今後はどのように参加しようと思いますか。(1)現在・(2)

今後について、それぞれあてはまるものを１つずつ選び番号に○をつけてください。

図 19 NPO などの非営利活動団体の活動やボランティア活動の参加状況

（副問） ①現在、「4.ほとんど参加していない」と回答された方のみお答えください。

その主な理由を１つ選び番号に○をつけてください。

（副問） ②今後、「3.あまり参加したくない」または「4.どちらともいえない」と回答された方

のみお答えください。

その主な理由を１つ選び番号に○をつけてください。

図 20 NPO などの非営利活動団体の活動やボランティア活動に参加しない理由

参加率

18 .9 %  

18.9 % 

※参加率＝「積極的に参加している」または「必要な活動には参加している」と回答した割合

積極的に参加している

3.7

4.5

必要な活動には

参加している

15.2

14.4

興味があるものには

参加している

7.2

9.8

ほとんど参加

していない

72.9

69.1

不明・

無回答

1.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

現

在

協力して
いきたい

45 .7 %  

46.5 % 

積極的に参加、

協力していきたい

3.7

4.8

都合がつく範囲で参加、

協力していきたい

42.0

41.7

あまり参加したくない

20.4

18.3

どちらともいえない

30.2

32.4

不明・

無回答

3.7

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)

今

後

11.4 

19.1 

6.0 

37.3 

5.1 

17.7 

2.6 

0.6 

15.2 

16.8 

5.9 

29.9 

6.8 

20.9 

3.4 

1.1 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

興味・関心がないから

活動内容がわからないから

参加している知り合いがいないから

仕事や子育て・介護などで多忙だから

面倒だから

年齢や健康の理由で参加が難しいから

その他

不明・無回答

現在(N= 1,031)

今後(N= 716)
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（3）市民協働で住みよいまちづくりを推進するために必要な取組み

問12 市民と行政が協働で地域の課題解決や住みよいまちづくりを推進していくために、市が優先

的に取り組むべきことは何だと思われますか。特に優先すべきと思うものを２つ以内で選び番

号に○をつけてください。

図 21 市民協働で住みよいまちづくりを推進するために必要な取組み

57.7 

31.4 

20.5 

17.6 

9.3 

8.3 

6.8 

2.1 

9.6 

1.3 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

幅広い市民からの意見を集約し､

行政施策に反映させるための仕組みづくり

市政に関する情報の積極的な公開

市民活動への参加の機会、場づくり

市民に対する協働による

まちづくり意識の普及･啓発

ＮＰＯなどの非営利活動団体への活動拠点

の提供や、行政との協働事業の推進

市民活動を行う様々な団体間の

交流・連携を促進する施策の実施

市民活動のリーダーなどの人材育成と

研修機会の充実

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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2.9 観光、産業、関西文化学術研究都市について

（1）産業の活性化のために必要な取組み

問13 木津川市の産業の活性化には、どのような取組みが必要だと思いますか。特に優先すべきと

思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 22 産業の活性化のために必要な取組み

（2）関西文化学術研究都市の住みよい都市環境づくり必要な取組み

問14 関西文化学術研究都市の住みよい都市環境づくりに向けてどのような取組みが必要だと思

いますか。特に優先すべきと思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 23 関西文化学術研究都市の住みよい都市環境づくり必要な取組み

43.6 

37.6 

25.7 

23.0 

17.2 

14.0 

2.1 

7.4 

1.5 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

企業の誘致を図り、市民の雇用対策を

促進する

地域の特産品などを活用し、地元商工業の

振興を図る

優良農地の保全や基盤整備事業の実施

により、農業の振興を図る

まちなかの身近な商業の振興を図る

ベンチャー企業の育成を図る

新たな観光メニューの開発などによる

観光振興を図る

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）

62.9 

30.2 

26.1 

24.7 

18.9 

1.8 

4.9 

1.3 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

生活利便施設や公共公益施設などを

充実させる

ゆとりを保ち、質の高い都市景観づくりを

進める

企業や研究所などと地域住民の

コミュニケーションを深める

市民が最先端の学術や文化に接する機会

を増やす

バリアフリーのまちづくりを進める

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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2.10 防災・減災、防犯・交通安全について

（1）地震や水害、火災に対し安心・安全なまちにするために必要な取組み

問15 地震や水害、火災などの災害に対し、安心・安全なまちにするためには、どのような取組み

が必要だと思いますか。特に優先すべきと思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてくださ

い。

図 24 地震や水害、火災に対し安心・安全なまちにするために必要な取組み

38.3 

38.1 

38.0 

27.3 

22.2 

15.8 

1.3 

1.4 

1.1 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

避難所などの環境整備を図る

まちの治水・耐震対策を強化する

一人暮らしの高齢者など避難に時間を

要する方への支援体制を整備する

防災用品や資材などを備蓄する

地域の防災組織の育成と実践的な訓練を

実施する

防災情報を提供する

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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2.11 都市基盤、自然・環境について

（1）生活道路について必要な取組み

問16 生活道路について、どのような取組みが必要だと思いますか。特に優先すべきと思うものを

２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 25 生活道路について必要な取組み

（2）国道や府道などの幹線道路について必要な取組み

問17 国道や府道などの幹線道路について、どのような取組みが必要だと思いますか。特に優先す

べきと思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 26 国道や府道などの幹線道路について必要な取組み

66.7 

45.0 

27.0 

22.3 

16.1 

2.4 

1.0 

1.3 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

歩行者や自転車が安全に通行できるような

整備や防犯灯の設置に取り組む

カーブミラーやガードレールなど歩行者や

自動車が安全に通行できる施設を整備 …

道路幅を拡げて自動車が通行しやすくする

誰もが安全に道路を通行できるよう

バリアフリー環境の整備に取り組む

道路パトロールなどを強化し、適正管理に

努める

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）

65.6 

43.8 

18.0 

3.2 

10.5 

2.6 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

市内の主な幹線道路を通行しやすくする

木津川市と市外を結ぶ新たな幹線道路を

整備する

市内に新たな幹線道路を整備する

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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（3）自然や歴史遺産を活かして魅力あるまちにするために必要な取組み

問18 木津川市の豊かな自然や数多くの歴史遺産などを活かして魅力あるまちにするためには、ど

のような取組みが必要だと思いますか。特に優先すべきと思うものを２つ以内で選び番号に○

をつけてください。

図 27 自然や歴史遺産を活かして魅力あるまちにするために必要な取組み

31.7 

31.2 

20.6 

19.8 

19.5 

16.2 

9.4 

9.3 

1.6 

8.2 

1.8 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

自然や歴史遺産の保全・継承に取り組む

魅力ある地域資源に関する情報を

発信する

朝市や農作業体験などを通じた

農村・都市交流を推進する

木津川アートや木津川市市民まつりなどの

イベントを拡充し、そのＰＲを強化する

新たな観光拠点（アンテナショップ等）を

創造する

観光案内板や観光マップなどを充実させる

伝統行事・民俗芸能などを保全・継承する

自然や歴史遺産の保全に取り組む団体

相互のマッチングなど支援に取り組む

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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（4）景観・自然環境を保全するために優先すべき取組み

問19 木津川市は木津川や山の緑など自然環境に恵まれたまちです。これらの景観・自然環境を保

全するためには、どのような取組みが必要だと思いますか。特に優先すべきと思うものを２つ

以内で選び番号に○をつけてください

図 28 景観・自然環境を保全するために優先すべき取組み

（5）ごみの分別や減量化を進めるために必要な取組み

問20 更なるごみの減量化・資源化を進めるためには、どのような取組みが必要だと思いますか。

特に優先すべきと思うものを２つ以内で選び番号に○をつけてください。

図 29 ごみの分別や減量化を進めるために必要な取組み

62.7 

33.5 

29.5 

27.5 

15.1 

2.3 

3.7 

1.3 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

放置されている里山の間伐など適切な

維持管理活動を促進する

まちなかの身近な緑を保全する

自然に親しむイベントなど

緑にふれあう機会をつくる

河川の清掃活動を行う

自然の大切さに関する幅広い

環境教育や啓発活動を行う

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）

63.9 

51.2 

19.3 

12.2 

3.0 

6.2 

2.0 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

古紙集団回収や生ごみ処理容器への補助

など、自主的な取組みへの支援を強化する

ごみの分別の細分化やリサイクルボックス

の設置など、資源化の取組みを強化する

生ごみの堆肥化や雑がみ回収についての

講習会など、周知・啓発の取組みを強化する

レジ袋や包装の削減など、事業者への

呼び掛けを強化する

その他

わからない

不明・無回答

N= 1,415（2つ以内で複数回答）
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2.12 情報、行政運営について

（1）市に関する情報の入手先

問21 木津川市に関する情報を得るときに、どこから情報を得ますか。あてはまるものをすべて選

び番号に○をつけてください。

図 30 市に関する情報の入手先

（2）市のまちづくりに対する評価

問22 木津川市が進めてきたまちづくり(道路整備、都市計画、産業、観光など)についてどう思い

ますか。あてはまるものを1つ選び番号に○をつけてください。また、その理由を記入してくだ

さい。

図 31 市のまちづくりに対する評価

87.2 

42.8 

20.0 

16.5 

14.8 

8.6 

1.3 

0.8 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

広報きづがわ

市ホームページ

家族、知人等

市役所への問い合わせ

市公式SNS（Facebook LINE）

市役所等の窓口

その他

不明・無回答

N= 1,415（複数回答）

プラス
評価

マイナス
評価

33.9 % 18 .0  %  

30.3 % 20.1 % 

非常に

評価している

2.7

1.8

評価している

31.2

28.5

どちらとも

いえない

45.9

46.1

あまり評価

していない

14.0

17.1

全く評価

していない

4.0

3.1

不明・

無回答

2.3

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)
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（3）市民サービスに対する評価

問23 木津川市の市民サービス（子育て支援、福祉、教育、医療など）についてどう思いますか。

あてはまるものを1つ選び番号に○をつけてください。また、その理由を記入してください。

図 32 市民サービスに対する評価

プラス
評価

マイナス
評価

36.0 % 16 .3  %  

34.4 % 15.0 % 

非常に

評価している

2.8

2.6

評価している

33.1

31.7

どちらとも

いえない

45.7

46.5

あまり評価

していない

13.0

12.5

全く評価

していない

3.3

2.5

不明・

無回答

2.1

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 1,415)

2017年度調査

(N= 2,055)
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（参考）調査票
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資料2-2

木津川市のまちづくりに関する

中学生アンケート調査結果 概要

1．アンケート回収状況

○対 象 人 数：763人（市立中学校に通学する中学2年生）

○有効回収件数：698件（91.5％）

2．主な項目

○木津川市が「住みよい」または「どちらかと言えば住みよい」の回答は、全体の８割

を超え、前回調査（2017年）と比較して、8.5ポイント増加している。

○木津川市への定住意識は、「ずっと住み続けたい」または「一時的に離れてもまた

戻ってきて住みたい」の回答は、全体の５割を占め、前回調査と比較して、9.3ポイ

ント増加している。

○木津川市に住み続けるために必要なことは、「買い物や食事、遊びに便利な商業施設

がある」（約７割）が最も多くなっている。





2023（令和5）年度

木津川市のまちづくりに関する中学生アンケート調査

集計結果

2023（令和5）年8月
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1．調査概要

1.1 調査の目的

第2次総合計画後期計画の策定にあたり、木津川市の将来を担う中学生世代のニーズ、まちづく

りに対する希望、木津川市に永住するには何が必要か等を把握するとともに、調査を行うことで、

木津川市への愛着や行政に対する関心を持ってもらうことを目的として実施したものです

1.2 調査の概要

調査は、市立中学校全５校に通学する中学2年生全生徒763人を対象とし、令和5年７月に、中学校

を経由して配布・回収を行いました。

表 1 調査の概要

図 1 調査対象中学校区

項目 詳細

調査名称 木津川市のまちづくりに関する中学生アンケート調査

調査対象 市立中学校に通学する中学 2年生 763 人

サンプリング方法 全数調査

配布回収方法 学校を通じて、調査票を配布及び回収

調査期間 2023（令和5）年6月16日(金)～7月7日(金)

有効回収数 698件（回収率 91.5％）

（内訳）木 津中学校：213件

木津第二中学校：129件

木 津 南中学校：222件

泉 川中学校： 62件

山 城中学校： 72件
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1.3 調査項目

調査項目は、下表に示すとおりです。

表 2 調査項目

1.4 調査結果の表示方法

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数第２位

を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方にな

るため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。

・不明・無回答とは、回答が示されていない、または回答の判別が著しく困難であったものです。

・帯グラフでは、0.0％の表示を省略しています。

・2つの選択肢を集約した場合（「住みよい」と「どちらかと言えば住みよい」を合計した『住みよ

い』など）は、該当選択肢の回答数の合計から算出しているため、該当選択肢に表示している小

数第 1位までの百分率（％）の合計と一致しない場合があります。

・コメントについては、ほかの項目と比較して特徴のある箇所を掲載しています。また、コメント

や図表中の選択肢表記は、語句を簡略化している場合があります。

・第 2次総合計画前期計画による効果を把握するため、第 2次総合計画前期計画策定時（2017（平

成 29）年度調査（以下、「前回調査」という。）に実施した調査結果と比較を行っています。前回

調査の概要は下表のとおりです。

表 3 前回調査の概要

項目 詳細

■回答者属性 性別

■住みやすさについて 木津川市を住みよいまちだと思うか

■定住意向について 木津川市に今後も住み続けたいと思うか

木津川市に住み続けるには、どのようなことが必要か

■市の自慢について
木津川市のどのようなところを自慢したいと思うか

(自然や場所などのほか、人や物も含めて）

■目指すまちの姿について 木津川市の市長になったとしたら、どのようなまちにして

いきたいか

■まちづくりに関する意見・提案 自由記述

項目 詳細

調査期間 2017（平成29）年9月11日(月)～9月22日(金)

調査対象 市立中学校に通学する中学2年生 745人

有効回収数 730件（有効回収率 98.0％）



3

2．調査結果

2.1 回答者の属性

（1）中学校

◆ 通学している中学校

図 2 回答者が通学している中学校

（2）性別

問１ あなたの性別ついて、番号に○をつけて下さい。

図 3 回答者の性別

30.5 

18.5 

31.8 

8.9 

10.3 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

木津中学校

木津第二中学校

木津南中学校

泉川中学校

山城中学校

N= 698

48.6 

45.7 

4.4 

1.3 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

男性

女性

回答しない

不明・無回答

N= 698
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2.2 住みやすさについて

問２ あなたは、木津川市を住みよいまちだと思いますか。あてはまるものを1つ選び○をつけて

下さい。

図 4 木津川市の住みよさ

2.3 定住意向について

（1）木津川市での定住意向

問３ あなたは、今後も木津川市に住み続けたいと思いますか。あてはまるものを1つ選び○をつ

けて下さい。

図 5 木津川市での定住意向

（2）木津川市に住み続けるために必要なこと

問４ あなたが木津川市に住み続けるには、どのようなことが必要ですか。あてはまるものを2つ

以内で選び○をつけて下さい。

図 6 木津川市に住み続けるために必要なこと

住みよい 住みにくい

85.5 % 6.7 % 

77.0 % 12.2 % 

住みよいまち

44.3

42.2

どちらかといえば

住みよいまち

41.3

34.8

どちらかといえば

住みにくいまち

4.2

8.5

住みにくいまち

2.6

3.7

どちらとも

いえないまち

7.2

10.8

不明・

無回答

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 698)

2017年度調査

(N= 730)

住みたい

49.7 % 

40.4 % 

木津川市にずっと

住み続けたい

14.3

13.3

一時的に離れても、

また戻って住みたい＊

35.4

27.1

木津川市以外の

ところに住みたい

25.8

27.0

どちらともいえない

24.2

32.6

不明・

無回答

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

今回調査

(N= 698)

2017年度調査

(N= 730)

＊進学などで一時的に木津川市を離れても、また戻って来て住みたい

70.2 

43.7 

28.7 

12.8 

6.7 

0.0 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

買い物や食事、遊びに便利な商業施設が

ある

若者が働きたくなるさまざまな職場がある

若者が住みたくなるような住宅が

豊富にある

若者の発想を活かす機会や意見を言える

場がある

その他

不明・無回答

N= 698（2つ以内で複数回答）



5

2.4 市の自慢について

問５ あなたは、現在の木津川市のどのようなところ（自然や場所などのほか、人や物も含めて）

を自慢したいと思いますか。あてはまるものを2つ以内で選び○をつけて下さい。

図 7 木津川市の自慢したいところ

31.8 

21.3 

20.5 

18.8 

13.5 

12.9 

10.9 

6.4 

2.6 

1.9 

12.3 

0.9 

7.2 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

豊かな緑

きれいな水や空気

落ち着いて安心できる住環境

歴史的な遺産（遺跡や寺社等）

ふれあいのあるあたたかい人間関係

おいしい食べ物（農作物等）

交通の便利さ（鉄道、道路等）

祭りや民俗芸能

文化施設や研究施設

自慢できる出身者がいる

特にない

その他

不明・無回答

N= 698（2つ以内で複数回答）



6

2.5 目指すまちの姿について

問６ もしあなたが木津川市の市長になったとしたら、どのようなまちにしていきたいと思います

か。あてはまるものを2つ以内で選び○をつけて下さい。

図 8 木津川市の目指すまちの姿

38.1 

31.2 

29.8 

15.0 

13.2 

12.5 

10.9 

9.7 

4.2 

5.6 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

木津川や森林などの自然環境を大切に

するまち

子どもやお年寄りなどを大切にする

健康・福祉の充実したまち

安全で清潔な生活環境の整ったまち

活力とにぎわいを生み出す産業のまち

歴史・伝統を大切にする愛着のあるまち

道路や上下水道など都市基盤の整った

まち

豊かな心を育てる教育・文化の充実した

まち

様々な出会い・ふれあいを育む交流のまち

その他

不明・無回答

N= 698（2つ以内で複数回答）
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（参考）調査票



資料３
■前期基本計画の取組実績と課題（政策分野別） 【政策分野１】

基本方針1 ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり

政策分野1 子育て

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①子育て支援 ア1 子ども・子育て支援事業計画に基づく特定事業の推進 健康推進課 A

こども宝課 A

学校教育課 A

ア2 地域の子育て力の向上 こども宝課 A

イ１ 子育て支援サービスの充実 健康推進課 A

こども宝課 A

イ2 相談体制の充実 健康推進課 A

こども宝課 A

ウ1 地域での子どもの居場所づくり こども宝課 A

社会教育課 A

学校教育課 A

ウ2 子どもの個性を伸ばす機会の提供 社会福祉課 A

エ 子育て世代包括支援センターの充実 健康推進課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

乳児相談などの利用率 96.30% ↑ 99.9 ％ ○

保育コンシェルジュ相談件数 2,189 件 2,300 件 3,392 件 ○

子育て包括支援センター 774 人 ↑ 1,393 人 ○

ア1 母子の健康づくりの充実 健康推進課 A

ア2 妊娠から出産までのきめ細やかな支援 健康推進課 A

イ ひとり親家庭への支援 健康推進課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

三歳児健康診査受診率 93.4 ％ ↑ 93.8 ％ ○

ア 乳幼児期の教育・保育サービスの充実 健康推進課 A

こども宝課 B

イ 待機児童対策の充実 こども宝課 A

ウ 小規模保育事業・公立保育所の民設民営方式の推進 こども宝課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

保育所の待機児童数 0 人 → 0 人 ○

保育所民営化率 44 ％ 56 ％ 56 ％ ○

ア 児童虐待の防止 健康推進課 B

人権推進課 A

こども宝課 A

学校教育課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

児童虐待相談件数 276 件 ↑ 462 件 ○

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】子育て支援
　前期基本計画に準じる各種の取組を推進し、支援を必要とする多くの市民に活用いただけた。一方、支援のニーズ
は増加、多様化しており、ニーズの把握や支援体制の強化、取組の量・質の確保を図っていく。
【施策②】母子保健・母子福祉
　妊娠から出産までの各種支援を行う。母子福祉ひとり親家庭への給付・相談等の取組を推進し、必要とする多くの
市民に活用いただき、今後も継続する。
【施策③】乳幼児期の教育・保育サービス
　保育ニーズに対応するため、保育事業所の認可、保育士増員を進めるとともに、保育・幼稚園の老朽化・安全対策
を実施した。また、病児・病後児保育室「おひさま」開設を含む医療的ケア児対策などを推進。今後、増加・多様化する
ニーズに対応するための体制強化、保育・教育施設を含む環境整備、また園の運営効率化などを進める。
【施策④】児童虐待防止
　児童虐待防止に向けて関係機関との連携を強めるとともに、相談や養育支援、またリスク把握、啓発活動等の取組
を推進した。相談や対応内容の急増・多様化などを受け、さらなる体制強化など、支援できる環境づくりを進める。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　地域のつながり希薄化など子育てを巡る環境は変化しており、虐待、貧困、ヤングケアラー等問題は複合化・深刻
化している。こうした状況も踏まえ、安心してこどもを産み・育てることができ、またこどもたちが安全で健やかに成長で
きる環境づくりが必要である。

施策

②母子保健・母
子福祉

③乳幼児期の
教育・保育サー
ビス

④児童虐待防
止

評価と
課題・方向性

1



■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野２】

基本方針1 ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる子どもを育むまちづくり

政策分野2 教育

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①教育環境 ア 子どもの教育環境の充実 学校教育課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

「学校に行くのが楽しい」児童・生徒の比率

小学6年生
87.1％

中学3年生
81.7％

↑

小学６年生
81.6％

中学３年生
82.9％

小学　×
中学　○

②学校教育 ア1 学校教育の充実 学校教育課 Ａ

ア2 補充学習の充実 学校教育課 Ａ

ア3 特別支援教育の推進 学校教育課 Ａ

ア4 人権教育の推進 学校教育課 B

ア5 健康教育の推進 学校教育課 A

ア6 国際理解教育の推進 学校教育課 A

ア7 生徒指導の充実 学校教育課 B

ア8 幼児期の教育の充実 こども宝課 A

学校教育課 A

ア9 貧困対策 学校教育課 A

イ1 郷土教育の充実 学校教育課 A

イ2 科学教育の充実 学校教育課 B

ウ1 地域ぐるみの子育て支援 学校教育課 A

ウ2 家庭教育の支援 社会教育課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

「自分には、よいところがあると思う」児童・生徒の比率

小学6年生
82.9％

中学3年生
71.5％

↑

小学6年生
83.9％

中学3年生
81.3％

小学　○
中学　○

小学6年生
96.9％

中学3年生
92.7％

↑

小学6年生
95.9％

中学3年生
96.9％

小学　×
中学　○

小学6年生
10.3％

中学3年生
14.5％

↓

小学6年生
10.0％

中学3年生
11.9％

小学　○
中学　○

ア 子どもの健全育成に向けた地域・学校での取組みの充実 社会教育課 A

学校教育課 A

イ 子どもの防犯体制の強化 学校教育課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

スクールセーフティボランティアの登録者数 3,355 人
（2018.8）

→ 2,370 人
(2021年度）

×

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

「いじめは、どんな理由があってもいけないことだと思う」児
童・生徒の比率

「家庭学習の時間が、1 日あたり30 分より少ない」児童・生
徒の比率

【施策①】教育環境
　教育施設の老朽化対策、熱中症対策、また給食センター整備など、教育環境の充実を図った。今後、進む少子化や
厳しい財政状況を見据え、長寿命化計画を見直し、計画的な環境整備を進める。
【施策②】学校教育
　多様な状況や環境におかれた子ども一人ひとりの「質の高い学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を重視した「生
きる力」を育む教育を推進するとともに、これを支える教育環境の充実を図った。今後も継続するとともに、世帯に応じ
た家庭学習の支援や、特にデジタル時代に対応できるように、日常的に情報活用能力を児童・生徒に育む。
【施策③】子どもの健全育成
　成人のつどい（二十歳のつどい）、かも野外音楽フェスタ開催や、見守りボランティア推進など、地域住民と学校が連
携して子どもの教育支援を行う取組を実施した。一方の地域住民の見守りボランティアなど、住民の更なる協力確保
が難しく、体制充実、そのための周知等を進める。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　本市の児童数は既に増加から減少に転じている。またデジタル機器の暮らしへの浸透などより、こどもの生活環境
が変わってきている。こうした変化に柔軟に対応し、こどもたちが個性や力を伸ばしながら、さらにグローバル化等の
社会変化に対応できる創造力と自主性を育めるように、学校教育の充実、教員が能力を発揮できる体制、地域で教
育を支える体制などの充実が必要である。

施策

③子どもの健全
育成

評価と
課題・方向性

2



■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野３】

基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり

政策分野3 健康

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

ア1 救急医療体制の充実 健康推進課 B

ア2 休日診療体制の充実 健康推進課 A

イ1 健康予防対策の推進 健康推進課 A

イ2 精神保健事業の推進 健康推進課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

がん検診受診率（胃がん） 8.8 ％ ↑ 7.2 ％ ×

予防接種の接種率（麻しん風しん） 96.3 ％ ↑
（MR２期）
100.2 ％

○

②福祉医療 ア 安心医療の推進 国保年金課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

福祉医療助成件数 288,943 件 ↑ 246,949 件 ×

③医療保険 ア1 国民健康保険の充実 国保年金課 A

ア2 京都府後期高齢者医療制度の充実 国保年金課 A

イ 保健、健康づくり事業の実施 国保年金課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

国保特定健康診査受診率 35.6 ％ 60 ％ 41.4 ％
(2021年度）

△

国保特定保健指導実施率 12.1 ％ 60 ％ 19.8%
(2021年度）

△

ジェネリック医薬品の普及率 61.94 ％ ＋ 18 ％以上 74 ％ △

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】保健・医療（救急）
　救急医療体制、及び広域的な医療体制（休日診療）の構築に向けた支援等を行うとともに、定期予防接種や健診な
どを実施した。今後も取組を継続するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響でがん検診受診率が低下したことを
受け、市民の受診環境の更なる充実や健康予防に向けた対策推進を図ることが必要。
【施策②】福祉医療
　福祉医療費の助成では、障害者医療の拡充を含め、今後さらに安心して受診できる福祉医療に向けた取組を推進
する。
【施策③】医療保険
　市民が安心して医療を受けられるように国民健康保険の適正な運営に取り組むとともに、ジェネリック医薬品の普及
や、病気の早期発見に向けた健診や保健指導などを実施する。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　高齢化が進み要介護者が増加している中、医療保険制度の維持が大きな課題になっており、市民の誰もが必要な
時に医療を受けられる環境を確保するとともに、各市民が病気の予防と健康寿命を伸ばす意識を高めることが必要で
ある。また新型コロナウィルス感染症の経験を踏まえ、さらなる感染症に対応できる新たな社会・生活づくりが必要で
ある。

施策

①保健・医療
（救急）

評価と
課題・方向性

3



■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野４】

基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり

政策分野4 福祉

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①地域福祉 ア1 地域で見守り・支えあう体制づくり 社会福祉課 B

ア2 福祉関連施設の充実 社会福祉課 B

イ 自殺者対策 社会福祉課 B

ウ 生活保護受給者、生活困窮者への自立支援 くらしサポート課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

ボランティア登録者数(累計) 1,396人
(2018.10)

1,500 人 1,249 ×

自立支援就業者数 26 人 ↑ 18 人 ×

②高齢者福祉 ア1 介護予防の総合的な推進 高齢介護課 B

ア2 健康づくりの総合的な推進 高齢介護課 A

イ 生きがいづくりと社会参加の促進 高齢介護課 B

ウ1 地域包括ケアシステムの推進 高齢介護課 B

ウ2 認知症対策の総合的な推進 高齢介護課 B

ウ3 医療と介護の連携の推進 高齢介護課 B

ウ4 安心できる住まいの確保と防災・防犯対策の推進 高齢介護課 A

ウ5 地域における支え合い活動の推進 高齢介護課 A

エ1 高齢者の人権尊重と虐待の防止 高齢介護課 B

エ2 権利擁護の推進 高齢介護課 A

オ1 介護サービスの利用支援 高齢介護課 A

オ2 介護保険制度の適正・円滑な運営 高齢介護課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

介護予防サポーター数（累計） 126 人 250 人 230 人 △

認知症サポーター数(累計) 8,472 人 13,000 人 10,604 人 △

ア1 障がい福祉サービスの充実 社会福祉課 B

ア2 支援体制の整備・充実 社会福祉課 B

イ 障がいのある人などの自立に向けた支援 社会福祉課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

福祉施設からの一般就労への移行者数(累計) 11 人 16 人 23 人 ○

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】地域福祉
　地域福祉の推進に資するボランティア活動やバリアフリー等の環境整備、また自殺者対策、生活困窮者への支援等
を実施した。地域福祉に係る課題は多様化、複雑化しており、これを支える人材育成（ボランティア固定化・高齢化へ
の対応、ゲートキーパー育成等）の実施が必要。また、新型コロナウイルス感染症の影響で啓発活動等が制限された
経験を活かし、感染症流行時等でも実践可能な手法を検討・推進する。
【施策②】高齢者福祉
　高齢者が安心して生きがいを持ち暮らせるための支援、また介護等が必要になった場合の支援、認知症対策など、
高齢者福祉に係る取組を実施した。市の高齢化率が25％を超え、さらなる高齢者の増加が見込まれることを前提に、
市民への関連制度周知を図るとともに、健康寿命を高める取組、また介護サービスや認知症対策、見守り・相談等の
支援の充実を進める。
【施策③】障がい者福祉
　障がい者の暮らしや就労、また障がい児通所支援など、各種支援を実施した。引き続き、障がいがある人の持つ力
を発揮できるような環境整備を図り、インクルージョンを推進する。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　社会的な孤立やダブルケアの問題など、何らかの支援を必要とする市民は増え、かつその問題は複雑になってい
る。地域福祉の重要度は今後一層増すものと考えられ、誰もが地域で安心して暮らせるように、複雑化・複合化した
ニーズに対応できる包括的な支援体制の構築や充実が必要である。

施策

③障がい者福
祉

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野５】

基本方針2 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづくり

政策分野5 文化

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①生涯学習 ア1 生涯学習機会の充実 社会教育課 B

ア2 誰もが気軽に利用できる施設環境の整備 社会教育課 B

イ 市民との連携による生涯学習の推進 社会教育課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

公民館サークル加入者数(累計) 682 人 750 人 528 人 ×

図書館の図書貸出冊数 666,119 冊 700,000 冊 593,409 冊 ×

②スポーツ ア スポーツ活動の促進 社会教育課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

スポーツ推進委員活動回数 58 回 70 回 26 回 ×

体育スポーツ協会及びスポーツ少年団会員数(累計) 2,348 人 2,400 人 1,878 人 ×

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】生涯学習
　生涯学習（各種講座、催し）の普及や実施支援、また生涯学習施設の老朽化対策等整備を実施した。引き続き、市
民が希望する学習に取り組めるように、コンテンツ充実、及び活動者・指導者の育成等を行う。
【施策②】スポーツ
　市民に対して様々なスポーツを楽しめる場の提供を支援した。引き続き継続するとともに、活動者・指導者の育成等
を行う。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　年代やライフスタイルに応じた様々な学びや趣味に取り組むことは、日々の生活が充実し豊かな人生を送ることにつ
ながる。市民が、スポーツ、野外活動、文化・芸術、地域活動等のさまざまな場面で、新たな知識や技術を学んだり活
動を楽しむことのできる機会を創出し、その成果を自らの暮らしと地域に活かすことができる環境づくりが必要である。

施策

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野６】

基本方針3 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり

政策分野6 共生

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

ア 一人ひとりを尊重するまちづくり 人権推進課 B

イ 人権相談・情報発信拠点の充実 人権推進課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

人権研修会の参加者数 4,717 人 7,000 人 3,189 人 ×

ア 多様・多彩な人々の英知を結集するまちづくりの実現 社会教育課 B

人事秘書課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

小学6年生
74.3％

中学3年生
62.7％

↑

小学6年生
68.4％

中学3年生
59.3％

(2019年度）

小学　×
中学　×

ア 男女がともに輝くまちづくり 人権推進課 B

イ 女性の就業支援・情報発信拠点の充実 人権推進課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

審議会などにおける女性委員の割合 34.6 ％ 35 ％ 40.1 ％ ○

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

「外国の人と友達になったり、外国のことについてもっと
知ったりしてみたいと思う」児童・生徒の比率

【施策①】人権教育・啓発
　人権問題に対する正しい認識と人権感覚を養うための研修・啓発を推進するとともに、木津・加茂人権センターの運
営等を行った。新型コロナウイルス感染症で啓発活動に影響があったが、誰もが自分らしく生きられる社会づくりに向
けて正しい理解を深めるための取組を一層進める。
【施策②】国際化・友好都市交流
　市内在住を含む外国人との交流や友好都市である京丹後市との交流などを実施した。新型コロナウイルス感染症
の影響で中止していた海外交流を再開するとともに、増加する市在住外国人への日本語教室充実を含め、多様な
ニーズに応じた交流事業を進める。
【施策③】男女共同参画
　「第２次木津川市男女共同参画計画」を策定し、これに準じて事業を推進するとともに、女性センターの運営等を行っ
た。ジェンダー等の差別や偏見が根強く残る中、男女がともにあらゆる分野に参画し、互いに尊重し合う男女共同参
画社会を実現するため、計画に基づき事業を推進するとともに、若年層を含めた多くの市民に女性センターを活用い
ただけるようニーズに合った取組や広報等を進める。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　国際化や女性の社会参加などが進み人権意識が浸透しつつある一方、部落差別、外国人、性の多様性などをめぐ
る様々な人権問題が社会問題となっており、SNS等の普及でインターネット上での人権侵害も深刻化している。こうし
た中、市民一人ひとりが尊厳をもって生活し、その力を活かすことができる共生社会の実現に向けた取組が必要であ
る。

施策

①人権教育・啓
発

②国際化・友好
都市交流

③男女共同参
画

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野７】

基本方針3 一人ひとりが認め合い、力を発揮できるまちづくり

政策分野7 協働

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

ア1 市民と行政との協働体制の確立 総務課 B

学研企画課 B

ア2 まちづくり活動への支援の充実 学研企画課 B

ア3 市民の声を市政に活かす仕組みの充実 総務課 B

学研企画課 B

人事秘書課 C

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

審議会などにおける市民・市民代表の割合 3.90% ↑ 4 ％ ○

マチオモイな仲間たち 30 件 ↑ 27 件 ×

ア 自治会など地域コミュニティの活性化 総務課 C

学研企画課 B

イ 学校などとの地域連携 学研企画課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

地域コミュニティ活動参加率 44.7 ％ ↑ 41.6 ％ ×

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】市民参加・参画
　行政地域や自治会等による地域づくり活動を支援するとともに、国や京都府などの補助制度の活用、また市政に市
民の声を活かすための各種取組を実施した。今後も、更に市民参加・参画を推進するため、取組を推進する。
【施策②】地域コミュニティ
　地域コミュニティの活性化に向けた支援等を実施し、引き続き、支援及び制度等の周知等を推進する。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　ライフスタイルの変化や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、コミュニティ機能の低下が懸念される。一方で
SNS普及等により、まちづくりへの参画スタイルの変化や広がりが見られる。市民ニーズや地域課題が変化・多様化
する中、市民・地域が主体となって社会の問題解決に取り組むようなコミュニティ活動の持続・活性化を促すことが必
要である。

施策

①市民参加・参
画

②地域コミュニ
ティ

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野８】

基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり

政策分野8 観光交流

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①観光振興 ア1 魅力ある地域資源の活用 観光商工課 A

ア2 地域が主体となった観光の推進 観光商工課 A

イ 歴史と自然のネットワークづくり 観光商工課 B

ウ 旧奈良街道や大仏鉄道の活用 観光商工課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

木津川市を訪れた観光客数 1,005,158 人 ↑ 641,207 人
(2022年）

×

観光消費額 2,281,425 千円 2,500,000 千円 2148,354 千円
(2022年）

×

観光ボランティアガイドの登録者数(累計) 100 人 ↑ 91 人 ×

まちかど観光案内所数（累計） 72 か所 ↑ 82 か所 ○

ア 歴史的・文化的遺産の保全と活用 文化財保護課 B

観光商工課 A

イ 市民との連携による歴史学習の推進と文化財の公開 文化財保護課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

文化財出前講座開催件数 17　件 22 件 6 件 ×

史跡恭仁宮跡公有化率 50 ％ 55 ％ 54.48 ％ △

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】観光振興
　市内の歴史・文化資源等を活用した観光施策、また市民協働を手法とする観光イベント等を実施した。今後、増加が
期待できるインバウンドへの対策を進めるとともに、市内資源を活かした取組を進める。
【施策②】文化財の保全・活用
　市内の文化財保護や啓発、また文化財を活かした観光振興のための環境整備等を実施し、引き続き、事業を推進
する。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　本市は豊かな自然、歴史的景観、文化財、お茶等の特産物などに恵まれ、観光などの地域づくりに活かされてい
る。新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ観光入込客数は回復してきており、京都・奈良間に位置する強み
やSNS等多様な情報媒体の普及などにより、インバウンド客の増加も期待できる。こうした中、地域の観光価値を高め
て誘客に結び付けるための取組や、資源間のネットワークを強化して面的な魅力を高めることが必要である。

施策

②文化財の保
全・活用

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野９】

基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり

政策分野9 産業・雇用

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①農林業 ア1 農業経営の安定対策 建設課 A

農政課 B

ア2 担い手育成支援 農政課 B

ア3 ブランド農産物の推進 農政課 B

ア4 茶業の振興 農政課 B

ア5 地産地消の推進 農政課 B

ア6 鳥獣被害対策 農政課 B

イ 豊かな里山づくりへの林業の振興 農政課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

京力農場プランの作成地域数(累計) 7 地域 9 地域 8 地域 △

市内農産物直売所数(累計) 12 か所 14 か所 10 か所 ×

②商工業 ア 商業の活性化 観光商工課 A

イ 中小企業振興 観光商工課 A

ウ 伝統産業の支援・振興 観光商工課 A

エ 市内企業の連携強化 観光商工課 B

オ 企業誘致 観光商工課 B

カ コミュニティビジネスの促進 観光商工課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

ものづくりフェア来場者数 450 人 ↑ 1,050 人 ○

産業競争力強化支援事業利用件数(累計) 24 件 ↑ 164 件 ○

先端設備等導入計画に係る認定件数(累計) 0 件 30 件 20 件 △

③雇用対策 ア1 雇用の場の確保 観光商工課 A

ア2 就業支援対策の強化 観光商工課 B

ア3 創業支援の充実 観光商工課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

市内誘致企業における市民雇用者数 473 人 ↑ 566 人 ○

特定創業支援事業に係る証明書交付者数(累計) 3 人 111 人 55 人 △

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】農林業
　市内で営む農業、茶業、林業の再生・振興に向けて各種支援を実施するとともに、新しい付加価値創出やブランド力
を高めるための検討や開発などに取り組んだ。今後も農林業の営みに対する支援を継続するとともに、茶業を代表と
する地域特産のブランディングや女性の経営参画を含む担い手不足対策を推進する。
【施策②】商工業
　企業誘致に資する活動や各種支援、また市内企業の設備投資や販路拡大等への支援などを実施した。引き続き、
企業誘致等を行うとともに、オープンファクトリー（生産現場の公開・体験）や商品開発など、商工業の振興に向けた取
組を推進する。
【施策③】雇用対策
　雇用の場となる企業誘致及び各種就業支援を実施した。今後も、魅力ある雇用の場を確保するとともに、就業に繋
がるイベントや情報発信、また補助金を含めた支援策拡充等を進める。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　農林業、地域産業は後継者・働き手の不足等により維持・継承が難しくなりつつつある。また新型コロナウイルス感
染症のまん延を機にリモートワーク等を含め働き方に関する意識や環境が大きく変わっている。こうした状況の中、市
内での創業支援や産業の振興・活性化により雇用を確保するとともに、若者や女性、高齢者などが市内で希望に沿っ
た働き方ができる環境の充実が必要である。　

施策

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野10】

基本方針4 人・資源・立地を活かし、未来を拓く産業のまちづくり

政策分野10 関西文化学術研究都市

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

ア1 個性ある都市景観の形成 学研企画課 A

ア2 関西文化学術研究都市機能の充実 観光商工課 A

学研企画課 A

ア3 学研木津北地区 都市計画課 B

学研企画課 A

ア4 学研木津東地区 都市計画課 A

学研企画課 A

ア5 ハイタッチ・リサーチパーク（平城・相楽地区）の活性化 都市計画課 A

観光商工課 A

学研企画課 A

ア6 都市的サービス機能の充実 観光商工課 A

学研企画課 A

イ1 科学技術を活用したまちづくり 観光商工課 B

学研企画課 A

イ2 研究成果を活用したまちづくり 観光商工課 B

学研企画課 A

農政課 C

イ3 新たな文化の創造 学研企画課 A

イ4 新産業・新事業の創出 観光商工課 A

学研企画課 A

イ5 雇用の創出 観光商工課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

学研地区内の誘致事業所数(累計) 25 事業所 ↑ 27 事業所 ○

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】関西文化学術研究都市の活用
　関西文化学術研究都市の機能充実を図るための政策提案を継続して行うとともに、学研都市内の各地区の特性に
応じたまちづくりや保全事業、企業誘致、新しい科学技術・研究成果の普及に向けた取組等を推進する。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　関西文化学術研究都市は成熟段階に向かいつつある。市の活力増進に向けては、先端的な知の集積ともいえる学
研都市が位置する強みを活かし、産業の活性化のみならずまちづくりにつなげていくことが必要である。一方で都市
づくりの経年に伴う問題も発生してきており、都市ストックを将来にわたり持続的に発展させるための取組も必要であ
る。

施策

①関西文化学
術研究都市の
活用

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野11】

基本方針5 災害等から市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり

政策分野11 防災・減災

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①災害対策 ア 治山・治水対策の強化 まちづくり事業推進室 B

建設課 A

イ 地震対策などの強化 都市計画課 B

工務課 B

管理課 B

危機管理課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

木造住宅耐震改修補助活用件数(累計) 31 件 55 件 40 件 △

②地域防災 ア 危機管理体制の強化 危機管理課 B

イ 消防・防災施設と避難所の整備 危機管理課 B

ウ 自主防災組織の充実 危機管理課 B

エ 要支援者対策などの充実 社会福祉課 B

危機管理課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

自主防災組織率 71.5 ％ 80 ％ 78.1 ％ △

自主防災組織活動回数 285 回 310 回 292 回 △

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】災害対策
　国、府、市が連携して河川改修等の治山・治水対策を推進するとともに、道路や水道施設など社会インフラの改修、
住宅や公共施設などの建築物の耐震改修などを進めた。継続して、計画的に施設改修などハード整備を進めるととも
に、大地震等自然災害に備えて、市民一人ひとりの問題意識を高めるための情報発信などを強化する。
【施策②】地域防災
　地域防災計画を変更・修正するとともに、必要な時に防災情報を収集しメールや市公式LINEなどを通じて迅速・正確
に情報発信を行った。また、地域のタイムライン策定を促進するとともに、危機管理課と社会福祉課が連携して、平常
時より避難行動要支援者の情報が把握できるように体制・名簿等を整えた。今後も、有事の際に市民が安全に避難
等ができるように、情報発信や訓練など各種の備えを推進する。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　近年、豪雨等自然災害が全国で激甚化・頻発化し、本市においても南海トラフ地震や河川氾濫による浸水が危惧さ
れ、防災・減災対策の重要性が高まっている。一方で、市内のインフラ施設等は老朽化が進んでおり、自然災害に対
して脆弱になっている。こうした中、災害に強い都市基盤整備等のハード施策と、情報発信力や市民の危機意識を高
めるなどのソフト対策を総合的に進め、災害に強いまちづくりを進めることが必要である。

施策

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野12】

基本方針5 災害等から市民を守り、安心・安全に暮らせるまちづくり

政策分野12 防犯・交通安全

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

ア1 防犯灯の適正な維持管理 危機管理課 B

ア2 防犯意識の向上と自主的な防犯組織の育成 総務課 B

危機管理課 B

イ 市営駐輪場・駐車場の適正な管理運営 危機管理課 B

ウ1 交通安全啓発の充実 危機管理課 B

ウ2 交通安全施設の整備 建設課 A

危機管理課 B

学校教育課 A

ウ3 高齢者運転免許証自主返納の促進 危機管理課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

犯罪発生件数 344 件 ↓ 194 件 ○

交通死亡事故件数 0 件 → 2件 ×

②消費者保護 ア 消費者保護対策の推進 観光商工課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

消費者相談件数 340 件 ↓ 425 件 ×

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】防犯・交通安全
　地域の防犯や交通安全対策として防犯灯や防犯カメラ設置、通学路への転落防護柵等の環境整備を進めるととも
に、警察等と連携しながら防犯に係る体制づくりやパトロール等の活動、また65歳以上市民の運転免許証の自主返
納を推進した。今後も引き継き事業を実施するとともに、市民意識の高揚を図る。
【施策②】消費者保護
　相楽郡広域事務組合をワンストップ窓口として、消費者トラブルの相談等を実施した。今後も利用者の利便性向上を
目的とする窓口の集約化を継続するとともに、相談活動の充実を図るなど消費者トラブルの早期解決に努める。ま
た、市民への正しい消費意識の普及に取り組む。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　高齢者を狙った犯罪、インターネットによる犯罪・トラブル、また高齢者ドライバーや自転車による交通事故の増加な
ど、日常生活におけるリスクは複雑化・多様化している。一方で、地域の安全に寄与してきたコミュニティ機能が弱く
なっている。こうした中、地域の安全を高めるための基盤整備、また市民の防犯意識の向上や行政と住民の協働によ
る地域を守る取組など、安心・安全な地域づくりが必要である。

施策

①防犯・交通安
全

評価と
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野13】

基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり

政策分野13 都市基盤

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①都市環境 ア 計画的な土地利用 都市計画課 A

イ 学研地区の景観形成・土地利用 都市計画課 A

学研企画課 A

ウ 木津駅東周辺地区整備事業の検討 都市計画課 A

エ 人口減少地域の活性化 学研企画課 B

オ 情報発信基盤の整備 デジタル戦略室 A

カ 墓地の適正管理 まち美化推進課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

人口の社会移動増加数 977 人 ↑ 517 人 ×

思いでの丘霊園利用区画数 312 区画
437区画
（全区画）

436 区画 △

②住宅 ア 豊かで安心できる住宅セーフティネットの形成 施設整備課 B

イ 市民の安心・安全な生活環境の確保 都市計画課 B

学研企画課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

空家バンク登録件数（累計） 3 件 ↑ 23 件 ○

③上下水道 ア 上水道の安定供給 工務課 B

イ1 水洗化の推進 工務課 A

まち美化推進課 B

イ2 下水道経営の健全化 業務課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

汚水処理普及率 98.1 ％ ↑ 99.2 ％ ○

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】都市環境
　都市計画・地区計画変更、またJR木津駅東側地区のまちづくり、山城椿井地区への高速通信回線整備などの具体
事業を含め、市民が暮らしやすい都市環境づくりに向けた取組を実施。今後も引き続き、計画的に環境形成を推進す
る。
【施策②】住宅
　住宅セーフティネットの形成に向けて市営住宅の適切な維持管理と長寿命化を推進した。なお、移住促進の面で
は、空家バンク登録件数が着実に増え、当制度が移住者の増加に寄与するも、一方で登録数は十分ではないため、
取組を進める。
【施策③】上下水道
　水道施設の耐震化や老朽化対策などの具体事業を含め取組を実施した。今後も水道施設の更新・耐震化の必要
性が高まるため、中長期的な視点で計画的な取組を推進する。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　新都市開発が成熟期に近づく中、残された開発を計画的・効果的に進めるとともに、これまでに整備してきた住宅地
や社会インフラを適切に維持・管理、更新していく必要がある。また、中山間地域を中心に過疎化、空家の増加もみら
れ、多様化するライフスタイルを視野に入れ、地域が持つ特性を活かし活性化を図る取組が必要である。

施策

評価と
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野14】

基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり

政策分野14 交通ネットワーク

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①道路 ア 広域道路網の整備 まちづくり事業推進室 B

イ 主要地方道の整備 まちづくり事業推進室 B

ウ 地域間循環道路の整備 建設課 A

エ 地域内生活道路網の整備 建設課 A

オ 道路の適切な維持管理 管理課 C

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

国道24号の混雑度 1.55 1.2 1.13
(2021年度）

○

都市計画道路整備率 88.6 ％ ↑ 85.5 ％ ×

②公共交通 ア 地域公共交通ネットワークの形成 学研企画課 B

イ コミュニティバスの運行 学研企画課 B

ウ1 鉄道網の充実 学研企画課 B

ウ2 利用者の利便性を高める取組みの推進 学研企画課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

コミュニティバスの利用者数 261,357 人 300,000 人 242,119 人 ×

コミュニティバス収支率 38 ％ 50 ％ 50.8 ％ ○

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】道路
　国・府・市で連携して道路ネットワーク強化に向けた整備を進めるとともに、地域内道路についても整備や維持管理
を行った。引き続き、計画的に道路整備を行うとともに、国・府道整備促進に向けて要望する。また道路施設の老朽化
対策として予防保全への移行を進める。
【施策②】公共交通
　コミュニティバス等、市内の公共交通の運行・維持を図るとともに、ＪＲと連携して利便性の向上、駅舎のバリアフリー
化を進めた。今後は、新しい地域公共交通計画を策定するとともに、これに準じた各種取組、及び外国人観光客を含
めた公共交通の利用環境の改善等に取り組み、持続可能な公共交通づくりを目指す。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　木津東バイパス・東中央線の開通、ＪＲ奈良線の高速化・複線化の推進などの事業展開は進んでいるが、市民の高
齢化や移動の広域化などを踏まえて、市民や来訪者を含む様々な状況の人が安全・快適に利用できる環境づくりが
必要である。また鉄道・バスなどの公共交通は、財政面での制約がある中、脱炭素社会の実現の観点からもサービス
の確保維持、充実を図ることが必要である。

施策

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野15】

基本方針6 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵まれたまちづくり

政策分野15 自然・環境

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

ア 地球環境の保全と継承 まち美化推進課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

市の事務・事業による温室効果ガス(CO2) 総排出量 8,046 t ↓ 6,670 t
(2021年度）

○

②環境美化 ア 木津川や山々の緑の保全と育成 都市計画課 B

まち美化推進課 B

農政課 A

イ 宅地内緑化の推進 都市計画課 A

ウ 公園、緑地などの整備・維持管理 管理課 B

まち美化推進課 B

エ 河川・地下水の水環境の保全 まち美化推進課 B

オ し尿と浄化槽汚泥の安定処理 まち美化推進課 B

カ ペットの適正飼養 まち美化推進課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

アダプトプログラム登録団体数（累計） 39 団体 50 団体 43　団体 △

20 団体
(2018.9)

↑ 18 団体 ×

③循環型社会 ア 環境教育と環境保全活動の推進 まち美化推進課 A

イ1 ごみの適正処理の推進 まち美化推進課 B

イ2 ごみ減量化の促進 まち美化推進課 C

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

市民一人あたりの家庭系可燃ごみの排出量 434.1 ｇ/日・人 ↓ 394.6 ｇ/日・人 ○

家庭系一般廃棄物のリサイクル率 26.6 ％ ↑ 22.90 ％ ×

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

都市公園・緑地施設市民自主管理活動支援事業数（累計）

【施策①】地球環境保全
　第２次木津川市環境基本計画を策定するとともに、市民に環境意識を高める取組を実施した。今後も2050年までの
CO2排出量実質ゼロを目指して、市民、事業所、行政それぞれが役割を果たすことで、循環共生型の環境都市構築を
目指す。
【施策②】環境美化
　山々や緑、水などの環境保全、公園・緑地の維持管理、その周知などに資する取組を実施した。今後も継続するとと
もに、都市公園については、人口減少を踏まえた持続可能な管理に向けて都市公園の在り方等の検討が必要であ
る。
【施策③】循環型社会
　ごみ処理などを適正に行うとともに、循環型社会に向けた意識向上のための環境教育等を推進した。今後も継続す
るとともに、一般廃棄物の減量等に向けた計画策定を行う。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　地球温暖化対策は、将来世代に向けた現世代の責務であり、今後、主要因である温室効果ガスの排出削減の取組
を強力に進める必要がある。また本市の自然環境は、耕作放棄地の増加や都市開発などにより変化しており、適切
に維持・管理するとともに、人が自然と共に生きる意識を高めることが必要である。

施策

①地球環境保
全

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野16】

基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり

政策分野16 情報

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

①情報公開 ア 情報公開制度の充実 総務課 A

イ 文書事務・保存の適正化 総務課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

情報公開件数 70 件 ↑ 216 件 ○

②広報 ア 広報・ホームページなどの充実 学研企画課 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

ホームページアクセス数 3,185,827 回 ↑ 10,964,263 回 ○

ＳＮＳフォロワー数 1,222 人 ↑ 1,569 人 ○

ア 電子市役所の構築と情報セキュリティの強化 デジタル戦略室 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

重大情報セキュリティインシデント件数 0 件 → 0 件 ○

※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

【施策①】情報公開
　市民からの請求に対して制度に従い適切に情報公開を行うとともに、公文書の整理保存や目録作成、職員研修等
を実施した。今後も継続するとともに、オンラインによる情報公開ニーズへの対応や公文書のデジタル化など、デジタ
ル技術の活用によるサービス向上や効率化方策について検討する。
【施策②】広報
　広報紙がアプリで閲覧可能となる「カタログポケット」導入や地域コミュニティアプリ「ピアッザ」導入、SNS等の充実な
ど、従来の媒体に加えて若者層や子育て世代をターゲットとした情報発信や情報交換の場を創出した。今後も、発信
媒体のターゲット層を調査し、ターゲットに合わせた効果的な広報を展開する。
【施策③】情報セキュリティ
　自治体専用デジタル化総合プラットフォーム「Logoフォーム」を導入して電子市役所を推進するとともに、情報セキュ
リティ強化のため職員向けeラーニングを実施した。今後も市民ニーズに応えるため、ＡＩ技術活用などを含め、電子市
役所の一層の推進をする。

＜後期基本計画に向けた視点＞
　多様化する市民ニーズに対応し開かれた市政を推進していくためには、デジタル技術等、新たな技術を積極的に活
かして行政情報等を適切に発信することで、多くの市民がまちづくりに関われる環境づくりが必要である。また一方
で、大量なデジタル情報漏洩の事故や事件が各地で発生しており、これまで以上に個人情報保護に向けたセキュリ
ティ対策が必要である。

施策

③情報セキュリ
ティ

評価と
課題・方向性
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■前期基本計画の取り組み実績と課題（政策分野別） 【政策分野17】

基本方針7 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたまちづくり

政策分野17 行財政運営

前期基本計画の取組

取組項目 記入課
到達度
（Ａ～Ｄ）

ア 総合計画の推進 学研企画課 B

イ まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦略」の推進 学研企画課 B

ウ 住民基本台帳の適正な管理 市民課 A

エ 市民課 A

デジタル戦略室 A

オ 窓口サービスの充実 市民課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

市民意識調査の回収率 37.6 ％ ↑ 28.3 ％ ×

個人番号カード交付枚数(累計) 7,192 枚 ↑ 55,404 枚 ○

②行財政改革 ア 効果的・効率的な事業の実施 財政課・行革室 A

イ 民間の力を活用した公共施設の管理・運営 財政課・行革室 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

第3次木津川市行財政改革行動計画に伴う財政効果額 ― 3.5億円以上
（対2017 年度比）

約7.7億円 ○

ア 税源基盤などの強化 税務課 B

イ 財政基盤の確立 学研企画課 A

財政課・行革室 A

ウ 入札・契約制度の適正利用 指導検査課 Ｂ

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

市税収納率 98.72 ％ 99 ％ 99.63 ％ ○

経常収支比率 95.8 ％ ↓ 91.3 ％ ○

健全化判断比率  実質赤字比率 ― → ― ○

健全化判断比率  連結実質赤字比率 ― → ― ○

健全化判断比率  実質公債費比率 10.3 ％ ↓ 9.5 ％ ○

健全化判断比率  将来負担比率 33.2 ％ ↓ 2.5 ％ ○

④財産管理 ア 財産の適正管理と施設の有効利用 会計課 B

総務課 A

財政課・行革室 B

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

未利用市有財産売却・活用件数 2 件 ↑ 29 件 ○

ア 組織・機構の強化 学研企画課 B

イ 人材育成の充実 人事秘書課 C

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

市職員数 491 人 ↓ 456 人 ○

⑥広域連携 ア 地方分権への対応 学研企画課 A

イ 広域的な連携・協力体制の推進 学研企画課 A

成果指標 基準値 方向性 実績値 達成状況

奈良市との包括協定に基づく連携・協力事業数（累計） 0 事業 ↑ 7 事業 ○

住民基本台帳ネットワークシステム、戸籍情報システム、コンビニ交付システ
ムの適正管理と運用

【施策①】行政サービス
　総合計画及び総合戦略に従い行政運営を進めるとともに、デジタル技術活用等により窓口サービス向上を図った。
今後も継続するとともに、新たに第2次総合計画後期基本計画と総合戦略を策定する。
【施策②】行財政改革
　第3次行財政改革大綱に基づき取組を推進し、実施評価を行った。また指定管理者制度等による民間活力導入を行
い、結果的に経常収支率の改善を図った。今後も継続して行財政改革に取り組む。
【施策③】財政基盤の確立
　国・府の補助金活用等はもとより、市税収納率向上やふるさと納税など、自主財源確保に取り組んだ。今後も引き続
き、限られた経営資源を最大限に活用し、かつ将来を見据えた選択と配分の最適化を図ることで、財政基盤の安定化
を目指す。また、建設工事等の発注に関しては情勢に応じて制度等の改正等を進め、今後も資材や人件費高騰に対
応できるよう発注標準改正、施行時期の標準化等を進める。
【施策④】財産管理
　安全性確保を第一に公金管理を行うとともに、市の未利用・低利用資産（土地、公用車）の売却・貸付等を含め財産
の適正管理を実施した。今後も継続するとともに、ファシリティマネジメントの観点に立ち、市民の協力を得ながら公共
施設活用の最適化を目指す。
【施策⑤】組織、人材育成
　多様な市民ニーズに応えるために組織再編を行うとともに、職員研修や健診・ストレスチェック等、健全な職場環境
維持に努めた。今後も継続するとともに、職員定員の適正化を計画的に進める。
【施策⑥】広域連携
　地方分権に係る国からの通知等を全庁的に展開したとともに、相楽広域行政組合、奈良市、高槻市など、他自治体
等との連携により事業の広域化や効率化を図った。

施策

①行政サービス

③財政基盤の
確立

⑤組織、人材育
成

評価と
課題・方向性
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※取組の「到達度」は担当課の内部評価であり、基準は以下のとおり ※指標の達成状況は以下のとおり

Ａ ほぼすべての取り組みを実施し、十分な成果がみられる 〇 2023末目標クリア

Ｂ 実施していない取り組みもあるが、十分な成果がみられる △ 基準値より良好

Ｃ ほぼ全ての取り組みを実施しているが、あまり成果がみられない × 基準値より悪化

Ｄ 実施していない取り組みもあり、あまり成果がみられない

＊成果指標の［基準値］は2017年度末、［方向性］は2023年度末、［実績値］は2022年度末

＜後期基本計画に向けた視点＞
　今後、生産年齢人口の減少と高齢化の進展、社会インフラの老朽化などにより市の財政状況は厳しくなると見込ま
れる。そのため、財源の安定的な確保、デジタル技術活用、民間活力活用など、これまでにも増して行財政改革を推
進することで、効果的・効率的な行政サービスの充実と持続可能な行財政運営の構築が必要である。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課

1　ともに「学
び」「喜び」「成
長し」未来を生
きる子どもを育
むまちづくり

１　子育て 施策① 子育て支援 ア1 子ども・子育て
支援事業計画
に基づく特定
事業の推進

・子どもや保護者が、幼稚園、保育所、認定こども園、小規模
保育以外にも、ファミリー・サポート・センター、一時預かり、病
児・病後児保育、放課後児童クラブなど、地域子ども・子育て
支援事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよ
う、これら事業の量的拡大を図り、子育てと仕事の両立を支援
します。

健康推進
課

○ファミリー・サポート・センター事業
・木津川市社会福祉協議会に委託し、事業を実施した。
・令和5年3月末時点の会員数は357名（おねがい会員239名、まかせて
会員100名、両方会員18名）。
・また令和4年度の活動件数は972件。
○病児・病後児保育事業
・令和4年度までは学研都市病院に委託し、令和5年度からは国民健康
保険山城病院組合と共同で事業を実施した。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年度から令和4年度までの
3年間は延べ利用人数が1人のみ。
・令和5年度に新規開設した病児・病後児保育室「おひさま」は、令和5年
4、5月の2か月間で延べ33人が利用。

○ファミリー・サポート・センター事業
・育児支援の依頼が急増する一方、支援活動を行うまかせて会員が不
足しており、新規のまかせて会員確保が課題。
・育児支援のニーズが多様化しており、利用前のマッチング時に詳しく聞
き取りを行い、可能な限りニーズに応えられるように取り組む。
○病児・病後児保育事業
・令和5年度より新規開設した病児・病後児保育室「おひさま」は、当初の
見込みを大きく上回る利用が続いているため、事業に従事する保育士
の配置体制強化を図る。

1 1 施策① 子育て支援 ア1 子ども・子育て
支援事業計画
に基づく特定
事業の推進

・子どもや保護者が、幼稚園、保育所、認定こども園、小規模
保育以外にも、ファミリー・サポート・センター、一時預かり、病
児・病後児保育、放課後児童クラブなど、地域子ども・子育て
支援事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよ
う、これら事業の量的拡大を図り、子育てと仕事の両立を支援
します。

こども宝
課

・就労している家庭を始め、日常生活上の突発的な事情等により家庭で
の保育が困難となった保護者に対し、一時的に児童を預かり、安心して
子育てができる環境を提供した。
・新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、公立園３園、民間園７園
で一時預かり事業を実施し、令和４年度において、木津保育園分園３０
０人、いづみ保育園７６２人、やましろ保育園６９４人の利用があった。

・市民ニーズや今後の児童数の動向を踏まえながら、多様な地域子ど
も・子育て支援事業を推進するため、幼児教育・保育について、量・質両
面からの強化を図るとともに、必要な支援が切れ目なく包括的に提供で
きるよう、組織体制のあり方について検討を行う。

1 ア1 子ども・子育て
支援事業計画
に基づく特定
事業の推進

・子どもや保護者が、幼稚園、保育所、認定こども園、小規模
保育以外にも、ファミリー・サポート・センター、一時預かり、病
児・病後児保育、放課後児童クラブなど、地域子ども・子育て
支援事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよ
う、これら事業の量的拡大を図り、子育てと仕事の両立を支援
します。

学校教育
課

・児童クラブでは、児童急増対策として城山台小学校内に児童クラブ１
号館、２号館、３号館を建設。
・児童が急増している城山台だけでなく、市内全ての公立児童クラブに
おいて待機児童ゼロを実現。

・今後も児童クラブのニーズの高まりが予想されるため、引き続き待機
児童ゼロを継続する。
・児童クラブの児童の安全確保と職員の事務効率化を図るため、児童出
入室管理や、職員の出退勤システム等を導入する。

ア2 地域の子育て
力の向上

・地域における子育て家庭を支援するための取組みを進める
ため、幼稚園、保育所、認定こども園、子育て支援センター、地
域の団体、ボランティア団体などと連携を図り、地域での子育
て関連団体とのネットワークの強化を図ります。

こども宝
課

・子育て中の保護者が悩み等を抱えながら孤立することのないよう、子
どもを社会で育てることの意義等の啓発や、高齢者等などによる地域福
祉活動等による子育て支援活動の促進を図った。
・令和4年において、木津３，４５９人、加茂２，９７５人、山城４，１２８人、
木津東部３,９９８人が参加。（他取組と合わせた人数）

・多様なニーズに対して、幼児教育・保育事業者はもとより、企業や
NPO、ボランティア団体、地域住民などの多様な主体の参画の下で、そ
れぞれが有する資源を最大限に活用する。
・こどもや若者、子育て家庭に対し地域で支援を行っているNPOをはじ
めとする様々な民間団体等とのネットワークを強化し、積極的な対話、
連携、協働を図る。

イ１ 子育て支援
サービスの充
実

・子育て中の親子の交流の場であり、また、育児不安などの相
談・指導や育児情報の提供の場である子育て支援センターを
充実するとともに、子育て中の親子が集い、情報交換や子育
て相談などを提供するつどいのひろばの充実を図ります。

健康推進
課

○つどいのひろば事業
・平成31年4月よりＰＬＡＮＴ木津川店内につどいのひろば「ぽけっと」を新
規開設し、市内3か所の商業施設内で、NPO法人に委託して事業を実施
した。
・令和4年度は3か所で延べ20,127人が利用。

・新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、ひろばを休所する時期が
あったが、新型コロナウイルスが5類感染症となった以降は、感染予防
に注意しながら運営を継続実施する。

イ１ 子育て支援
サービスの充
実

・子育て中の親子の交流の場であり、また、育児不安などの相
談・指導や育児情報の提供の場である子育て支援センターを
充実するとともに、子育て中の親子が集い、情報交換や子育
て相談などを提供するつどいのひろばの充実を図ります。

こども宝
課

・子育て家庭同士が交流することにより、共感しながら子育ての不安を
解消できるよう、交流の場として子育て支援センターにおいて、子育て講
座、親子教室等、各種子育て支援事業を実施した。
・令和4年において、木津３，４５９人、加茂２，９７５人、山城４，１２８人、
木津東部３,９９８人が参加。（他取組と合わせた人数）

・妊娠・出産・育児を通じて、全ての家庭の様々な困難・悩みに応えられ
る伴走型支援を強化するなど、全てのこども・子育て世帯について、ライ
フステージに沿った切れ目ない包括的な支援について、量・質両面から
の強化を図る。

イ2 相談体制の充
実

・子育ていきいきサポート窓口に保育コンシェルジュを設置し、
子どもに関する様々な問題や子育てについての悩み、不安を
軽減・解消できるよう、関係機関や団体などとの連携を強化し、
子育て期の保護者の悩みなど心のケアや、個々の家庭状況及
び子どもの発達段階に応じた適切な相談・指導の充実を図り
ます。

健康推進
課

・個々の乳幼児の特性と家庭状況に合わせた適切な保健指導を行うと
ともに、保護者の育児不安、育児負担を軽減できるよう支援することを
目的に乳幼児相談事業を実施した。
・令和４年度に対象者を拡大し相談機会の確保に努めた結果、木津保
健センターにおいて令和４年度は36回実施し、延べ1413人が参加。

・相談、支援内容の多様化、他機関との連携が必要なケースの増加が
ある。
・専門職としてのスキル向上を目指し、学習会やケース共有を行いなが
ら、より充実した支援、指導の実施に取り組む。

イ2 相談体制の充
実

・子育ていきいきサポート窓口に保育コンシェルジュを設置し、
子どもに関する様々な問題や子育てについての悩み、不安を
軽減・解消できるよう、関係機関や団体などとの連携を強化し、
子育て期の保護者の悩みなど心のケアや、個々の家庭状況及
び子どもの発達段階に応じた適切な相談・指導の充実を図り
ます。

こども宝
課

・保育コンシェルジュを配置し、子育て家庭等が教育・保育施設や子育
て支援事業等を円滑に利用できるよう情報提供や相談対応などのサ
ポートを実施した。
・保育コンシェルジュによる相談・サポートを電話やメール、窓口により実
施し、令和4年度において３，３９２人対応。

・妊娠・出産・育児を通じて、全ての家庭の様々な困難・悩みに応えられ
る伴走型支援を強化するなど、全てのこども・子育て世帯について、ライ
フステージに沿った切れ目ない包括的な支援について、量・質両面から
の強化を図る。

ウ1 地域での子ど
もの居場所づく
り

・子どもたちが遊びや多様な活動を通して、心身ともに健やか
に成長できるよう、地域との連携により多様な体験・交流の機
会や遊び場、活動の場の提供を充実します。
・それぞれの地域性を生かしつつ、放課後や週末などの子ども
たちの適切な遊びや生活の場を提供し、学習やスポーツ、文
化活動、地域住民の交流活動などの取組みを充実します。

こども宝
課

・子育て中の保護者が悩み等を抱えながら孤立することのないよう、子
どもを社会で育てることの意義等の啓発や、高齢者等などによる地域福
祉活動等による子育て支援活動の促進を図った。
・令和4年において、木津３，４５９人、加茂２，９７５人、山城４，１２８人、
木津東部３,９９８人が参加。（他取組と合わせた人数）

・市民ニーズや今後の児童数の動向を踏まえながら、多様な地域子ど
も・子育て支援事業を推進するため、既存の子育て支援拠点である「子
育て支援センター」にて、引き続き子育て親子の交流の場の提供、子育
て支援情報の提供等、子育てに関する相談、各種子育て支援イベントを
実施する。

ウ1 地域での子ど
もの居場所づく
り

・子どもたちが遊びや多様な活動を通して、心身ともに健やか
に成長できるよう、地域との連携により多様な体験・交流の機
会や遊び場、活動の場の提供を充実します。
・それぞれの地域性を生かしつつ、放課後や週末などの子ども
たちの適切な遊びや生活の場を提供し、学習やスポーツ、文
化活動、地域住民の交流活動などの取組みを充実します。

社会教育
課

・放課後や休日の子どもたちと地域の交流の場となるよう小学校区で放
課後子ども教室を開催した。（７小学校区８教室で開催）
・なお、南加茂台公民館の子ども広場は近年の参加児童数減少から、
小学校での開催に一本化している。

・参加する子どもたちが増加しており、安心・安全な居場所を提供するた
めに、コーディネーター・スタッフやボランティアの体制を強化する。
・コーディネーターを中心に、地域を通して教室運営の協力者を募集す
る。

ウ1 地域での子ど
もの居場所づく
り

・子どもたちが遊びや多様な活動を通して、心身ともに健やか
に成長できるよう、地域との連携により多様な体験・交流の機
会や遊び場、活動の場の提供を充実します。
・それぞれの地域性を生かしつつ、放課後や週末などの子ども
たちの適切な遊びや生活の場を提供し、学習やスポーツ、文
化活動、地域住民の交流活動などの取組みを充実します。

学校教育
課

・令和３年度まで、KYO発見体験活動推進事業として実施してきたが令
和４年度から名称変更し、豊かな学び・文化体験活動推進事業として実
施した。
・地域の伝統や文化を大切にする豊かな人間性を育み、未来の作り手
となる子どもたちの育成ができた。

・大学や近隣企業等との連携や外部人材の活動を通じて、児童生徒の
知的好奇心の醸成を図る。
・そのため、一人一人への働きかけを大切にしながら、社会人・職業人と
して自立できるよう相談体制を整備する。また、自分の生き方について
考えられるよう支援体制の整備の充実と環境の整備に努める。
・令和４年度までは府からの補助事業で実施してきたが、補助事業終了
後も継続できるような取組が必要。

ウ2 子どもの個性
を伸ばす機会
の提供

・児童館では、専門の指導員が、地域の実情に合わせ、子ども
自身が未来を担う社会の一員として、主体的に自ら考え、参加
し、自信を持って行動できるよう、子どもの意見を反映する機
会や子どもの能力を発揮する機会づくりに取り組み、児童の育
成に努めます。

社会福祉
課

・屋内型の児童厚生施設として自由来館の受入れを行ったほか、クレイ
スイーツ、陶芸、絵画造形等の各種教室事業、館外での体験事業等を、
概ね年間計画通りに実施できた。
・各種事業を通じて、児童相互の交流を促進するとともに、、互いに人権
を尊重しあう児童の育成を図った。

・実施事業の内容がマンネリ化しないよう、常に子供たちのニーズを把
握していくことが重要。
・感染予防に努め、安全安心な児童館運営に努めることを基本に、現取
組方針を継続しつつ、アンケートの実施などにより子どもたちのニーズを
集約し、実施可能なものは新たな事業展開を図る。

エ 子育て世代包
括支援セン
ターの充実

・妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援
を行うため、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を
提供する子育て世代包括支援センター「宝箱」の充実に努めま
す。

健康推進
課

・妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない支援を行う目的で、子育
て世代包括支援センター「宝箱」の充実を図った。
・妊娠届出時、出生届出時の面接、体重測定等、令和４年度は1,393件
の相談に応じた。

・出産、子育て応援給付金事業の伴走型相談支援と連携して、取組を継
続実施する。
・妊娠期アンケートの実施等により、支援を必要としている対象者の発
見と早期介入に取り組む。

施策② 母子保健・
母子福祉

ア1 母子の健康づ
くりの充実

・心身の変化が著しい妊娠・出産期に、母としての自覚を持ち、
健康な生活を送ることができるよう、また、安心して妊娠・出産
し、ゆとりを持って子育てできるよう、マタニティ広場などの実施
による妊娠期からの継続した支援の充実を図ります。
・妊婦自身の喫煙や受動喫煙が身体に与える悪影響につい
て、配偶者をはじめ家族に対する啓発を行うとともに、保護者
として望ましい育児行動がとれるよう子育て支援を行います。
・保護者の健康を保持・増進するため、生活習慣病の予防や、
若い時からの適切な食事・運動・睡眠をとることの重要性など
についての啓発を進めます。

健康推進
課

○マタニティ広場の実施
・母性の保健増進、妊娠期から子育て期の継続した支援を図る目的でマ
タニティ広場を実施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・マタニティ広場の取組みの中で、禁煙、歯科、食事、運動、子育て等に
ついて教育や啓発を行い、母子の心身の健康づくりを支援した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・マタニティ広場　令和４年度は19回実施し、妊婦延べ101名、産婦延べ
32人が受講した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○乳幼児健康診査事業
・子どもの健やかな成長発達を促し、子育てに対する保護者負担や不安
の軽減を図る目的で乳幼児健康診査を実施した。
・令和４年度の乳幼児健康診査の受診率は、乳児前期96.9％、幼児
96.5％、幼児歯科89.6％、三歳児93.8％。　

○マタニティ広場の実施
・対象者の社会的背景、相談内容の多様化への対応を図るとともに、現
行取組みを維持する中で、マタニティ広場の受講者を増加させるため
に、更なる周知を図る。
○乳幼児健康診査事業
・より多くの対象児とその保護者の状況把握と疾病の早期発見、適切な
保健指導を行うために、乳幼児健康診査の受診率の向上を目指し、未
受診児の十分な把握を継続するとともに、相談内容を充実させ、満足度
の高い健診を目指す。

ア2 妊娠から出産
までのきめ細
やかな支援

・子育て世帯の経済的な負担軽減のため、妊婦検診の助成や
マタニティマークの活用、母子保健に関する健診及び相談活
動などにより、出産・子育てに関する不安の解消や、安心して
出産・子育てができる環境づくりを推進します。
・不妊症又は不育症などにより子どもを希望しながらも恵まれ
ない夫婦に対し、その治療費用を助成することで、不妊などで
悩む夫婦の経済的負担軽減に努めます。

健康推進
課

○妊産婦健康診査助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・妊産婦の健康管理の充実、経済的負担の軽減及び産後の初期段階
における母子の支援のために妊産婦健康診査助成事業を実施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・令和4年度は554名の妊婦に対し、延べ6,611回分の助成を実施、534
人の産婦に対し、976件。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○出産子育て応援給付金事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・妊婦や子育て世帯の経済的な支援と共に相談支援の充実を図る目的
で出産子育て応援給付金を支給した。
・令和5年2月より事業実施、令和4年度は63,250,000円の給付を実施し
た。
○不妊治療等給付事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・不妊等で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図る目的で、不妊治療等給
付事業を実施した。
・令和4年度は165人の申請者に対し、214件を助成した。
○産後ケア事業
・出産後の母親の心身のケアやサポートを行い、安心して子育てができ
る支援体制の確保を図る目的で実施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・令和4年は宿泊型53件、日帰り型11件の利用あり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・給付、助成事業に伴う相談支援を継続、充実させる。
・現行取組みを維持する中で、相談支援の更なる充実を図る。

イ ひとり親家庭
への支援

・ひとり親家庭の生活を支援し、自立のための取組みを推進し
ます。また、家庭児童相談室を中心に、母子自立支援員など
が関係機関と連携し、総合的な相談体制の構築に努め、ひと
り親家庭が抱える問題解決に努めます。

健康推進
課

○ひとり親家庭への各種給付等
・ひとり親世帯の生活安定を図るため、自立支援教育給付金事業や高
等職業訓練促進給付金等事業、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業を実施した。
・令和4年度は自立支援教育給付金事業4名、高等職業訓練促進給付
金事業7名の利用があった。
○母子父子自立支援員
・母子父子自立支援員を1名配置し、相談業務に当たった。
・令和4年度の母子父子自立支援員は、各種支援制度の申請支援や就
労相談等、延べ91件活動。

・ひとり親家庭の生活安定に向けて、引き続き支援するとともに、相談内
容が複数の機関にまたがる案件や、専門的な知識を要する案件がみら
れるため、相談者が抱える個々のニーズを把握し、適切な助言を行うこ
とや、利用可能な社会的資源につなぐことを目指す。

施策③ 乳幼児期の
教育・保育
サービス

ア 乳幼児期の教
育・保育サービ
スの充実

・保護者が安心して子どもを保育所や幼稚園、認定こども園な
どに預けることができるように、充実した研修を実施し、職員の
専門性の向上に努めるとともに、保育所や幼稚園、認定こども
園の第三者評価の実施など、質の向上に努めます。
・安心で安全、快適な教育・保育環境を確保するため、保育
所、幼稚園などの老朽化対策やバリアフリー化をはじめ、より
良い環境の整備を計画的に進めます。
・病気や病気の回復期の児童を一時的に預かる病児・病後児
保育の充実を図ります。

健康推進
課

○病児・病後児保育事業
・令和4年度までは学研都市病院に委託し、令和5年度からは国民健康
保険山城病院組合と共同で、それぞれ事業を実施した。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年度から令和4年度までの
3年間は延べ利用人数が1人のみ。
・令和5年度に新規開設した病児・病後児保育室「おひさま」は、令和5年
4、5月の2か月間で延べ33人が利用。

・令和5年度より新規開設した病児・病後児保育室「おひさま」は、当初の
見込みを大きく上回る利用が続いているため、事業に従事する保育士
の配置体制強化を図る。

前期基本計画における主な取組実績
後期基本計画策定に向けての

課題や方向性

1



前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

施策③ 乳幼児期の
教育・保育
サービス

ア 乳幼児期の教
育・保育サービ
スの充実

・保護者が安心して子どもを保育所や幼稚園、認定こども園な
どに預けることができるように、充実した研修を実施し、職員の
専門性の向上に努めるとともに、保育所や幼稚園、認定こども
園の第三者評価の実施など、質の向上に努めます。
・安心で安全、快適な教育・保育環境を確保するため、保育
所、幼稚園などの老朽化対策やバリアフリー化をはじめ、より
良い環境の整備を計画的に進めます。
・病気や病気の回復期の児童を一時的に預かる病児・病後児
保育の充実を図ります。

こども宝
課

・安心で安全、快適な教育・保育環境を確保するため、保育所、幼稚園
の空調機の取替、雨漏り、トイレ、遊具等の修繕などの老朽化対策を実
施。
・園児の置き去り事故防止のため、幼稚園通園バス4台に園児置き去り
防止の安全装置を設置した。

・施設の老朽化が著しく進んでおり、安心安全、快適な教育・保育環境を
確保するため、木津川市公立保育所民営化等実施計画、木津川市公立
幼稚園再編実施計画と整合をとりながら、施設の維持管理、改修等を行
うとともに、今後も老朽化が進む施設について中長期的なあり方を検討
する。
・ニーズの多様化等で園の負担が拡大する中、園の運用業務の効率化
と保護者の利便性向上を推進するため、ICT等を活用し、園の運用業務
の効率化、保護者の利便性向上を進めることで、教育・保育サービスの
充実を図る。

イ 待機児童対策
の充実

・女性の社会進出に伴い保育ニーズが増加している現状を踏
まえ、保護者の子育てと就労との両立支援に対応するため、
保育所入所待機児童の解消に努めます。

こども宝
課

○待機児童対策
・待機児童対策として受入児童数の増加や支援の必要な児童を受け入
れるため、保育士の増員を実施した。
・平成２４年度より、待機児童ゼロを継続。
○医療的ケア児対策
・医療的ケア児の受入を行うため、「医療的ケア児の保育所等受入れガ
イドライン」を策定し、保育士と看護師を配置した。
・令和５年４月より、相楽台保育園において医療的ケア児２名を受け入
れ。

○待機児童対策
・児教育・保育の無償化に伴う、保護者の就労ニーズ、教育ニーズ等や
今後の児童数の動向を踏まえながら、多様な地域子ども・子育て支援事
業を引き続き実施して、幼児教育・保育について量・質両面からの強化
を図る。
・園の運用業務の効率化と保護者の利便性向上を推進するため、ICT等
を活用し、園の運用業務の効率化、保護者の利便性向上を進めること
で、教育・保育サービスの充実を図る。

ウ 小規模保育事
業・公立保育
所の民設民営
方式の推進

・都市化などに伴い増加する保育需要や多様化する保育ニー
ズに柔軟に対応するため、小規模保育事業所の開設や、独創
的かつ創意工夫に期待できる保育施設運営を推進するため、
公立保育所の民設民営方式への移行などを進めます。

こども宝
課

・多様化する保育ニーズに柔軟に対応するため、小規模保育事業所３
施設、家庭的保育事業所４施設の認可を実施した。
・木津川市公立保育所民営化等実施計画を策定し、公立保育所３園の
民営化を実施した。

・多様化する保育ニーズに対応するため、木津川市公立保育所民営化
等実施計画、木津川市公立幼稚園再編実施計画に沿って、公立保育所
の民設民営方式への移行を進める。
・増加する保育ニーズに対応するため、公立保育所のあり方を検討し、
供給量の確保に努める。

施策④ 児童虐待防
止

ア 児童虐待の防
止

・全国的に増加が著しく、社会問題ともなっている子どもの虐待
については、基本的人権の侵害であり、犯罪であることを、市
民に広く啓発するとともに、専用ダイヤルによる通報窓口など
により、いち早く児童虐待の相談ができる体制を充実します。
・虐待を未然に防止するため、乳幼児健康診査や訪問指導な
どの母子保健事業とともに、保育所、幼稚園、認定こども園、
学校、医療機関などとの連携を強化し、リスクの把握に努めま
す。
・児童虐待に適切に対応するため、専門員を配置し、相談員の
資質向上を図るとともに、関係機関や関係団体などとのネット
ワーク機能を強化します。
・要保護児童及びその家族への援助のために必要な情報交換
をはじめ、要保護児童に対する支援の内容に関する協議など
を行う要保護児童対策地域協議会の体制強化を図るととも
に、保健、医療、福祉、教育、警察などの関係機関を含む地域
全体で子どもを守る支援体制を推進します。
・子どもやその保護者などへの相談支援体制・専門性を強化
するため、子ども家庭総合支援拠点の設置を検討します。

健康推進
課

○家庭児童相談室での取組
・家庭児童相談室にて、家庭や育児に関する相談や養育支援訪問等に
取り組んだ。
・令和4年度の新規相談案件は298件で、そのうち291件は児童虐待に関
する内容。継続案件も含めた対応件数は合計462件。
・令和4年度は養育支援訪問を10世帯に対し延べ38回実施。
○要保護児童対策地域協議会の運営
・要保護児童対策地域協議会を運営し、関係機関と連携して要保護児
童や要支援児童、特定妊婦への支援を実施。
・当協議会に設置する会議について、令和4年度は代表者会議2回、実
務者会議6回、個別ケース検討会議33回を開催。

・対応件数の急増（令和3年度の352件から、令和4年度は462件に増加）
や、相談内容の複雑化が見られるとともに、家庭児童相談室の人員が
不足が課題。
・令和6年度より改正児童福祉法が施行されることに伴い、こども家庭セ
ンターを新設。設置基準や必要になる人員を把握した上で、令和5年度
中に開設準備を行い、令和6年4月からの運営開始を目指す。

1 1 施策④ 児童虐待防
止

ア 児童虐待の防
止

・全国的に増加が著しく、社会問題ともなっている子どもの虐待
については、基本的人権の侵害であり、犯罪であることを、市
民に広く啓発するとともに、専用ダイヤルによる通報窓口など
により、いち早く児童虐待の相談ができる体制を充実します。
・虐待を未然に防止するため、乳幼児健康診査や訪問指導な
どの母子保健事業とともに、保育所、幼稚園、認定こども園、
学校、医療機関などとの連携を強化し、リスクの把握に努めま
す。
・児童虐待に適切に対応するため、専門員を配置し、相談員の
資質向上を図るとともに、関係機関や関係団体などとのネット
ワーク機能を強化します。

人権推進
課

・女性センターで主にDV相談に対応しているが、DVのある家庭には児
童虐待も存在するケースが多いため、児童虐待担当課と連携して対応
した。
・要保護児童対策地域協議会に出席して庁内各関係課や各関係機関と
情報共有をしながら女性相談を実施した。
・女性への暴力を無くすために講演会、広報、街頭啓発などDV防止の
啓発にも取り組んだ。
・令和４年度健康推進課と一緒に相談対応及び情報提供を行った件数
は８件。

・相談内容の多様化により、DVや児童虐待以外にも高齢者や障害者へ
の虐待にも及ぶケースもあり、各関係課との更なる連携が必要。
・今後もDV相談の中で児童虐待につながるようなケースが発覚した場合
は、注意深く対応し児童虐待担当課と情報を密に連携しながら対応に努
める。
・引き続き、庁内各関係課及び各関係機関との連携の強化に努める。

1 1 施策④ 児童虐待防
止

ア 児童虐待の防
止

・全国的に増加が著しく、社会問題ともなっている子どもの虐待
については、基本的人権の侵害であり、犯罪であることを、市
民に広く啓発するとともに、専用ダイヤルによる通報窓口など
により、いち早く児童虐待の相談ができる体制を充実します。
・虐待を未然に防止するため、乳幼児健康診査や訪問指導な

こども宝
課

・虐待を未然に防止するため、幼稚園、保育所、認定こども園等と連携
し、リスクの把握に努め、把握したリスクについて、関係機関と連携し迅
速な対応を行った。

・引き続き、虐待を未然に防止するため、保育所、幼稚園、認定こども園
等との連携を強化し、リスクの把握に努める。

1 1 施策④ 児童虐待防
止

ア 児童虐待の防
止

・全国的に増加が著しく、社会問題ともなっている子どもの虐待
については、基本的人権の侵害であり、犯罪であることを、市
民に広く啓発するとともに、専用ダイヤルによる通報窓口など
により、いち早く児童虐待の相談ができる体制を充実します。
・虐待を未然に防止するため、乳幼児健康診査や訪問指導な
どの母子保健事業とともに、保育所、幼稚園、認定こども園、
学校、医療機関などとの連携を強化し、リスクの把握に努めま
す。
・児童虐待に適切に対応するため、専門員を配置し、相談員の
資質向上を図るとともに、関係機関や関係団体などとのネット

学校教育
課

・要保護児童への就学援助費（修学旅行代・卒業アルバム代）の支給に
より、要保護世帯への経済的援助を実施した。

・学校、心の教育相談員、スクールカウンセラーや民生児童委員等の福
祉関係者が連携し、子どもに寄り添った学習や生活を支援できる環境を
構築する。
・児童生徒への学習支援として補充学習の充実、保護者への経済的支
援として木津川市子ども・子育て支援事業における各種事業や要保護
及び準要保護児童生徒への就学援助制度、木津川市育英資金制度等
を活用して、子どものライフステージに応じた支援を実施する。

2　教育 施策① 教育環境 ア 子どもの教育
環境の充実

・教育施設について、自然災害も含めた施設全体の安全対策
を進め、児童生徒の安全を図ります。
・既存教育施設の老朽化に対し、長寿命化を図るため計画的
な改修を進めるとともに近年の夏季における猛暑による児童・
生徒の熱中症への対応として、幼稚園、小中学校の空調整備
を図ります。
・児童生徒数の増加に対応するため、（仮称）新学校給食セン
ターを整備するなど、安心で安全な学校給食環境の充実に努
めます。

学校教育
課

○木津小学校校舎改築事業、相楽小学校校舎整備事業
・老朽化した校舎の改修・建替えにより施設の整備・充実が図れた。
○小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業
・空調の整備により熱中症対策が図れ、児童・生徒等が快適に過ごすこ
とができた。
○第一学校給食センター整備
・R2.4月から供用開始。
・伴い旧木津、山城給食センターは廃止、加茂給食センターを第二給食
センターに改称。
・学校給食衛生管理基準・HACCPに適合した環境での給食調理が可能
になり、またアレルギー対応が統一できるようになった。

・将来的に予想される少子高齢化の進行、厳しい財政状況を見据え、１
０年ごとに長寿命化計画を見直し、耐用年数８０年まで施設を利用でき
るよう計画的な改修を行うとともに　財政負担の平準化に向けた優先順
位を設定する。
・１０年間の整備計画の具体的な実施に際しては、今後策定を計画して
いる「木津川市立小中学校の在り方」を踏まえ再調整を行う。

施策② 学校教育 ア1 学校教育の充
実

・「 質の高い学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を重視した
「生きる力」を育む教育を推進します。
・子ども一人ひとりが自らの夢や志を持ち、進路を主体的に切
り拓き、実現につなげることができるよう、地域社会と連携して
発達の段階に応じたキャリア教育を推進します。
・特色ある学校づくりや子どもの豊かな成長を支える教員の資
質・能力の向上や校種間連携、学校評価の充実など信頼され
る学校づくりを進めます。
・児童生徒の発達の段階に応じた情報活用能力の育成に努め
ます。また、ＩＣＴ機器やデジタル教材などを活用し、わかりやす
く、子どもの学習への興味、関心を高める授業を進めます。

学校教育
課

・ICT機器の整備・運用や教職員向けの研修を行い、各小・中学校での
ICTを活用した授業実践を実現した。
・「 質の高い学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を重視した「生きる
力」を育む教育について、各校の教育目標に重点的に取り入れ、継続し
て推進を図った。
・子ども一人ひとりの進路実現に向け、発達段階に応じて主体的に取り
組むキャリア教育の推進を図った。キャリアパスポートの実施により、小
中が連携してキャリア教育の推進を図ることができた。
・特色ある学校づくりや教員の資質能力の向上への支援を行うととも
に、校種間連携や、学校評価の充実など信頼される学校づくりを推進し
た。
・「１人１台端末」の導入により、子どもの情報活用能力の育成を図り、デ
ジタル教材などの活用により、学習への興味関心を高める取組を進め、
授業改善や家庭学習の充実に向けた取組が進展した。

・木津川市情報教育研究会で作成した、「情報活用能力体系表」を活用
して日常的に情報活用能力を児童生徒に育んでいく。
・「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の調和を重視した「生きる力」
を育む教育を推進する。
・子ども一人ひとりが自らの夢や志を持ち、進路を主体的に切り拓き、実
現につなげることができるよう、「キャリアパスポート」の活用を図り、地
域社会と連携したキャリア教育を推進する。
・特色ある学校づくりや子どもの豊かな成長を支える教員の資質・能力
の向上や校種間連携の充実など信頼される学校づくりを推進する。
・児童生徒の発達の段階に応じた情報活用能力の育成に努めます。ま
た、「１人１台端末」の利活用を進め、デジタル教材などを活用し、わかり
やすく、子どもの学習への興味、関心を高める授業を推進する。

ア2 補充学習の充
実

・基礎的・基本的な知識・技能の習得のため、全国学力・学習
状況調査や京都府学力診断テストなど客観的な学力の把握
と、分析に基づく学習指導及び授業改善の支援を行うととも
に、小学校での「ホップアップ学習」や中学校での「ステップアッ
プ学習」など補充学習の充実に取り組みます。

学校教育
課

・小中学校における学習意欲の増進と学習習慣の確立を図り、基礎学
力を向上させるため補充学習を実施。その際、教職員の日々の日常業
務が増加する中、教師の負担軽減やよりきめ細かな教育支援を行うた
め、補充時間や講師数を増加し学習指導の充実を図ることができた。
・市立小・中学校学力充実・向上推進会議を中心に、全国、府、市の学
力等調査の結果分析を主導、この結果分析を生かし、児童生徒に最適
な学習指導や授業改善が進んだ。
・小学校「ホップアップ学習」や中学校「ステップアップ学習」など継続的
な補充学習の充実により、学力に課題のある児童生徒の学習への取組
を支援できた。

・各学力等調査の結果分析を、個別に最適な学びや協働的な学びにつ
なげるための改善や、補充学習の内容の充実を図るため時間的・人的
な拡充が必要。
・学習指導要領の趣旨に沿った「自主的・対話的で深い学び」の実現に
向け、知識を活用する力、思考力、判断力、表現力等の育成を図る授業
を進める。

ア3 特別支援教育
の推進

・支援を必要とする子どもに対し、障がいに基づく種々の困難
の改善や克服を進め、社会に参加して周りと関わりながら生活
することができるよう、一人ひとりを大切にする特別支援教育
を推進します。

学校教育
課

○教育支援委員会の取組
・個々の子どものニーズに応じた適切な教育的支援を行っていくため
に、障害の状態等を含め、個のニーズを的確に把握し、よりよい就学相
談を実施。
・障がいのある児童生徒、保護者及び障がいのない児童生徒との交流
を図るための夏季交流学習会を中学校区ごとに実施した。
○教職員等の資質と専門性の向上
・特別支援教育推進委員会による教職員の資質と専門的な知識と技能
を向上させるための研修会を実施。
・毎年、市内特別支援教育コーディネーターを対象にして、都度、テーマ
設定を行い、年2回の研修と2年に1回、市内小・中学校及び園の教職員
を対象にした研修を実施して、特別支援教育の資質能力の向上を図る
ことができた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
特別支援教育支援員の計画的な配置
・毎年度、通常学級における配慮や支援を要する園児・児童・生徒の実
態調査を市独自で行い、園・校の状況を把握。
・小・中学校に、児童・生徒の実態や状況に応じて、特別支援教育支援
員を配置した。
○通級指導教室の連携の強化による指導の充実
・市通級指導教室担当者会を組織し、日常的な指導及び発達検査、そ
の他通級指導教室に係る業務の充実を図る研修等を実施。
・令和3年度より、通級指導教室の設置校を見直すとともに、市通級指
導教室担当者会を設置して、指導教員の指導力量の向上と連絡調整を
図った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○特別支援学級の設置要望
・市立小中学校に在籍する児童・生徒に対して、障がいに応じた学級設
置要望を京都府教育委員会に行い必要な学級を設置した。
○看護師の配置
・市立小学校に在籍している医療的ケア児への対応として、看護師を配
置した。

・学校における、インクルーシブ教育の理念や視点を踏まえた先進的な
取組を研究するとともに、可能な取組を明確化し、実施可能な内容から
具体的な実践を行っていく必要がある。

授業のあり方が、指導者側の視点から児童生徒の学びの視点へと変化
する中、各学力等調査の結果分析を踏まえ、授業改善を行い、基礎的・
基本的な知識・技能の習得に限定しない「確かな学力」の育成を図る。
小・中学校の補充学習の充実を図り、基礎学力の定着と学習意欲の向
上を図る。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

ア4 人権教育の推
進

・地域や関係機関と連携し、子どもの人権に関する基本的な理
解を深めるとともに、人権感覚を育てる取組みを推進し、全て
の人の尊厳と人権が尊重される共生社会の実現に向けた教
育を推進します。

学校教育
課

○木津川市立各幼稚園・小・中学校の人権教育推進計画の策定及び人
権教育年間指導計画の作成と実践
・市内各園・校の児童生徒の人権を守り、一人一人が「一人の人間とし
て大切にされている」と実感できる学校・園の環境づくりができた。
○木津川市人権教育研究会
・学校・園等の関係機関が集まり、本市の子どもたちの人権に関わった
状況や実践を交流し、教職員の鋭い人権感覚を培い、市として人権教
育の実践レベルを高めることができた。
○木津川市人権教育に関する教職員意識調査（R3年度）
・京都府の人権教育に関する教職員の意識調査を受けて木津川市の教
職員にも独自調査を実施して実態を把握し、今後の課題を整理。

○木津川市立各幼稚園・小・中学校の人権教育推進計画の策定及び人
権教育年間指導計画の作成と実践
・年度ごとに各園・校の状況に応じて、より良い計画を作成するために加
除修正を加えていく。
・定年退職が進み、若い層の採用が増えている中、教職員の今後の年
齢構成等を考慮し、過去から積み上げてきた様々な人権に関する手法
や実践成果を次世代へとスムーズに引継ぎを行う。
○木津川市人権教育研究会
・木津川市人権教育研究会は市内園児・児童生徒の人権を守るために
継続して取組を進める。
○木津川市人権教育に関する教職員意識調査
・数年後には、京都府の動向も考慮しながら、木津川市の人権教育に関
する教職員意識調査を実施する必要がある。

ア5 健康教育の推
進

・安心で安全な学校給食の実施とともに、たくましく健やかな体
を育む基礎となる食育の推進を図り、健康的な生活習慣が確
立できるよう、健康安全に関する総合的な認識を高め、児童生
徒の実態に即した保健教育と保健管理の徹底を図ります。

学校教育
課

○食育教材の作成と実施
・「食の５分間スタディ」や、動画教材「カレーができるまで」「木津川市を
まるごと味わおう」を作成した。
・発達段階に応じた教材を作成することで、段階的、系統的に指導する
ことができた。また保護者向け教材も作成することで、家庭への情報発
信もすることができた。

・食育に関する取組について保護者の関心を高め、学校と家庭との連携
を強化する必要がある。
・健康推進課との連携を図り、市の食育推進と連携を図っていく必要が
ある。
・学校教育課と健康推進課が連携し、食育月間の取組を行うことで、市
民全体に取組の啓発を図る。

ア6 国際理解教育
の推進

・グローバル社会の進展に対応するため、コミュニケーション能
力の育成に努めるとともに、外国語指導助手や小学校英語指
導講師の効果的な活用など、小中学校での外国語教育の充
実を図ります。

学校教育
課

・主に中学校における英語能力を高めるため、JETプログラムを活用し
ALT３名を配置した。
・小学生に英語に親しむ機会を設けるため、「夏休みイベントレッスン」を
実施した。

・国際社会を主体的に生きる日本人としての基礎的資質・能力を養うた
め、人権尊重の精神を基盤にして、我が国と郷土を愛するとともに他国
のことを理解・尊重する態度の育成が必要。
・そのため、外国語指導助手や小学校英語指導講師を効果的に活用し
た授業に取組み、また中学校による本市の文化・歴史・伝統を海外に広
げる活用を通してコミュニケーション能力や幅広い視野を持った国際感
覚を磨く取組を推進する。

ア7 生徒指導の充
実

・社会の一員として持つべき規範意識やコミュニケーション能
力の育成を図り、関係機関と連携し、地域ぐるみで子どもを守
り育てる体制づくりを進めます。
・ いじめアンケートや教育相談などにより、いじめなどの問題
行動に対する迅速な対応及び未然防止に向けた取組みを強
化するとともに、実効的な指導支援体制の確立を推進します。
・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーなど相
談員の配置と、より積極的な活用及び適応指導教室による児
童生徒への支援を推進することで、不登校をはじめとする学校
不適応などに対する相談体制を充実します。

学校教育
課

・いじめアンケートの実施や、スクールカウンセラーや心の教育相談員
の活用により、児童生徒の不安や悩みを和らげるような相談対応を実施
した。
・学校と地域が協働して子どもの人間関係づくり、居場所づくり、社会総
がかりで守り育てる体制づくりを進めた。
・いじめ防止対策委員会による組織的な指導体制の確立を推進すること
ができた。
・また、スクールカウンセラーやまなび・生活アドバイザー（スクールソー
シャルワーカー）、関係機関等との連携により効果的な対応ができた。
・さらに対応時間数を増加することで充実を図れた。
・相談体制の充実を図るため、府の事業と連携し、スクールカウンセラー
や心の教育相談員等を配置し活用した。
・社会的規範意識における課題に対し、効果的な対応ができた。
・適応指導支援教室の在り方の充実を図り、不登校を中心とした児童生
徒への支援を推進した。

・社会の一員として持つべき規範意識やコミュニケーション能力を育成す
るため、学校と家庭が連携し、多面的・多角的に子どもを捉え、関係機
関と連携し、地域総がかりで子ども達を守り育てる体制づくりを進める。
・いじめ等の問題について、組織的な防止体制のもと日頃からの未然防
止と早期発見、早期対応を図るため、すべての児童生徒を対象としたい
じめアンケートと個別の聞き取り調査を実施する。
・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーまなび・生活ア
ドバイザー、心の教育相談員など専門知識を有する者との連携、教育
支援センター等による児童生徒、保護者への支援を推進することで不登
校児童生徒に寄り添う教育を推進する。
・関係機関と連携し非行防止教室等を開催する。
・教育支援センター等との連携による学習機会を設ける。
・いじめ防止対策委員会及び不登校対策運営協議会の充実を図る。

ア8 幼児期の教育
の充実

・幼稚園では、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の
教育の質の向上を図り保育所・認定こども園や小学校との連
携により、小学校教育への円滑な接続を推進します。

こども宝
課

・安心で安全、快適な教育・保育環境を確保するため、保育所、幼稚園
の空調機の取替、雨漏り、トイレ、遊具等の修繕などの老朽化対策を実
施した。
・園児の置き去り事故防止のため、幼稚園通園バス4台に園児置き去り
防止の安全装置を設置した。

・幼児教育・保育の無償化に伴う、保護者の就労ニーズ、教育ニーズ等
を見極めながら、供給量の確保を図る。
・公立幼稚園においては、そのあり方や役割等を考慮しながら、適正な
供給量となるよう検討を行う。
・木津川市公立保育所民営化等実施計画、木津川市公立幼稚園再編
実施計画と整合をとりながら、施設の維持管理、改修等を実施し、供給
量の確保を図る。

ア8 幼児期の教育
の充実

・幼稚園では、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の
教育の質の向上を図り保育所・認定こども園や小学校との連
携により、小学校教育への円滑な接続を推進します。

学校教育
課

・公立小学校と幼児教育施設との協働による幼小接続推進事業を実施
し、同一の小学校に入学する園児が通う幼稚園、保育園及び認定こども
園の保育士と、入学する小学校の教職員が協働し、円滑な幼小接続を
行うことができた。

・令和４年度で府の補助事業が終了したが、引き続き、園と学校とが連
携し、園と小学校間、また小学校と中学校間の接続を円滑に行う。
・学校・園の状況や教育活動の様子、保護者からの学校・園評価等を学
校・園だよりやホームページ等を通じて発信するとともに内容を充実させ
る。

ア9 貧困対策 ・経済的理由により就学困難な児童・生徒に対し、義務教育を
円滑に受けることができるよう、要保護及び準要保護児童生徒
への就学援助に取り組みます。

学校教育
課

・要保護及び準要保護世帯へ就学援助として、経済的支援を実施した。 ・引き続き、家庭の経済的な理由で子どもの学習機会が損なわれること
のないように、子どものライフステージに応じた保護者への経済的支援
を行う。
・早期に生活支援や福祉制度に繋げていけるように、福祉部局や児童
相談所等とも連携が必要。

イ1 郷土教育の充
実

・地域の豊かな自然を活かした農業などの地元産業や、歴史・
文化・伝統を積極的に学ぶことで、ふるさと意識や郷土愛を育
む地域に根差した歴史学習や地域学習に取り組みます。

学校教育
課

・加茂地域の小学校において、「絆の作り手育成プログラム事業」を実施
した。
・郷土や人、地域社会とのつながり、主体的に未来を生き抜く児童の育
成を行うことができた。

・令和５年度で府の補助事業が終了するが、引き続き、郷土教育の充実
に取り組む。
・各教科、特別活動、総合的な学習の時間等を通して、児童生徒が郷土
の自然や伝統、文化について学ぶ郷土教育を推進する。

イ2 科学教育の充
実

・関西文化学術研究都市の研究機関や企業・大学などの協力
を得て、科学やものづくりへの興味が広がる体験学習や研究
者などの出前授業、教員への研修などを推進します。

学校教育
課

・科学やものづくりへの興味が広がる体験学習を実施すための教材を令
和２年度に小学校、令和４年度に中学校に配布し、プログラミング教育
を推進した。
・一人一台端末とプログラミング教材を連携することでプログラミング的
思考を育むことができた。

・STEAM教育の推進を図るため、関西文化学術研究都市の研究機関や
企業・大学などとの連携事業を進める。（出前授業等）

ウ1 地域ぐるみの
子育て支援

・放課後や週末に、子どもの安心・安全な居場所を設け、地域
住民と子どもたちが交流できる環境を充実します。

学校教育
課

・平成28年度から30年度にかけて、子どもと地域をつなぐ居場所づくり事
業を実施し、子どもと地域住民が交流を深めることができた。

・学校と地域が協働し、社会全体で子どもを守り育てる体制づくりを推進
するため、地域の方を講師として活用し、人とのかかわりや命の大切さ
を学ぶ取組を実施する。

ウ2 家庭教育の支
援

・すべての教育の原点である家庭教育の役割について、保護
者が学べる機会を提供するなど、家庭教育の支援の充実に努
めます。また、関係機関と連携し、子育て相談体制などの充実
を図ります。

社会教育
課

・公民館講座等による親子講座を計画・開催し、親子で参加でき、一緒
に学べる場の提供を行った。また市PTA活動等を支援した。

・市民のニーズを把握し、子育てや保護者交流を目的とした講座を開催
していく。その際、より講座等に参加しやすいよう、託児付きの講座を計
画するなど、より学びやすい場所の提供を展開していく。

施策③ 子どもの健
全育成

ア 子どもの健全
育成に向けた
地域・学校で
の取組みの充
実

・地域住民が学校や子どもの教育に関心を持ち、地域全体で
子どもたちの教育に携われるよう、学校・家庭・地域の連携・協
働による教育支援活動の促進を図ります。
・国際交流や地域交流などの多様な活動の機会と場を提供
し、青少年活動の活性化と社会参加を促進します。
・新成人には、自主的・主体的となって交流できるよう「成人の
つどい」の場を提供するとともに、成人として社会での役割や
責任の自覚を促します。

社会教育
課

・地域において青少年の健全な育成を図ることを目的に、５０団体以上
の子ども会へ補助金を交付した。
・若い世代のボランティアが中心となり、地域住民の相互交流を図ること
を目的に開催される「かも野外音楽フェスティバル」を支援するため負担
金を交付した。
・新成人を祝福するとともに、成人としての社会での役割や責任の自覚
を促すことを目的に「成人のつどい」を開催し、対象者の７０％近い方が
参加した。

・令和４年４月１日から民法の定める成人年齢が18歳に引き下げられた
が、１８歳は受験や就職活動を迎える時期であり、参加対象者の負担を
考慮し、２０歳を対象とした式典を継続する。
・名称を「成人式」から「二十歳のつどい」に変更した。
・また現在２部制となっていた式典を１部制に戻し、参加者が一同に集ま
れる式典の開催を検討する。

2 施策③ 子どもの健
全育成

ア 子どもの健全
育成に向けた
地域・学校で
の取組みの充
実

・地域住民が学校や子どもの教育に関心を持ち、地域全体で
子どもたちの教育に携われるよう、学校・家庭・地域の連携・協
働による教育支援活動の促進を図ります。
・国際交流や地域交流などの多様な活動の機会と場を提供
し、青少年活動の活性化と社会参加を促進します。

学校教育
課

・学校評議員会から学校運営協議会に3校が移行したことで、保護者、
地域住民が学校運営への参画を推進でき、また地域住民が教育に携わ
る教育活動の推進ができた。

・親の子育てに対する相談・サポート体制の充実を図るため、保護者の
学びの場やネットワーク作りを推進する。

イ 子どもの防犯
体制の強化

・子どもに対する防犯意識を高め、ＰＴＡ、ボランティアや関係
機関などが連携し、地域における防犯体制の強化を促進しま
す。
・児童の通学時の安心・安全を確保するため、ＰＴＡやボラン
ティアなどの協力を得て、通学路などにおける防犯体制の強化
を図ります。

学校教育
課

・各校に防犯カメラや赤外線センサーを設置し、不審者の侵入を防止し
ているほか、通学路へのスクールガードリーダーの配置や、見守りボラ
ンティアによる見守りを実施し、児童の安全確保を図った。
・不審者情報については迅速に関係機関と共有した。

・見守りボランティア等の増員が困難な中、見守り体制の充実を図るた
め、見守りボランティアやKSSV（木津川市スクールセーフティボランティ
ア）制度の周知を図る。

2　誰もが生き
生きと、生涯元
気で暮らせる
まちづくり

3　健康 施策① 保健・医療
（救急）

ア1 救急医療体制
の充実

・市内の医療機関、保健所、福祉施設などの連携により、初期
救急医療の充実に向けた取組みを推進します。重症患者など
に対応する二次救急医療や診療内容などについて、地域の中
核病院である京都山城総合医療センターを中心とし、充実に
向けた支援を推進します。

健康推進
課

・地域の中核病院である京都山城総合医療センターの充実に向けた支
援（国保山城病院組合負担金事業）を実施した。
・実施していない取組もあるが、十分な成果がみられる。

・救急部門専任医師の配置体制を継続する等、診療体制の充実に努め
る。

ア2 休日診療体制
の充実

・地域医療のネットワークづくりを支援し、夜間や休日において
も、誰もが安心して医療を受けることができる体制の構築に努
めます。

健康推進
課

・相楽広域行政組合へ、相楽休日応急診療所の開設にかかる分担金を
支出した。
・令和4年度の 受診者は、木津川市民１，２７８人、市民以外４８０人。

・広域的な医療体制の充実を図るため、引続き相楽休日応急診療所の
広報掲載及び開設にかかる分担金を支出を行う。

イ1 健康予防対策
の推進

・定期予防接種、がん検診をはじめ、健康相談や生活習慣病
の予防、健康増進計画に基づく市民の主体的な健康づくりへ
の支援及び保健センターの活用や健康まつりの開催など、積
極的に健康予防対策を推進します。

健康推進
課

・定期予防接種を実施。
・がん検診、歯周疾患検診、骨粗しょう症検診等の検診を実施。
・令和4年度は、がん検診受診率は、胃がん7.2％、肺がん12.6％、大腸
がん13.4％、前立腺がん１７．１％、子宮がん17.8％、乳がん18.1％、ま
た歯周疾患検診9.0％、骨粗しょう症検診は331人の受診者があった。
・健康教育や健康相談、食育事業の取組みを行い、健康教育は年間で
18回実施、132名が参加。
・小中学生向けに食育レシピコンテストを実施し、令和４年度は796件の
応募があった。

・現行取組みを継続させる中で、受診率の向上を図るため、検診対象者
や実施方法、周知方法の再検討が求められる。
・特に胃がん検診については、内視鏡検診導入に向けた体制構築に向
けた準備を進める。
・食育や運動等、第２次すこやか木津川２１プランの健康分野別の課題
に沿った健康づくり施策の推進を行う。

イ2 精神保健事業
の推進

・精神障がい者の社会復帰の促進及びその自立と社会経済活
動への参加の促進のため、相談窓口などの充実に努めます。

健康推進
課

・精神障害者等に対し、集団指導活動を通して社会復帰及び社会参加
の促進並びに日常生活の質を向上させる目的で木津川市精神障害者
等グループワークを実施した。
・令和4年度は12回開催、延べ28人の参加があった。

・新規参加者の確保が難しいが、新たな参加者を募り、事業の活性化を
図るため、対象の拡大、参加者が興味を持ち、継続参加が可能になるよ
う、事業内容の充実に努める。

施策② 福祉医療 ア 安心医療の推
進

・市民が安心して医療が受けられるよう、心身障害児（者）、ひ
とり親家庭、子ども及び高齢者を対象とした福祉医療費の助
成を図ります。

国保年金
課

・心身障害児（者）、ひとり親家庭、子ども及び高齢者を対象とした福祉
医療費の助成を実施した。
・福祉医療助成件数は２４６，９４９件（令和４年度末）

・福祉医療費助成制度のあり方として、障害者医療の拡充（精神障害者
への医療費助成）を検討する。

施策③ 医療保険 ア1 国民健康保険
の充実

・国民健康保険運営の広域化について、京都府と連携するとと
もに、医療費の適正化や国民健康保険税の適正な負担を求め
ることなどにより、国民健康保険の安定的な運営に努めます。
・患者の負担の軽減と国民健康保険医療費の削減に結びつけ
ることを目的とし、「ジェネリック医薬品差額通知書」を送付する
など、ジェネリック医薬品の普及を推進します。

国保年金
課

・ジェネリック医薬品差額通知書の送付　2,758通
・医療費通知の送付　15,422通
・高額療養費勧奨通知の送付　399世帯

・引き続き、国民健康保険の安定的な運営、及びジェネリック医薬品の
普及を推進する。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

ア2 京都府後期高
齢者医療制度
の充実

・将来の超高齢化社会を見据え、国などの動向を注視するとと
もに、京都府後期高齢者医療広域連合との連携に努めます。

国保年金
課

・高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業を推進した。
　○ポピュレーションアプローチ　12団体217人
　○ハイリスクアプローチ　6人
　○健康状態不明者対策　177人

・引き続き、取組を実施する。
・ポピュレーションアプローチである、通いの場での健康教育、健康相談
について、広報等での周知を実施し、参加者の増加へ繋げる。
・ハイリスクアプローチでは、糖尿病性腎症重症化予防の対象者が、既
に医療機関を受診中であり、参加希望が少ない。市医師会と連携し、参
加に繋げることにより、糖尿病性腎症への重症化を防ぐ。

イ 保健、健康づく
り事業の実施

・健康の保持と必要な医療を確保するため、医療保険の適正
な運営や疾病の予防などを目的に、保健、福祉と連携した健
康づくりに関する事業を積極的に推進します。
・病気の早期発見・早期治療のため、健康診査を実施するほ
か、人間ドック受診費用の一部を補助し、後期高齢者医療保
険被保険者の健康増進に努めます。
・国民健康保険医療制度を持続するため、被保険者に対し生
活習慣病に関する健康診査及び保健指導を推進します。

国保年金
課

○後期高齢者健康診査事業　3,165人受診
○後期高齢者総合健康診査事業　516人受診
○後期高齢者歯科健康診査事業　111人受診
○国民健康保険特定健康診査　3,060人受診
○国民健康保険総合健康診査　1,635人受診
○健康アップフェア（集団健診結果返却、健康相談、ロコモ度チェック等）　
131人参加

・引き続き、取組を実施する。
・特定健康診査等実施計画等に基づき、受診率の向上に努める。

4　福祉 施策① 地域福祉 ア1 地域で見守り・
支えあう体制
づくり

・地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、市民との協働に
よる福祉のまちづくり活動を推進します。また、市民・地域主体
の福祉活動として、ボランティア活動、地域での支え合い活動
を促進します。
・住民同士の「集い」や「見守り」は、人々のつながりづくり、課
題の把握や早期対応に有効であり、引き続き、充実を図るとと
もに、木津川市と社会福祉協議会、自治会、民生児童委員、
学校など、地域と関わる様々な人や機関が連携し、ともに支え
合う地域共生社会の実現に取り組みます。
・犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解
を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地
域社会を目指す「社会を明るくする運動」について、広報活動
の充実を図ります。

社会福祉
課

・社会福祉協議会の活動を支援し、ボランティアの育成及びボランティア
活動の促進を実施した。
・地域の見守り等の民生児童委員活動事業を実施し、民生児童委員と
社会福祉協議会や学校、自治会等との連携した活動により、地域共生
社会の推進につながった。
・社会を明るくする運動の街頭啓発活動等の実施により、住民意識高揚
を図れた。

・コロナの影響により、活動が制限されてきたが、今後元通りになってい
くと予想される。
・またコロナ禍でも実施できる方法を検討し、実践しつつある。
・ボランティアの固定化、高齢化への対応のため、新たな若い世代のボ
ランティアを育成する。

ア2 福祉関連施設
の充実

・公共施設をはじめとした市内の各施設において、誰もが利用
できるよう、バリアフリー化を促進します。
・住み慣れた土地で安心して暮らしを継続していけるよう、地域
の事業者と連携し、さまざまな支援の切れ目ない提供の充実
に努めます。

社会福祉
課

・公共施設や市内の各施設の新設、改修時に、誰もが利用できるよう、
バリアフリー化を促進した。
・様々な分野が一体となって地域福祉を推進していく体制（ネットワーク）
を形成し、その中核を担う社会福祉協議会の運営基盤強化に向けて活
動を支援し、地域福祉の向上を促した。

・市と社協は、各種団体、事業者を様々な形で支援しているが、活動拠
点の確保や会員の減少、高齢化等が課題。
・市民の多様化するニーズ情報を集約し、適切な対応に繋ぐためにも各
種団体・事業者との連携・協働を通じて活動の支援と活性化を推進す
る。

イ 自殺者対策 ・自殺対策基本法に基づき「誰も自殺に追い込まれることのな
い社会」を実現するため、木津川市自殺対策計画に基づく、自
殺対策を推進します。また、自殺対策の一環であるメンタルヘ
ルスチェックシステム「こころの体温計」やゲートキーパー養成
研修を実施し、対策の充実を図ります。

社会福祉
課

・自殺対策地域連絡協議会を開催し、第１次木津川市自殺対策計画に
基づく施策の進捗等の評価・検証、意見交換等を実施した。
・株式会社エフ・ビー・アイへの委託によりこころの体温計を運営した。
・NPO法人ゲートキーパー支援センターから講師を招き、ゲートキー
パー養成研修を実施し、不安や悩みの早期発見及び相談窓口等の情
報提供により自殺予防に繋げた。

・自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であり、そ
の場合は誰かに援助を求めることが適当であるということを理解し、自
殺に対する誤った認識や偏見を払拭するように、今後も普及啓発を実
施。
・「生きることが包括的な支援」という自殺対策の趣旨について、市民の
理解と感心を深め、心の健康の重要性を認識しながら、自らの心の不
調に気づき、適切に対処できるように心の健康づくりを推進。
・引き続き、自殺対策地域連絡協議会を開催し、計画の進捗状況の評
価及び検証を通して、より市民の悩みに寄り添った施策を展開する。

ウ 生活保護受給
者、生活困窮
者への自立支
援

・生活保護世帯や生活困窮者に対し、生活の安定、自立を図
るため、助言や支援に努めます。

くらしサ
ポート課

・生活困窮者自立支援法及び生活保護法に基づき、生活に困窮する人
に対し、コロナ渦において対象者が増加する中、生活の安定と自立を図
るための様々な支援を実施した。

・生活困窮者の抱える課題が複雑化、多様化しており、多くの関係機関
との連携が必要となっており、支援の期間も長期化している。
・職員の専門性を高めるとともに、より多くの関係機関との連携をさらに
進めていく必要があり、各種研修会への積極的な参加、様々な機会を利
用して専門機関との連携強化を図る。

施策② 高齢者福祉 ア1 介護予防の総
合的な推進

・介護予防サポーターや地域住民と連携し、人と人とのつなが
りを通じて参加者や集いの場が継続的に拡大していくような地
域づくりを進めるとともに、介護予防・日常生活支援総合事業
などに取り組み、介護予防を推進します。

高齢介護
課

○地域介護予防活動支援事業
・介護予防サポーターを養成し、地域で人と人のつながりを通じて通い
の場が継続して拡大していくよう働きかけた。
・令和元年度末時点での介護予防サポーターによる通いの場は21ヶ
所、令和4年度末時点での介護予防サポーターによる通いの場は29ヶ
所。

・介護予防の重要性が高まってきているが、圏域によって通いの場の箇
所数に差があり、また通いの場等の周知が不十分であり、周知方法の
検討が必要。
・介護予防サポーターの高齢化も進み、通いの場の衰退も考えられるた
め、継続的に介護予防サポーターを養成し、新たな通いの場が拡大す
るような地域づくりを推進する。

ア2 健康づくりの総
合的な推進

・介護予防の基礎となる健康づくりにおいては、保健師、栄養
士、医師などと連携し、生活習慣病予防や健康増進など、生涯
を通じた健康づくりに関する知識の普及・啓発を推進します。

高齢介護
課

○介護予防普及啓発事業
・地域のサロン等の依頼により、介護予防に資する講座等を実施。熱中
症予防や各圏域で実施した実態把握調査に基づく講座を行うことで、実
情に応じた普及啓発を展開した。
・生きがい対応型デイサービス事業及び一般高齢者運動器機能向上事
業を実施した。
・外出して運動する機会を得ることで介護予防につながった。

・高齢者が増加し続けていることから、その他の事業等と整合性を図り、
市の事業だけでなく多方面から介護予防や重度化防止に資する活動を
市民とともに協働していく必要がある。
・各種サロン等への出張講座や健康体操等普及活動を市民と協働して
介護予防、重度化予防に取り組む。

イ 生きがいづくり
と社会参加の
促進

・高齢者をはじめ市民が主体的に学習活動やサークル活動な
どを行えるよう、情報提供やニーズに対応した多様な学習機会
の提供を図るとともに、高齢者いきいきサポート窓口を通して、
サークル活動・ボランティア活動をはじめ多種多様な活動を支
援します。
・健康で働く意欲のある高齢者が豊かな経験を活かし、働くこと
を通じ、生きがいや社会参加ができるよう、シルバー人材セン
ターの趣旨や内容などを広く周知するとともに、活動を支援し
ます。
・高齢者が地域の一員として活躍するとともに、同世代・他世
代間での交流が行われる場として、老人クラブの活動を支援
し、高齢者の生きがいづくり、健康増進を図ります。
・高齢者が健康で生きがいが持てる高齢期を過ごし、長寿社会
のもとで健やかな生活が営めるよう、高齢者相互交流による仲
間づくりや居場所づくりの活動を促進します。

高齢介護
課

○老人クラブ活動助成事業
・身近な居場所を提供する老人クラブ活動に対して補助金を支出した。
○シルバー人材センター事業
・働く場を提供するシルバー人材センター運営費に対して補助金を支出
した。
○高齢者世帯を励ます会への支援
・木津川市社会福祉協議会が実施する本事業について助成を行い、ひ
とり暮らしの高齢者等の地域交流を促した。
Ｒ3参加人数1,762人
Ｒ4参加人数1,197人

・生活支援体制整備事業などで、地域住民と共に地域課題を議論し、地
域の事情に沿ったボランティア活動やサークル活動の創設や充実を図
り、高齢者のみでなく、誰もが参加できるような活動を促進させ、地域コ
ミュニティを充実できるよう支援を行う。
・高齢者が閉じこもりや、社会とのつながりが切れないよう、身近で住み
慣れた町で活躍できる場づくりとして老人クラブ活動の支援及びシル
バー人材センターの支援を続ける。

ウ1 地域包括ケア
システムの推
進

・介護を必要とする状態になっても、高齢者が住み慣れた地域
で安心して暮らすため、個々の状態に応じた適切なサービスを
提供できるよう、福祉サービスをはじめ、在宅・施設サービスな
どの支援に努めます。
・介護離職ゼロの運動に向けて、家族介護者などの介護負担
を軽減する支援を行うとともに、高齢者やその家族などがより
円滑にサービスを利用できるよう、相談・情報提供体制の充実
を図ります。

高齢介護
課

・地域で身近な支援を行うため、市内４拠点に地域包括支援センターを
開設し、高齢者人口に応じて適切な職員配置を行った。
・高齢者人口の増加、かつ地域包括支援センターが周知された事により
相談対応件数は増加傾向にある。
・地域ケア会議等多職種間連携によるケース検討も実施した。

・相談や問い合わせに対しては対応しているが支援が必要な方へのア
ウトリーチ機能の強化が必要。
・地域包括支援センターの職員に対し資質向上させる為研修を積み重
ねる。また市と連携強化する事で相談支援を充実させる。
・医療、介護や地域住民等連携を深めながら、各地域毎の課題解決に
向けた介護サービスにつながるような取組みを行う。

ウ2 認知症対策の
総合的な推進

・認知症高齢者などにやさしい地域づくりを推進するため、新
オレンジプランに基づき、相談体制の充実を図るとともに認知
症対策を推進します。また、医療機関や介護サービス事業者
などの関係機関との緊密な連携により、認知症の早期発見・早
期対応を進めるとともに、認知症の方が安心して地域で生活で
きるサービスの充実を図ります。

高齢介護
課

○普及啓発活動
・認知症サポーター養成講座の開催、認知症サポーター数（累計）は令
和4年度末、10,604人。
・普及啓発展示（市庁舎内、商業施設）。初めて商業施設での啓発展示
も実施し、民間企業との連携強化に繋がっている。
・普及啓発動画の作成、木津川市YouTubeﾁｬﾝﾈﾙにて公開。令和3年に
公開し､令和5年3月末時点で586回再生。
・認知症サポーター活動推進事業として、京都府初のチームオレンジ立
ち上げ、認知症ケアパスの普及啓発を実施。
・通いの場を活動拠点とした立ち上げにより、認知症になっても安心して
通いやすい通いの場が増えている。（市内6か所）
・また､各拠点のチームオレンジと認知症地域支援推進員と顔の見える
関係作りが進んでいる。
○相談体制の充実
・高齢介護課及び地域包括支援センター（市内4か所）に認知症地域推
進員を配置、初期集中支援事業を推進した。
・初期集中支援事業（相談件数延べ35件）、認知症地域支援推進員の
活動を充実させるため、令和4年度より人件費を増額した。
○見守り体制の充実
・認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業の推進、認知症高齢者等の見
守り及び声かけ訓練の実施。
・SOSネットワーク登録者数(令和5年3月末時点の登録者数142名)、み
まもりあいアプリの導入、見守り及び声かけ訓練（各圏域年1回開催）
○本人・家族支援
・本人ミーティングを企画、認知症カフェの推進、地域密着型サービスの
提供。
・認知症カフェの開催（毎月開催）、地域密着型サービス(市内9か所）

・令和５年６月、新たに認知症基本法が可決成立した。
・本市でも、認知症基本法に基づき、認知症の人が尊厳を保持し、希望
を持って暮らすことができるよう、施策を総合的に推進する必要がある。
・認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進するため、地域住民や一
般企業に対する正しい知識の普及啓発活動を一層強化すると共に、認
知症の方や家族が思いを発信でき、その人らしく過ごせる居場所づくり
等を進めることで、本人や家族の意見を施策に反映できる仕組みを構
築する。

○認知症サポーター養成講座の開催
・特に職域サポーター（一般企業等）の育成に取り組む。
○キャラバン・メイト（認知症サポーター養成講座の講師役）養成研修の
実施
・新規キャラバン・メイトを育成する。
○認知症支援
・早期相談が重要であり、相談体制・窓口（認知症地域支援推進員や初
期集中支援事業等）や認知症関連施策に関する普及啓発を強化する。
○認知症関連事業
・本人や家族の意見を反映させることで、より充実を図る。

ウ3 医療と介護の
連携の推進

・疾病を抱えても住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生
活を続けられるために、医師会をはじめ地域の医療機関や介
護関係機関が連携し、在宅医療・介護を一体的に提供する体
制の構築を図ります。

高齢介護
課

・相楽管内５市町村で相楽医師会に委託し、多職種連携ネットワーク会
議等を実施し、地域の実情に応じた課題等を明らかにしながら平時から
多職種間で連携を重ねることで有事の際に有効なネットワークを構築し
た。

・相楽管内で地域の課題等に対し、多職種間で連携し様々な支援策を
講じていく。
・具体には、ICTを活用したネットワーク構築、講演会等でACP（アドバン
ス・ケア・プランニング）、看取りカフェ等を実施する。

ウ4 安心できる住
まいの確保と
防災・防犯対
策の推進

・高齢者がいつまでも住み慣れた地域で、快適に安心して暮ら
せるよう、生活基盤である住まいの確保やバリアフリー化を推
進します。
・災害時や緊急時における高齢者の支援体制や、振り込め詐
欺などによる消費者被害から高齢者を守るため、地域住民や
関係機関と連携し、安心して暮らせる環境づくりに努めます。

高齢介護
課

○住宅改修事業
・住み慣れた家で安心して住み続けられるよう、手すりの取付や段差解
消等の小規模改修に対し、費用の一部を助成。
・パンフレット「いきいき介護保険」にて住宅改修を周知。
・介護認定を受けていない方に対する小規模改修については、「介護予
防安心住まい推進事業」で費用の一部を助成。
・保険給付はH31が305件（24,696,471円）、R4が273件（23,712,535円）

・市の高齢化率が25％を超え、高齢者、認定者数のさらなる増加が予測
される。転倒を防止し、安心して在宅生活を続けられるよう、引き続き制
度の周知・取組を実施する。

ウ5 地域における
支え合い活動
の推進

・高齢者が孤立することなく、安心して暮らせるよう、地域や自
治会、ボランティアグループ、介護サービス事業者などとの連
携・協力による福祉活動など、支え合いの輪をさらに発展させ
るとともに、元気な高齢者をはじめ様々な世代の地域住民が
活動に参加し、支援が必要な人を支える場づくりや環境づくり
を進めます。

高齢介護
課

○生活支援体制整備事業
・平成29年度４圏域で、地域住民と行政、高齢者支援各団体による協議
体を設置、平成３０年に市レベルの協議体を設置し、毎年各圏域毎で課
題抽出を行い、地域活動により課題解決に向けた取組みを実施した。
・様々なボランティア創設等により、困りごとの解決に繋がっている。

・地域課題解決に地域住民主体で身の回りの身近な課題から取組み、
ボランティア人材の育成、地域資源の把握・創出等を行い、地域のネット
ワークを強化することで、共に支え合う社会を構築し、地域住民が地域
で安心して暮らせるまちづくりを目指す。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

エ1 高齢者の人権
尊重と虐待の
防止

・認知症や障がいなどにより差別や偏見を受けることのないよ
う、高齢者の人権問題に関する啓発を進めます。

高齢介護
課

・毎年全戸配布している「いきいき介護保険」において、高齢者虐待防止
の啓発を実施した。

・高齢者人口が増加し虐待に関する課題や認知症の数も増加する中、
認知症に関する理解への啓発活動や認知症高齢者を抱える家族等へ
の支援が必要。
・認知症に関する講義や、啓発活動を進めて理解を深めていくと共に、
地域住民の見守り活動へつながるような取組を進める。

エ2 権利擁護の推
進

・地域包括支援センターや社会福祉協議会などの関係機関と
連携し、高齢者の生活や権利、財産を守るため、福祉サービス
利用援助事業や成年後見制度の利用につなげるなどの支援
を推進します。

高齢介護
課

・権利擁護支援が必要な方に支援が届くよう関係機関と連携し、地域に
おいて権利擁護ネットワークを構築しながら支援を実施した。
・令和４年度に木津川市成年後見支援センターを設置。

・制度利用者が少ないことから、本来必要な人が利用できていない状態
がないか等確認することが必要。
・権利擁護ネットワークが構築できるよう成年後見支援センターの方向
性を運営委員会にて検討する。
・支援者向けに研修実施、住宅関連会社や金融機関等生活上連携が必
要な機関に対し、センターの周知と今後の連携について協議を図る。

オ1 介護サービス
の利用支援

・高齢者が介護を必要とする状態になった時に、介護サービス
の利用がスムーズにできるよう、わかりやすい情報の提供に努
めます。
・高齢者やその家族が必要なサービスを安心して利用できるよ
う、相談体制を充実するなど、サービス事業者の情報開示を進
めます。

高齢介護
課

・パンフレット「いきいき介護保険」や市ホームページにおいて、介護保険
制度や事業者等を周知した。
「いきいき介護保険」配布部数(R4)　
広報折込：32,300部、窓口等配布：1,800部
・圏域ごと４拠点に地域包括支援センターを開設し、センターにおいて地
域で総合的な相談・支援を実施した。

・市の高齢化率が25％を超え、高齢者、認定者数のさらなる増加が予測
される。引き続き制度の周知、相談体制の充実に取り組む。
・地域包括支援センターを中心に各関係団体、事業所等の連携を行い、
相談支援につなぐよう努力する。
・広報による情報発信も引き続き行う。

オ2 介護保険制度
の適正・円滑
な運営

・公平・公正なサービスの提供を通じて、介護保険制度の信頼
を高め、持続可能な介護保険制度の構築に向け、介護サービ
ス事業者や介護支援専門員に対する指導・助言及び支援の充
実を図るとともに、介護給付適正化の一層の推進を図ります。

高齢介護
課

・介護サービス提供、介護給付等の適正化を図るため、事業所に対して
集団・運営指導、ケアプラン点検等を実施した。
・R4運営指導：地域密着型サービス事業所　２箇所
　　　　　　　　　居宅介護支援事業所　６箇所
・R4集団指導：１回
・R4ケアプラン点検：居宅介護支援事業所　６箇所

・集団・運営指導、ケアプラン点検の実施を継続するとともに、コロナ禍
で休止していたケアマネ研修を再開し、取組を進める。
・報酬改定等に対応するための体制構築やスキルアップが必要。運営
指導研修等を受けることにより、指導・助言及び支援の充実を図る。

施策③ 障がい者福
祉

ア1 障がい福祉
サービスの充
実

・施設や病院から在宅・地域生活への移行を進めるとともに、
障がいの種別に関わりなく必要なサービスや支援を利用し、日
常生活を送ることができるよう、地域生活支援拠点の整備や精
神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築など、地域
の基盤整備を進めます。

社会福祉
課

・山城南圏域自立支援協議会において地域生活支援拠点等の整備に
向けた協議を実施した。
・地域生活支援拠点の機能の一部である緊急時の受け入れ・対応につ
いて、市内で障害福祉サービスを提供する１事業所の協力体制を確保
した。

・障がい者の重度化や高齢化、「親なき後」を見据えた地域における支
援体制の強化が必要。
・引き続き、地域生活支援拠点等の整備を行い、地域生活への移行支
援を進めるとともに、障がいのある人の持つ力を発揮できるよう、必要と
されるサービスの提供体制の強化を図る。

ア2 支援体制の整
備・充実

・障がいのある子どもが、日常生活や社会生活の中で自立し
た活動を行えるよう、保育所、幼稚園、認定こども園、学校、児
童相談所、医療機関、さらに地域も含めた関係機関との連携
強化を図ります。
・障がい児相談支援・障がい児通所支援について、利用者の
ニーズを勘案したサービス提供体制の整備・強化に努めます。

社会福祉
課

・木津川市自立支援協議会において障がい児通所支援部会を設置し、
各関係機関を交えた情報共有、障がい児施策の課題の協議・検討を実
施した。
・障がい児通所支援事業において、相談支援機関や児童福祉関係課と
連携し、サービス提供体制を整備した。

・障がいがある子どもであっても、誰もが共に学び合い、成長していける
社会を目指し、障がい児通所支援事業等を中心として地域支援におけ
るインクルージョンの推進を図る。
・障がい児相談支援・障がい児通所支援について、サービス提供体制の
更なる質の向上に努める。

イ 障がいのある
人などの自立
に向けた支援

・障がいのある人が、地域で自立した生活を送ることができる
よう、サービスを提供する事業者や従事者、ＮＰＯ、ボランティ
アなどと協力し、日中の活動の場の確保や充実に努めます。
また、就労移行支援事業や就労定着支援事業などの利用によ
り、障がいのある人の一般就労への移行や定着を推進すると
ともに、行政をはじめ福祉施設や企業など、地域全体で雇用機
会の拡大を図ります。
・障がいのある人が、日常生活を自然に営み、就業の機会や
地域社会に参加する機会の充実に向け、障がい者スポーツ大
会の開催や、障害者いきいきサポート窓口の充実に努めま
す。

社会福祉
課

・障害福祉サービスにおける訓練系、就労系のサービスについて地域の
サービス提供事業所や相談支援事業所と連携し、利用の促進を行っ
た。
・相談窓口として障害者いきいきサポート窓口を開設し、ハローワーク等
と連携し支援を実施した。
・障害福祉サービスの利用者が増加し、日中活動の場や雇用機会の拡
大を実現、かつ一般就労への移行者が増加した。

・テレワークの普及など就労形態が変化していく中で、コロナ禍のような
社会情勢においても、障がいのある人が自立した生活を送ることができ
るよう、様々なニーズに対応する支援体制の構築と各関係機関との連
携を強めることで、日中活動の場の充実や雇用機会の更なる拡大を図
る。
・引き続き、障がい者スポーツ大会の開催（新型コロナウィルス感染症拡
大の影響で令和２年から４年まで未開催）や障がい者いきいきサポート
窓口の実施により就業や地域社会への参加の機会の充実に努める。

5　文化 施策① 生涯学習 ア1 生涯学習機会
の充実

・生涯学習活動を通じて市民の輪が広がるよう、生涯学習講座
における受講者間のネットワークづくりや、各種団体が交流で
きる機会づくりを進めます。
・生涯学習に関連する講座や催しなどの情報を収集・整理し、
市民にわかりやすく発信します。

社会教育
課

・木津川市サークル情報誌を発行し、市ＨＰへも掲載した。
・市民・生涯学習・公民館講座など各種講座については、年２回、 期講座
開催案内を市広報誌に折り込み広く啓発し、定員を超える申し込みが
あった。

・市民・生涯学習・公民館講座については、受講者のニーズに応えた定
期的な内容更新が必要。
・定期的にサークル情報を把握し発信するとともに、魅力内容やオンラ
イン等の講座開催を検討していく。

ア2 誰もが気軽に
利用できる施
設環境の整備

・各生涯学習施設について、地域に密着した学習活動の場と
なるよう、利用者の意見を聞き、施設運営に反映させます。
・子どもから高齢者まで、誰もが気軽に図書館など様々な教
育・文化施設を活用し、日常生活がより楽しく豊かになるような
取組みを進めます。
・公民館活動や生涯学習の場となっている施設の老朽化など
の現状から、交流会館や文化センターなどに公民館機能を持
たせるなど、活動の場の確保や各種活動を支援します。

社会教育
課

○中央図書館管理事業
・長寿命化計画に伴う改修工事設計委託を進めた。（R3年度に改修工
事にかかる設計委託を実施後、R4年度に内容を精査し、工事内容を整
理した。）
・開架スペースの有効活用について検討を行い、一般書の書架を整備
し、利用者に多くの図書が目に触れるようにできた。
○中央図書館運営事業、加茂図書館運営事業、山城図書館運営事業
・利用者アンケートに基づき
　開館時間が9時30分に変更（R2）
　自習席の運用開始（R3）
・協議会での意見より、3館で同時期にできる行事等を実施し相乗効果
を狙った。
○奈良市立北部図書館の利用促進のため広報を行った。
○長寿命化計画に伴う社会教育施設の改修。
・中央交流会館外壁改修、加茂文化センター舞台吊物改修

・引き続き、利用者の利便性の向上に向け取り組む。
・中央図書館はR5、R6年度に長寿命化計画に従い改修工事を進める。
工事に伴う休館が見込まれるが、可能な範囲で開館日を確保できるよう
検討する。
・その他施設も、引き続き長寿命化計画に沿って、外壁改修・舞台吊物・
照明・音響の改修を行う。

イ 市民との連携
による生涯学
習の推進

・市民が自主的・主体的に多彩な活動を展開できるよう、機会
と活動の場の充実を支援し、市民に親しまれる文化芸術の創
造を支援します。
・生涯学習での学びを人とのつながり、地域づくりにつなげるた
め、交流機会の充実やリーダーとなる人材の発掘、育成に努
めます。

社会教育
課

○文化芸術協会や公民館サークル連絡会での芸術活動
○公民館まつりや市民文化祭・講座サークル発表会の実施
・各団体所属のサークルが日頃の活動成果を披露する場を提供した。

・活動メンバーの高齢化が問題であり、幅広い年齢層のリーダー育成を
進めることが必要。
・そのため、各関係機関が実施する指導者研修会の情報を収集・提供
するとともに、積極的に参加できるよう支援を検討する。

施策② スポーツ ア スポーツ活動
の促進

・市民一人ひとりが日常生活にスポーツ・レクリエーションを取
り込み、活動できるよう、体育協会などとの連携及び育成、支
援を図ります。
・市民が快適で安全にスポーツ・レクリエーションに親しめるよ
う、中央体育館施設の充実に努めます。
・スポーツ団体や指導者の育成に努めるとともに、生活に身近
な場所で手軽にスポーツに親しむことができるニュースポーツ
などの普及・充実を図り、スポーツを通じて地域の一体感の醸
成や、市民の健康と体力の向上を促進します。

社会教育
課

○スポーツ推進委員会のスポーツ振興事業
○スポーツ協会やスポーツ少年団でのスポーツ活動
○市民運動会や歴史めぐりマラソン、市民スポーツ大会・教室、ニュース
ポーツイベントを実施
・各スポーツ団体や子どもから高齢者、障がいの有る方もスポーツを楽
しめる場を提供した。

・活動メンバーの高齢化が問題であり、幅広い年齢層のリーダー育成を
進めることが必要。
・そのため、各関係機関が実施する指導者研修会の情報を収集・提供
するとともに、積極的に参加できるよう支援を検討する。

3　一人ひとり
が認め合い、
力を発揮でき
るまちづくり

6　共生 施策① 人権教育・
啓発

ア 一人ひとりを
尊重するまち
づくり

・「あらゆる人々が、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加する
ことにより、人権という普遍的文化を木津川市において構築す
ること」を目標とした、人権教育・啓発推進計画に基づき、あら
ゆる機会を通して人権意識の高揚を図るとともに、様々な人権
問題の解決に向けた施策を推進します。

人権推進
課

・人権問題についての正しい認識と人権感覚を養うことを目的に、研修・
広報等の啓発活動に積極的に取り組むことができた。

○人権推進事務事業
・人権施策推進関連団体への負担金及び補助金
・新型コロナウイルス感染症対策整備
○人権啓発事業
・人権文化のつどい
・人権研修会
・人権講演会
・人権映画会　等

・「あらゆる人々が、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することによ
り、人権という普遍的文化を木津川市において構築すること」を目標とし
た、人権教育・啓発推進計画に基づき、あらゆる機会を通して人権意識
の高揚を図るとともに、様々な人権問題の解決に向けた施策を推進す
る。
・人権啓発協議会と連携し「つなごう- 心と心- ひろげよう- 笑顔の輪」を
テーマとする人権文化のつどいを開催するなど、人権の推進に向けた
情報発信を充実する。

○人権推進事務事業
・人権施策推進関連団体への負担金及び補助金

○人権啓発事業
・人権文化のつどい
・人権研修会
・人権講演会
・人権映画会　等

※ジェンダーによる差別、偏見が根強くある中、性の多様性について尊
重し、誰もがありのままの自分らしく生きられる社会を実現するために多
様な性のあり方について理解を深めるための普及、啓発等の取組を行
う必要がある。

イ 人権相談・情
報発信拠点の
充実

・人権に関する様々な相談や情報発信の拠点として、人権セン
ター機能の充実を図ります。
・人権啓発協議会と連携し「つなごう- 心と心- ひろげよう- 笑
顔の輪」をテーマとする人権文化のつどいを開催するなど、人
権の推進に向けた情報発信を充実します。

人権推進
課

○木津・加茂人権センター運営事業
・各種相談事業：来館者に応対し、各種相談に対応した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・啓発・広報活動：街頭啓発や啓発ポスターの掲示、啓発物品の配布を
おこなった。
・特設人権相談所開設：開催日程どおりに開催した。
○成人生活学級事業
・各種講座
・短期講座
・健康体操
・高齢者交流事業

・人権に関する様々な相談や情報発信の拠点として、人権センター機能
の充実を図る。

○木津・加茂人権センター運営事業
・各種相談事業
・啓発・広報活動事業
・特設人権相談所開設
○成人生活学級事業
・各種講座
・短期講座
・健康体操
・高齢者交流事業

施策② 国際化・友
好都市交流

ア 多様・多彩な
人々の英知を
結集するまち
づくりの実現

・友好都市をはじめ、様々なまちと市民レベルでの交流を図り、
地域の活性化や独自性・個性の確立に努めます。
・広い視野を持った国際性豊かな人材の育成や、市内に暮ら
す外国人も同じ市民として、互いの価値観を尊重できるよう、
友好都市であるサンタモニカ市と中学生海外派遣事業を、ま
た、京丹後市と少年野球など友好都市交流事業に取り組み、
文化交流、国際理解や学校教育などの充実及び交流意識の
高揚を図ります。

社会教育
課

○サンタモニカ市との中学生海外派遣事業
　サンタモニカ市へ市内の中学生を派遣するとともに、サンタモニカ市か
らも中学生の受け入れを行った。
（ただし、コロナ禍により令和２年度から令和４年度には交流事業を中
止）
○日本語教室や外国人のための防災訓練など市在住外国人支援や外
国人と巡る市内観光地ツアー・英語で世界を知ろうなどの国際交流事業
を推進し、交流の場を広げた。

・中学生派遣事業の参加者が継続的に市の施策や国際交流協会に関
り、派遣事業を通して得た知識や経験を活用できるよう検討する。
・増加する市在住の外国人に対応するため、国際交流協会との連携を
密にしながら、日本語教室の充実など支援体制の強化を図る。

5



前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

3 6 施策② 国際化・友
好都市交流

ア 多様・多彩な
人々の英知を
結集するまち
づくりの実現

・友好都市をはじめ、様々なまちと市民レベルでの交流を図り、
地域の活性化や独自性・個性の確立に努めます。
・広い視野を持った国際性豊かな人材の育成や、市内に暮ら
す外国人も同じ市民として、互いの価値観を尊重できるよう、
友好都市であるサンタモニカ市と中学生海外派遣事業を、ま
た、京丹後市と少年野球など友好都市交流事業に取り組み、
文化交流、国際理解や学校教育などの充実及び交流意識の
高揚を図ります。

人事秘書
課

・木津川市京丹後市友好交流事業補助金を交付し、京丹後市との交流
を促進した。
・国際交流員（ＣＩＲ）を任用し、外国人住民の各手続の円滑化に寄与し
た。

・交流事業の周知を図るとともに、国際交流では様々な国籍の外国人住
民に対する対応が必要。
・引き続き、多種多様なニーズに応じ取組を検討し、継続的に取り組む。

施策③ 男女共同参
画

ア 男女がともに
輝くまちづくり

・「男女がともに輝くまちづくりを目指して」を目標とした男女共
同参画計画及び「女性の社会への参画と活躍への推進」を目
標とした女性活躍推進計画に基づき、男女の自由と平等を阻
む意識・慣行の見直しに向けた教育・学習の充実を図るととも
に、職場・地域社会での男女共同参画の促進に向けた施策を
推進します。
・キラリさわやかフェスタ実行委員会と連携し「女( ひと) と男( 
ひと) みんなが主役 すてきな木津川市( まち)」をテーマとする
キラリさわやかフェスタを開催するなど、男女共同参画推進に
向けた情報発信を充実します。

人権推進
課

○男女共同参画推進事業
・令和３年３月に「第２次木津川市男女共同参画計画」を策定した。
・「キラリさわやかフェスタ」「男女共同参画講演会」「男女共同参画動画
配信」などを実施した。
・キラリさわやかフェスタや講演会の参加者からは、アンケートにて「参
加して良かった」「気付かされた」などの声を頂いており、啓発事業として
効果はあったと考えている。

○男女共同参画推進事業
・第２次木津川市男女共同参画計画の中間見直しに合わせて実施する
アンケート調査にてニーズを把握するとともに、関心を示さない方々を含
め、啓発活動を強化する。
・誰もが意欲に応じて社会のあらゆる分野で個性と能力を十分に発揮す
ることができ、夢や希望を実現できる社会、男女が等しくその人権を尊
重し合い、安心・安全に暮らせる社会の実現を目指し、引き続き、第２次
木津川市男女共同参画計画に基づき男女共同参画の取組みを推進す
る。

イ 女性の就業支
援・情報発信
拠点の充実

・女性に関する様々な相談、就業支援、働く女性の福祉の増進
や男女共同参画に関する発信の拠点として、女性センター機
能の充実を図ります。

人権推進
課

○女性センター運営事業
・講座（就業支援、健康、生活）の開催。参加者からは、アンケートにて
「また参加したい」との好評を得ている。
・女性相談業務の実施。関係する機関や課と連携しながら慎重な対応
に努めた。
・自主サークル活動支援として、「女性センターまつり」を開催し、日頃の
活動成果の発表と市民間交流や利用者拡大を図った。　等

・活動者の高齢化を踏まえて、若年層に対して、女性センター事業が周
知できるよう広報活動を更に強化するとともに、オンライン開催も検討す
ることが必要。
・女性に関する様々な相談に対応するとともに、就業支援講座の開催を
はじめ、働く女性の福祉の増進や男女共同参画に関する情報発信の拠
点として、女性センター機能の充実を図るとともに広報活動を強化する。

7　協働 施策① 市民参加・
参画

ア1 市民と行政と
の協働体制の
確立

・市民と行政が協働し、各主体がそれぞれの持ち場で力を活
かす「自助・共助・公助」で支え合うまちづくりを推進します。

総務課 ○自治振興事業費
・地域活動支援交付金や集会所整備等事業補助金を活用して、各行政
地域や自治会等の魅力ある地域づくり活動、及び各地域等からの申請
に基づき、集い・活動の場となる自治会等の集会所の改修を支援するこ
とで、共助における基礎的な組織である行政地域の自主性を高め、市
民と行政が協働したまちづくりを推進した。

・引き続き、地域と協力・連携して、魅力ある地域活動を展開・周知し、市
民の自治会加入を推進することが必要。
・そのため、地域活動に活用できる多くの補助制度を周知する等、引き
続き地域活動を支援する。

7 施策① 市民参加・
参画

ア1 市民と行政と
の協働体制の
確立

・市民と行政が協働し、各主体がそれぞれの持ち場で力を活
かす「自助・共助・公助」で支え合うまちづくりを推進します。

学研企画
課

・コミュニティ助成、地域交響プロジェクトなどの制度の活用により、まち
づくりを推進し、団体活動の活発化に繋がった。

・より多くの団体に補助制度を周知する必要があり、周知方法の充実化
を検討する。

7 ア2 まちづくり活動
への支援の充
実

・誰もが「住みたい・住み続けたい・住んでよかった」と実感でき
るよう活力と魅力のあるまちづくりを目指すため、市内で頑張る
個人・団体の郷土愛を活かした活動への支援を進めます。
・多様・多彩な市民の豊かな経験や英知をまちづくりに活かす
ため、市民が交流できるよう情報提供や機会づくりを進めま
す。

学研企画
課

・地域交響プロジェクトなどの制度の活用により、まちづくりを推進し、団
体活動の活発化に繋がった。

・より多くの団体に補助制度を周知する必要があり、周知方法の充実化
を検討する。

ア3 市民の声を市
政に活かす仕
組みの充実

・まちづくりを進めるうえで、市民の多様な意見を施策に反映さ
せるため、パブリックコメント制度や市民ワークショップ、各種審
議会への公募委員参画などの市民協働施策の充実を図りま
す。
・若い世代の選挙や政治に対する関心を高めるため、市内の
中学校において出前講座を開催するなど啓発活動の充実を図
ります。

【左の取組方針の「～市内の中学校」について：実際の取組は
小学校、中学校、高等学校】

総務課 ○一般管理庶務事業費
・市民の意見を活かすべく、国の行政処理に関する苦情・相談を受ける
行政相談を実施した。
・毎月、市内２会場での相談を実施した。市内商業施設での実施や、市
内小中学校での出前授業にも取り組んだ。
○選挙管理委員会事務事業費
・選挙管理委員会において、選挙を公平・公正に執行する。
・より投票しやすい環境づくりを進めるべく、市内ショッピングモール内に
設置する期日前投票所を継続した。
○選挙啓発事業費
・市明るい選挙推進協議会とともに、選挙に関する意識の向上、投票率
の向上に向けて、児童・生徒から選挙啓発ポスター・標語を募集するほ
か、市内学校において出前講座を実施した。
・また１８歳有権者に、選挙啓発用のバースデーカードを送付する他、令
和３年衆議院選挙以降はニュースサイト等閲覧時に市の選挙のホーム
ページにリンクするターゲティング広告を実施した。
・各種選挙啓発の実施等により、市の投票率は、前回同一選挙に比べ
向上した。１８・１９歳の投票率においても同様。

・引き続き、取組を実施する。

○選挙管理委員会事務事業費・選挙啓発事業費
・各種選挙啓発を継続、拡充するとともに、投票所のバリアフリー化、コ
ミュニケーションボードの設置など、全ての方に投票しやすい環境づくり
に努める。
・投票率や選挙時の選挙人及び事務従事者からの意見等も含めた分
析・研究により、より投票しやすい環境づくりや、より効果のある選挙啓
発に努める。

7 施策① 市民参加・
参画

ア3 市民の声を市
政に活かす仕
組みの充実

・まちづくりを進めるうえで、市民の多様な意見を施策に反映さ
せるため、パブリックコメント制度や市民ワークショップ、各種審
議会への公募委員参画などの市民協働施策の充実を図りま
す。
・若い世代の選挙や政治に対する関心を高めるため、市内の

学研企画
課

・行政計画策定時など、随時パブリックコメントなどを実施し、市民協働
の取組みを実施した。
・策定した計画に広く市民の意見を反映することができた。

・パブリックコメントの意見数を増やす取り組みが必要であり、制度周知
や回答方法の追加などを検討する。

7 施策① 市民参加・
参画

ア3 市民の声を市
政に活かす仕
組みの充実

・まちづくりを進めるうえで、市民の多様な意見を施策に反映さ
せるため、パブリックコメント制度や市民ワークショップ、各種審
議会への公募委員参画などの市民協働施策の充実を図りま
す。
・若い世代の選挙や政治に対する関心を高めるため、市内の

人事秘書
課

・多様な意見を市行政運営に反映するため、公募委員の積極的な登用
を推進する庁内文書の発出や、実態調査を実施した。
・公募委員の割合の増加により、市民の市政への参加を促進した。

・今後も適切な運用を図るよう指導・周知を継続する。

施策② 地域コミュ
ニティ

ア 自治会など地
域コミュニティ
の活性化

・地域コミュニティの推進と市政の情報共有などを行うため、行
政地域制度を推進し、地域長との連携を図ります。
・自治会活動や自治会などが取り組む自主的な魅力ある地域
づくり活動を支援します。

総務課 ○自治振興事業費
・市内３３の行政地域の地域長と地域長会議等を通じ課題を共有し、連
携して対応した。
・地域活動支援交付金や集会所整備等事業補助金も活用して、各行政
地域や自治会等の魅力ある地域づくり活動、及び各地域等からの申請
に基づき、集い・活動の場となる自治会等の集会所の改修を支援した。

・引き続き、地域長会議等を通じ課題を共有し、連携して対応するととも
に、魅力ある地域活動を展開・周知し、自治会活動への関心を高め、自
治会への加入を推進することが必要。
・そのため、地域活動に活用できる多くの補助制度を周知する等、引き
続き地域活動を支援する。
・現在の支援を維持・継続しつつ、地域が実施する集会所の維持管理等
に係る意見をもとに、市ができる対策・支援、今後の集会所のあり方に
ついて検討を進める。

7 施策② 地域コミュ
ニティ

ア 自治会など地
域コミュニティ
の活性化

・地域コミュニティの推進と市政の情報共有などを行うため、行
政地域制度を推進し、地域長との連携を図ります。
・自治会活動や自治会などが取り組む自主的な魅力ある地域
づくり活動を支援します。

学研企画
課

・コミュニティ助成の制度説明と活用を支援し、自治会を中心とした団体
の活動活性化に繋がった。

・引き続き、制度周知と補助事業を継続していく。

イ 学校などとの
地域連携

・小、中、高等学校、大学などでは、地元地域を対象とし、福
祉、環境、文化、芸術、スポーツなど、様々な分野で連携が進
んでおり、特色ある学校づくりの活動などに対する支援や、
様々な施策において地域との協働・連携を推進します。

学研企画
課

・大学生のインターンシップを受け入れ、インターンシップ生の視点によ
り、新たな意見を得られた。

・行政側の意見だけではなく、インターンシップ生の新しい視点からの意
見を広く反映していく。
・受入に対しての各課のハードルが高いため、インターンシップ受入によ
り得られる効果について広く周知する。

4　人・資源・立
地を活かし、未
来を拓く産業
のまちづくり

8　観光交
流

施策① 観光振興 ア1 魅力ある地域
資源の活用

・地域の優れた歴史的遺産や文化的遺産、歴史的に水運を利
用してきた木津川を中心とする豊かな自然環境及び農林業な
どを活用した観光活動を推進するとともに、木津川市と関連性
の強い奈良・京都の歴史的遺産、文化的遺産との連携で、相
乗効果を活かした広域的な観光ルートの充実や観光・交流産
業の育成・発展を図ります。
・観光協会、ＮＰＯ、ボランティア、ふるさとミュージアム山城な
どと連携・協働し、観光振興に取り組みます。
・一般社団法人京都山城地域振興社（お茶の京都ＤＭＯ）を中
心に進められている「やましろ観光」事業と連携・協働し、歴史
探訪や自然体験などの広域的な事業への参画を図り、新たな
地域の魅力の掘り起こしを進めます。

観光商工
課

・関係団体と連携し、文化的遺産である恭仁宮跡や寺社にてイベントを
行い観光振興に取り組んだ。（木津川アート、海住山寺・岩船寺・神童寺
ライトアップ等）岩船寺・神童子は、イベント開催について徐々に定着して
きている。
・一般社団法人京都山城地域振興社と連携し、「古寺巡礼バス」の運行
を実施。春・秋の秘宝秘仏特別公開の時期に奈良市からの誘客を図る
ことができた。

・インバウンドへの対応として、外国人観光客が何を求めているのか、ど
んなものが好まれるかを見極め、地域資源の魅力を発信していくことが
必要。
・また外国語対応ガイドの育成が必要。

ア2 地域が主体と
なった観光の
推進

・森林・里地里山を観光レクリエーションや体験型・滞在型学習
活動の場として活用するため、森林公園、ＮＰＯ、ボランティア
などと連携・協働した取組みを推進します。
・地元の農産物などの活用や、工芸品など特産物の開発を促
進するとともに、販売ルートの確立を図ります。
・市民などの地域間交流及び観光産業・地域産業の振興を図
るため、市民協働による祭りやイベントなどの支援を進めま
す。
・歴史的な町並みや、地域特産品などの特色を活かした地域
づくりと地域の魅力発信に努め、戦略的に観光産業の展開を
図ります。

観光商工
課

・市民協働を手法として木津川アートを開催。木津川アートプロジェクト
において中心であった市民スタッフが、市内で新たな活動に取り組まれ
たり、新たな拠点が誕生し、市民が主体となった魅力あるまちづくりが進
んだ。
・市民団体で組織される実行委員会において、新型コロナウイルス感染
症対策を講じた新たな形式で、木津川市夏祭り（木津川市市民まつり）
を開催した。

・継続して開催する。
・木津川市夏祭りの開催方法について、木津町・加茂町・山城町で公平
となるような開催方法が実行委員会で検討課題となっている。

イ 歴史と自然の
ネットワークづ
くり

・多様な観光関連団体などと連携し、市内に数多く点在する豊
かな歴史的遺産、文化的遺産などを活かした観光コースづくり
や探訪ツアーの実施に取り組みます。
・観光案内板やまちかど観光案内所の充実に努め、多言語対
応パンフレットなどを活用し、観光地に訪れる市民や観光客の
快適性を高める取組みを進めます。
・現代アートの活用やクリエイターと連携し、市内の各地域の
魅力を発見・発信します。

観光商工
課

・関係団体と連携し、歴史的遺産である大井手用水ツアーを開催した。
・観光客の快適性を高めるため、観光案内板の更新、補修を行い、ま
た、まちかど観光案内所の充実に取り組んだ。
・当尾の郷会館CREATION　PROJECT参加作家主体でイベント「とおの
おと」を開催。
・当尾地域への訪問者の増加、当尾地域住民との連携を図れた。

・引き続き、取組を実施する。
・インバウンド対応の観光案内板の設置。
・観光地である寺とも連携し、効果的な看板設置の検討を進める。

ウ 旧奈良街道や
大仏鉄道の活
用

・山背古道を活用したウォーキング事業や、沿線周辺の店舗な
どと連携し、地域の魅力を伝える取組みを進めます。
・奈良市や関係団体と連携しながら、ウォーキングルートであ
る大仏鉄道遺構めぐりを観光資源として活用し、まちへの愛着
づくりや魅力発信を進めます。

観光商工
課

・山背古道推進協議会による山背古道ウォーキングイベントを開催し、
沿線上にある地域の魅力を伝えるため「謎解きラリー」も作成。
・新たな年齢層に周知が図れた。
・「幻の大仏鉄道遺構めぐりマップ」を奈良市等関係団体と連携し、隔年
印刷して魅力発信を推進した。

・継続して、旧奈良街道や大仏鉄道の活用イベントを推進する。
・大仏鉄道遺構の保全が課題。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

施策② 文化財の保
全・活用

ア 歴史的・文化
的遺産の保全
と活用

・史跡恭仁宮跡の公有化を進めるとともに、観光スポット・歴史
学習の場としての環境整備を進めます。
・当尾地域の緑豊かな環境のもと、浄瑠璃寺・岩船寺・石仏群
などを活かした歴史学習や散策コースなど、レクリエーション空
間としての環境整備を進めます。
・史跡椿井大塚山古墳の保存と史跡高麗寺跡の保存活用整
備を進め、文化遺産の保全を図ります。
・史跡奈良山瓦窯跡と史跡神雄寺跡の保全を図り、周辺と調
和のとれた環境整備を進めます。
・市内の文化財の保護活用マスタープランにつながる木津川
市歴史文化基本構想の策定に取り組み、文化財保存活用地
域計画を作成します。
・国宝を含む国指定文化財や府指定等文化財、市指定文化財
及び未指定文化財など、文化財の保全を支援します。
・地域の伝統芸能など、貴重な文化遺産を守り、継承していく
ための支援に努めます。

文化財保
護課

○文化財公開管理事業
・市管理史跡指定地や遺跡公園、文化財保管施設の管理を行った。
・史跡地内の除草・清掃・花栽培等を行った。
○史跡等公有化事業
・史跡恭仁宮跡（山城国分寺跡）の公有化４,１７８．９７㎡、史跡椿井大
塚山古墳の公有化６６８㎡
○史跡整備活用事業
・史跡高麗寺跡の第一次整備完了、高麗寺跡遺跡公園を開園した。
・史跡椿井大塚山古墳防災施設整備対象６地点のうち３地点の整備を
実施した。
○文化財保護事業費
・文化財愛護団体及び文化財保全修理・維持管理事業者への補助金交
付、新たな市指定文化財の指定（３件）
○市内遺跡発掘調査事業
・埋蔵文化財包蔵地での公共事業及び民間開発に伴う試掘・確認調
査、史跡現状変更判断のための発掘調査を実施した。
○地域の文化財資料調査活用事業
・現光寺・大智寺所蔵資料調査完了、『現光寺・大智寺資料調査報告
書』を発行。
○歴史文化基本構想策定事業
・木津川市文化財保存活用地域計画を作成し、計画案を文化庁へ認定
申請を行った。

・引き続き、取組を実施する。
・史跡恭仁宮跡については、現在、京都府文化財保護課が中心となって
活用整備構想検討中。
・この動向を踏まえて、史跡管理団体である市が保存活用計画を策定
し、これに基づいて公有化等を推進する。
・木津川市文化財保存活用地域計画案を文化庁へ認定申請中。
・認定後、文化財愛護団体や文化財所有者地域計画推進実行委員会を
立ち上げ、計画に基づく取組みを推進する。

施策② 文化財の保
全・活用

ア 歴史的・文化
的遺産の保全
と活用

・史跡恭仁宮跡の公有化を進めるとともに、観光スポット・歴史
学習の場としての環境整備を進めます。
・当尾地域の緑豊かな環境のもと、浄瑠璃寺・岩船寺・石仏群
などを活かした歴史学習や散策コースなど、レクリエーション空
間としての環境整備を進めます。
・史跡椿井大塚山古墳の保存と史跡高麗寺跡の保存活用整
備を進め、文化遺産の保全を図ります。

観光商工
課

・当尾地域に散策コースとして設定している「石仏の道」に隣接する土地
の危険木を伐採、撤去及び処分する業務を、除去事業として観光協会
に委託している観光振興事業の環境整備の一貫として実施した。

・当尾地域の高齢化により、危険木除去の個人での作業は難しくなる一
方であるため、継続して取組を実施する。
・制度の認知が十分ではない可能性があるため、当尾地域での「当尾通
信」発行の際に制度について掲載するなど、周知を図っていく。

イ 市民との連携
による歴史学
習の推進と文
化財の公開

・地域史研究者、各種団体、小中学校との連携による文化財
の啓発・学習事業を進めるとともに、啓発展示などの情報発信
を進めます。
・市内の自然・文化・産業などとともに文化財を資源として市民
とともに活用する体制の構築に努め、市民のふるさとに対する
誇りと郷土愛の向上に努めます。

文化財保
護課

○文化財保護事業費
・ふれあい文化講座開催やケース展示などの啓発活動、文化財愛護団
体への補助金交付、新たな市指定文化財の指定した。
・ふれあい文化講座は、令和元年度の開催以来、その後は開催を見合
わせ。
・令和５年度再開を予定。
○埋蔵文化財活用事業
・史跡説明板多言語化（高麗寺跡・山城国分寺跡）、史跡パンフレット作
成（高麗寺跡・椿井大塚山古墳）。
・埋蔵文化財活用事業は、計画していたスタンプラリーを実施を見合わ
せ。令和５年度、恭仁宮をテーマとする催しを予定。

・引き続き、取組を推進する。

9　産業・
雇用

施策① 農林業 ア1 農業経営の安
定対策

・農業の経営感覚のある人づくりのための取組みを支援しま
す。また、女性の経営参画と農業技術や経営管理などの向上
に向けた支援を進めます。
・営農基盤づくりのため、かんがい排水施設整備、老朽ため池
の改修など、農業生産基盤整備を計画的に進めます。
・ 遊休農地の発生防止及び農業施設の長寿命化を目的とし、
農業などの担い手に集中する水路・農道などの管理を地域で
支え、農地集積にかかる活動を支援します。

建設課 ○木津かんがい排水事業・ため池維持管理事業
・木津かんがい排水事業及びため池維持管理事業として、
かんがい排水施設整備と老朽ため池の改修を行った。
・府営基幹農業水利施設ストックマネジメント事業（木津用水地区）
・団体営鹿背山取水地区事業（木津用水地区）
・水利施設等保全高度化事業（木津揚水機場Ⅰ地区）
・ため池点検調査業務
・梅谷地区実施計画策定業務
・小防院池実施計画策定業務
・府営農村地域防災減災事業（梅谷地区）

・営農基盤づくりのため、かんがい排水施設整備、老朽ため池の改修な
ど、農業生産基盤整備を計画的に進める。

ア1 農業経営の安
定対策

・農業の経営感覚のある人づくりのための取組みを支援しま
す。また、女性の経営参画と農業技術や経営管理などの向上
に向けた支援を進めます。
・営農基盤づくりのため、かんがい排水施設整備、老朽ため池
の改修など、農業生産基盤整備を計画的に進めます。
・ 遊休農地の発生防止及び農業施設の長寿命化を目的とし、
農業などの担い手に集中する水路・農道などの管理を地域で
支え、農地集積にかかる活動を支援します。

農政課 ○地域農業再生事業
・農業者の安定生産の向上や労働力の省力化への支援として農林水産
振興費補助金を交付した。
・農作物の生産拡大に必要なパイプハウスや集荷調整のための冷蔵
庫、農作業の効率化を図るスマート農業実装や規模拡大と経営安定の
ため農機具の購入費等補助金を交付し、農業経営の安定化を図った。
○農業経営基盤強化資金利子助成事業
・農業経営基盤強化のため認定農業者へ借入金に対する利子助成を実
施した。
○ほ場整備推進事務事業
・高田地区のほ場整備の取組を支援した。
○農地集積への支援
・市農地バンクの制度化など一定の集積に繋がる取組を実施した。

・農業経営への女性の経営参画に向けた支援は十分に行えていない。
・経営発展、資金確保、設備等の導入、安定した農産物の生産などの具
体的なニーズに対する支援が必要。
・収益の安定・向上や作業コストの削減（効率化）に取り組むことができ
るよう国・府等の支援策を十分に周知するとともに、農業者のニーズを
聞き取り、農業者が適格な支援を受けられるようサポートする。

ア2 担い手育成支
援

・担い手不足の解消のため、ＪＡや関係機関と連携し、農業技
術者研修や営農指導の充実に努めます。
・遊休農地や耕作放棄地を増やさないために、地域ぐるみによ
る農業振興などの取組みを支援します。
・意欲ある新規就農者などに対し、農地集積による受入体制の
強化を図るため、京力農場プランの作成を支援します。

農政課 ○地域農業再生事業費
・新規就農者に対して、就農直後の不安定な経営を支援するため補助
金を交付し、担い手の確保・育成に努めた。
○京力農場プラン作成事業
・京力農場プランの作成について継続的に取組を推進した。（新規就農
者へ補助金を交付に必要）。
○農地中間管理事業
○ＪＡなす部会の後継者育成事業
・ＪＡ、普及センターと連携し、ＪＡなす部会の後継者育成事業として「な
す塾」を開催した。

・前期基本計画の取組を継続する。
・任意の策定であった京力農場プランが、地域計画として策定が法定化
されたことから、地域や担い手に必要な国・府の支援策が活用できるよ
うに早期策定に向けた取組を地域と関係機関が一体となって進める。

ア3 ブランド農産物
の推進

・地域特性を活かした伝統野菜の産地形成を進めるとともに、
新たな農産物の開発や付加価値化を推進するとともに、農業
者などによる市内農産物のブランド化に向けた事業を支援しま
す。
・市内農業者、経営者、学識者、一般消費者、クリエイターなど
で組織する「木津川市農で頑張る協議会」と連携し、ブランド農
産物の開発など、都市近郊農業の振興及び活性化を図りま
す。

農政課 ○地域農業活性化事業
・木津川市農で頑張る協議会を通じて、農産物や加工品などの広報物
を制作し、付加価値を図った。
・公社）京のふるさと産品協会が、認証する京のブランド産品について、
えびいも、京山科なす、花菜、京みず菜を支援し、ブランド化に貢献。
○木津川茶茶茶応援事業
・コロナ支援事業の一環として、市内産の茶葉をティーバッグに加工し、
市内外に配布。市内産のお茶について十分なPRができた。

・引き続き、取組を実施する。

ア4 茶業の振興 ・茶業の振興を図るため、「お茶の京都マスタープラン」に基づ
き、戦略的な拠点づくりや、お茶をテーマとした広域観光・地域
活性化に係る「お茶の京都ＤＭＯ」事業などとの連携を進めま
す。
・茶生産者の育成を図るため、茶品評会の出品に対する支援
を進めます。

農政課 ○茶業振興事業
・京都府茶品評会への出品茶に対し、補助金と茶園の新植及び老朽化
した茶園の改植に対して補助金を交付し、後年度に均質な生葉生産に
よる良質な茶を生産できるよう支援した。
○木津川茶茶茶応援事業
・コロナ支援事業の一環として、市内産の茶葉をティーバグに加工し、市
内外に配布。市内産のお茶について十分なPRができた。

・生産者、山城茶業組合、ＪＡ、観光協会等の関係者との意見交換や情
報共有の場を設定し、一体となって産地化を進める。（覆いでうま味を引
き出す「かぶせ茶」と抹茶の原料となる「てん茶」の生産地としてブラン
ディング。）
・好評である「どんなあじ？」の商品化を継続し、手軽にお茶を味わって
もらう一方、寺社仏閣（市外からの観光客）や外食（市民）において急須
で本格的なお茶を味わってもらうよう推進する。
・茶生産者の協力を得て、新規就農希望者への実地研修や農業者間で
の協力体制の構築による労働力不足の解消に努める。
・茶業関係者へのヒアリングを実施し、具体的に必要な支援を実施し、
茶業の振興を推進する。
・宇治茶の郷づくり協議会との連携を図る。

ア5 地産地消の推
進

・学校給食との連携や、観光商工団体の協力などにより、市内
農産物の直売所の設置に向けた支援など、地産地消を推進す
るとともに、地域における豊かな食文化の創造と発展を図りま
す。

農政課 ○地域農業活性化事業
・市内の商業施設内にて地場産コーナー運営等に取り組み、また、木津
川市農で頑張る協議会のクリエイター部が企画・編集するフリーマガジ
ン「jiwajiwa」の作成に補助金を交付し、地産地消を啓発した。
・市内生産者により学校給食への納品を行った（当初５品目から現在
は、９品目）。

・引き続き、取組を実施するとともに、高齢者福祉施設とも連携し、地産
地消を推進する。
・直売所については、生産者や消費者のニーズから設置の必要性を見
極める。
・また農産物の直売所の設置に向けた支援の内容を明確・周知が必
要。
・生産者と多くの異業種との連携やマッチングにより、今までと違った取
組の掘り起こしを推進する。

ア6 鳥獣被害対策 ・有害鳥獣などによる農作物への被害を防止するため、京都
府などと連携し、被害の実態調査、研究、生息個体数の適正
な管理、防除施設の設置を支援します。

農政課 ○有害鳥獣対策事業
・有害鳥獣による農産物の被害防止を図るため、有害鳥獣防除施設置
に対する補助金を交付するとともに、猟友会へ有害鳥獣の駆除委託や
木津川市有害鳥獣対策協議会へ負担金を交付し、市内の農作物等の
被害軽減に努めた。

・被害が多発している地域については、地域全体での被害防止に努め
る。
・集落全体の防除意識向上と地元主体の定期的な防護柵等のメンテナ
ンスに取り組む。
・国・府の補助事業等、有害鳥獣捕獲に係る奨励金に市単独で上乗せ
し捕獲の拡大を図る。
・捕獲員数の増に向けて、市単独事業による狩猟免許助成事業費補助
金の交付を行う。
・食肉処理加工施設が市内で開設されたことからジビエ利活用の推進と
捕獲活動の活発を図る。

イ 豊かな里山づ
くりへの林業の
振興

・森林整備計画に基づき、森林資源の保全など、地域の特性
に応じた林業振興施策を推進します。
・森林組合、ＮＰＯ、ボランティアなどと協働し、放置竹林や松枯
れ及びナラ枯れ対策など、森林の保全を図ります。
・京都府豊かな森を育てる府民税などを活用し、森林の整備や
保全、森林資源の循環利用を進めるための取組みを進めま
す。

農政課 ○林業振興事業
・森林整備活動を進める森林ボランティア団体に対し補助金を交付し、
森林整備や保全活動に努めた。
○松林保全対策事業
・健全な松を松くい虫から守るため薬剤を注入し、森林の公益的機能の
保全を図った。
○放置竹林被害拡大防止事業
・森林の公益的機能の保全のため、放置竹林の刈り払を実施した。

・引き続き、取組を実施する。

施策② 商工業 ア 商業の活性化 ・快適で利便性の高い商業環境の整備、商業の経営基盤の強
化を進め、商業の活性化を支援します。
・便利でにぎわいのある中心都市拠点を目指すとともに、加
茂・山城地域の都市拠点において各地域の日常生活拠点とし
て、商業・業務機能の充実を図り、活力あるまちづくりを進めま
す。

観光商工
課

○産業競争力強化支援事業
・認証取得・更新や展示会出展、販路拡大等の助成を行うことで商業の
発展に寄与した。

・加茂地域：過疎地域の指定を受けたことによる税制優遇も活用して、
企業の誘致や設備投資を通じた地域の商工業の発展を目指す。
・山城地域：未活用地を活用し、商工業の発展を目指す。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

イ 中小企業振興 ・少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応など、厳しい事
業環境を乗り越えるため、中小企業の先端設備などの導入を
促し、市内中小企業の労働生産性の向上を図り、関西文化学
術研究都市の中核地としてさらなる経済発展を推進します。
・中小企業について、ものづくりフェアなど広く市民に周知する
機会を設け、地元地域における購買意欲を促し、地域経済の
活性化を図ります。
・高齢者や交通弱者が買い物に困らないよう、また、商業者の
高齢化や後継者不足などの解消に向け、商工会と連携し、地
域経済の活性化を担う人材づくりや、時代に合わせた商店経
営を支援します。
・市内企業や個人事業主の競争力の強化や販路拡大を支援
し、市内産業の活力強化を進めるとともに、ＰＲを図ります。

観光商工
課

○先端設備等導入計画の認定
・先端設備等導入計画の認定により、中小企業の設備投資等を促し、労
働生産性向上を図った。
○ものづくりフェアの実施
・ものづくりフェアを実施し、市民に対して地域産業の発信を行い、購買
意欲を促進した。
○産業競争力強化支援事業
・認証取得・更新や展示会出展、販路拡大等の助成を行うことで商業の
発展に寄与した。

・引き続き、オープンファクトリーの推進などを通じて市内企業の振興を
図る。

○オープンファクトリーの推進
・ものづくり企業等が一般に生産現場を公開し、来場者にものづくりの工
程や技術を体験してもらう機会を木津川アートを通じて提供する。

ウ 伝統産業の支
援・振興

・相楽木綿から発達した織物や織物ふすま紙をはじめ、柿渋な
どの伝統産業の支援に努め、振興を図ります。

観光商工
課

○第１０回「伝統と先端と」～日本の地方底力～
・織物産業の振興を目的に、自治体国際化協会が実施する事業へ参画
した。

・引き続き、伝統産業の支援・振興を図る。
・地域の特産品や伝統工芸品などの調査を行い、地場産品を用いた商
品の企画・開発を行う。

エ 市内企業の連
携強化

・学研地区に立地する企業のみならず、市内の中小企業同士
の交流を深めるため、また、新たな産業創出のため、異業種間
連携懇談会を開催するとともに、地元定着、流出防止対策を
推進します。

観光商工
課

○木津川市立地企業等懇談会
・商工会や新産センターと連携し、異業種間懇談会や交流会を実施し
た。

・引き続き、オープンファクトリーの推進などを通じて市内企業の連携強
化に取り組む。

○オープンファクトリーの推進
・ものづくり企業等が一般に生産現場を公開し、来場者にものづくりの工
程や技術を体験してもらう機会を木津川アートを通じて提供する。

オ 企業誘致 ・京都府や関係機関などと連携し、周辺環境に配慮した企業の
積極的な誘致活動を展開します。
・企業立地を促進するため、効果的な支援制度などを検討しま
す。
・景気動向や企業の立地需要に応じた土地利用の規制緩和や
整備手法を検討します。

観光商工
課

・企業立地を促進するため、効果的な支援制度により誘致活動を促進し
た。
○事業場設置助成金
○雇用創出助成金
○操業支援助成金

・引き続き、企業誘致を推進する。
・学研地区の企業誘致と目標が重複しているため一本化することが望ま
しい。

カ コミュニティビ
ジネスの促進

・地域内の多様なニーズに対応した事業手法として、コミュニ
ティ・ビジネスの促進を図ります。

観光商工
課

○地場産品を活用したビジネス促進
・地域の名産品や特産品を活かした商品開発などを行うことで地域の課
題解決を図った。

・引き続き、商品の開発などを通じて、地域のコミュニティビジネスの促
進を図る。
・地域の特産品や伝統工芸品などの調査を行い、地場産品を用いた商
品の企画・開発を行う。

施策③ 雇用対策 ア1 雇用の場の確
保

・雇用吸収力の高い企業の誘致や、既存企業の活力向上など
の支援に取り組み、魅力ある雇用の場の確保に努めます。

観光商工
課

・企業の誘致を行い、市内雇用者数が約100人増加した。 ・引き続き、雇用吸収力の高い企業の誘致や、既存企業の活力向上な
どの支援に取り組み、魅力ある雇用の場の確保に努める。

ア2 就業支援対策
の強化

・ジョブパークやハローワークなど関係機関と連携し、就業機
会の確保や就業能力開発などの就業支援対策の強化に努め
ます。
・市内企業の情報を提供する機会を設け、新規高等学校卒業
者などの就職希望者が、市内で働く場を確保できるよう努めま
す。また、企業の雇用確保の観点から、就職フェアなどのイベ
ント情報を提供するなど、地元雇用につながる施策を展開しま
す。

観光商工
課

・関係機関と連携し、就業支援を実施。一方で、就職フェア等のイベント
については、新型コロナウイルス感染症の影響で令和元年度以降は中
止となった。
・関係機関と連携したイベントや情報発信により、就業支援を行うこと
で、地元雇用に繋がった。

・引き続き、関係機関と連携したイベントや情報発信を行い地元雇用に
繋げる。
・その際、アフターコロナや人材不足の影響を注視し、雇用創出イベント
等の開催を検討する。

ア3 創業支援の充
実

・創業支援相談窓口を設置するとともに、木津川市商工会や各
創業支援機関と連携し、創業セミナーや個別相談のほか、創
業後においても継続的に支援するなど、創業機運の醸成を図
ります。

観光商工
課

○特定創業支援事業
・商工会や創業支援機関と連携を行うことで、認定件数が大幅に増加し
た。

・継続して支援を実施。
・ただし、後期基本計画の目標値は実績に合わせた再設定が必要。
・創業支援施策が特定創業支援事業の認定のみとなっているので、補
助金を含めた支援策の拡充を検討する。

10　関西
文化学術
研究都市

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

ア1 個性ある都市
景観の形成

・道路・公園・緑地などの公共空間と民有空間の双方が協力
し、統一感のある質の高いまちづくりを進め、豊かで潤いのあ
る魅力的な関西文化学術研究都市の個性ある都市景観の形
成に努めます。

学研企画
課

・関西文化学術研究都市（ 京都府域）の建設に関する計画の変更（京
都府管轄）、及び当計画を中心に都市景観の形成に努めた。
・京都府景観審議会関西文化学術研究都市景観部会に参加した。

・引き続き、関西文化学術研究都市（ 京都府域）の建設に関する計画を
中心に適正な都市景観の形成に努める。
・京都府景観審議会関西文化学術研究都市景観部会に参加する。

ア2 関西文化学術
研究都市機能
の充実

・関西文化学術研究都市の中核を担う自治体として、大学など
の文化学術研究施設や研究開発型産業施設の立地を推進す
るなど、その都市形成と機能充実を促進します。
・関西文化学術研究都市の魅力を高めるため、構成自治体や
関係機関などとの産学官連携を進め、情報発信を図ります。

観光商工
課

・企業誘致活動を行うとともに立地企業の支援を行うことで、学研都市地
区の企業誘致に成功。また、増設を行う企業もあり、機能充実に寄与し
た。

・引き続き、学研都市地区への企業誘致を推進する。

ア2 関西文化学術
研究都市機能
の充実

・関西文化学術研究都市の中核を担う自治体として、大学など
の文化学術研究施設や研究開発型産業施設の立地を推進す
るなど、その都市形成と機能充実を促進します。
・関西文化学術研究都市の魅力を高めるため、構成自治体や
関係機関などとの産学官連携を進め、情報発信を図ります。

学研企画
課

○学研まち振興事務事業
・京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会
・近畿政策提案活動：1回/年
・中央政策提案活動：1回/年

・引き続き、学研都市として都市形成や機能充実等に向けた取組を行
い、必要な要望活動を進める。
・大阪・関西万博と連携した「けいはんな万博」に向け、「未来社会を先
導するけいはんな」をコンセプトとして、関係団体と連携を図る。
・スマートシティ形成及びデジタル田園都市国家構想の取組として「けい
はんなサステナブルスマートシティ」の実現に向けた連携を図る。
・リニア中央新幹線や北陸新幹線の整備に向けてた連携を図る。

ア3 学研木津北地
区

・学研木津北地区では、木津川市の里地里山景観のシンボル
性や歴史的重要性を考慮し、生物多様性木津川市地域連携
保全活動計画に基づき、地域づくりや地域振興の資源として、
里地里山保全を図るとともに、各種団体や市民参加による里
地里山保全活動を支援します。

都市計画
課

○木津北地区保全推進事業
・学研木津北地区の里地里山保全を目指す『生物多様性木津川市地域
連携保全活動計画』を推進するため、保全活動団体と協働して、次のよ
うな事業を実施した。
　　除草工事　毎年除草14,490㎡
　　伐竹783㎡の実施
    所有地管理工事等　

・同計画の進行管理を行う木津川市地域連携保全活動応援団の運営支
援を行った。　

・活動団体の参加者の高齢化が進み、若手参加者や後継者の育成が
課題。
・活動団体や学識者の意見等についてワークショップ等で集約し、地域
連携保全活動協議会が策定する『生物多様性第２次木津川市地域連携
保全活動計画』に織り込む予定。
・当該計画は令和５年度中に策定予定。
・これに基づき、里地里山の再生・保全を更に推進する。
・まとまりのある森林や里山を「緑の骨格」として捉え、多様な生物の生
息の場や自然災害の防止、自然景観の形成などの観点から、保全・活
用を図る。

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

ア3 学研木津北地
区

・学研木津北地区では、木津川市の里地里山景観のシンボル
性や歴史的重要性を考慮し、生物多様性木津川市地域連携
保全活動計画に基づき、地域づくりや地域振興の資源として、
里地里山保全を図るとともに、各種団体や市民参加による里
地里山保全活動を支援します。

学研企画
課

○学研まち振興事務事業
・京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会
・近畿政策提案活動：1回/年
・中央政策提案活動：1回/年

・引き続き、都市計画課を中心に里山保全等に向けた取組を行い、必要
な要望活動を進める。

ア4 学研木津東地
区

・学研木津東地区では、主として、文化学術研究施設や研究開
発型産業施設などの集積を図る区域（文化学術研究ゾーン）な
どとするとともに、良好な環境の創出を誘導するエリアとしての
土地利用を検討します

都市計画
課

○木津東地区まちづくり支援事業
・令和３年度に地権者で構成される木津東地区土地区画整理準備組合
が設立。
・その後、将来の業務代行予定者になりうる５社を事業化検討パート
ナーに選定し、令和４年度に、当該パートナーの中から、業務代行予定
者１社を選定した。
・将来は土地区画整理組合設立・事業認可を目指す。

・令和４年度に選定された業務代行予定者を中心として地権者による土
地区画整理組合設立・事業認可を早期に実現できるよう、技術的援助
等を行う。
・当該土地区画整理事業について、適切な時期に都市計画変更等を行
えるように、また当該土地区画整理組合の設立に伴う各種協議・手続き
等が遅滞なく進められるよう、関係機関と連携を密にし、スケジュール感
を意識しながら事業推進を支援する。

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

ア4 学研木津東地
区

・学研木津東地区では、主として、文化学術研究施設や研究開
発型産業施設などの集積を図る区域（文化学術研究ゾーン）な
どとするとともに、良好な環境の創出を誘導するエリアとしての
土地利用を検討します

学研企画
課

○学研まち振興事務事業
・京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会
・近畿政策提案活動：1回/年
・中央政策提案活動：1回/年

・引き続き、都市計画課を中心に学研地区に向けた取組を行い、必要な
要望活動を進める。

ア5 ハイタッチ・リ
サーチパーク
（平城・相楽地
区）の活性化

・ハイタッチ・リサーチパークでは、研究開発型産業施設などの
立地による新たな事業展開や活性化を推進します。

都市計画
課

・相楽リサーチパーク地区において、更に計画的かつ有効な都市的土
地利用を図るため、用途地域を平成31年3月に準工業地域に変更した。

・事業予定なし。

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

ア5 ハイタッチ・リ
サーチパーク
（平城・相楽地
区）の活性化

・ハイタッチ・リサーチパークでは、研究開発型産業施設などの
立地による新たな事業展開や活性化を推進します。

観光商工
課

・立地企業へ対する情報交換の場を設置。立地から操業開始へ向けた
支援を進める。
・企業が新たに操業を予定。

・操業準備中の企業を除くと誘致場所がないため、事業支援へ移行して
いく必要がある。

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

ア5 ハイタッチ・リ
サーチパーク
（平城・相楽地
区）の活性化

・ハイタッチ・リサーチパークでは、研究開発型産業施設などの
立地による新たな事業展開や活性化を推進します。

学研企画
課

○学研まち振興事務事業
・平城・相楽ニュータウンパワーアップビジョンの実施
・近畿政策提案活動：1回/年
・中央政策提案活動：1回/年
・平城・相楽ニュータウン５０周年イベント

・平城・相楽ニュータウンで高齢化や人口減少が進む中、奈良市との連
携を図り、持続可能なまちづくりの再建を目指す。

ア6 都市的サービ
ス機能の充実

・関西文化学術研究都市のセンターゾーンにおいて、商業核な
どの都市的サービス機能の充実を推進します。

観光商工
課

・PLANT、フォレストモールなどへ操業支援を行い、都市サービス機能の
充実を推進した。

・引き続き、立地支援など都市サービス機能の充実に努める。

ア6 都市的サービ
ス機能の充実

・関西文化学術研究都市のセンターゾーンにおいて、商業核な
どの都市的サービス機能の充実を推進します。

学研企画
課

○学研まち振興事務事業
・京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会
・近畿政策提案活動：1回/年
・中央政策提案活動：1回/年

・引き続き、観光商工課を中心に学研地区に向けた取組を行い、必要な
要望活動を進める。

イ1 科学技術を活
用したまちづく
り

・多様化する地域課題に対応するため、関西文化学術研究都
市における教育・産業・医療・福祉・交通などの各分野の最先
端技術と、情報が集まる知の集積である大学・研究機関・企業
との連携・協働による取組みを推進します。

観光商工
課

・木津川市立地企業等懇談会を開催し、誘致企業との連携強化は図る
予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響で、未開催。

・勉強会の実施、協働・共創の場の創出など、企業連携につながる取組
を実施する。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

イ1 科学技術を活
用したまちづく
り

・多様化する地域課題に対応するため、関西文化学術研究都
市における教育・産業・医療・福祉・交通などの各分野の最先
端技術と、情報が集まる知の集積である大学・研究機関・企業
との連携・協働による取組みを推進します。

学研企画
課

○学研まち振興事務事業
京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会
・近畿政策提案活動：1回/年
・中央政策提案活動：1回/年

・引き続き、各関係機関と連携を図り、持続可能な開発目標（SDGs）含
めたオープンイノベーションに向けた取組等が行えるように、必要な要望
活動を進めていく。

イ2 研究成果を活
用したまちづく
り

・学研地区内に立地する京都大学大学院農学研究科附属農
場や同志社大学（学研都市キャンパス）をはじめとする大学・
研究機関・企業の連携を強化し、木津川市の農産業資源など
への有効活用を図ります。

観光商工
課

・京大　共創の場支援プログラム　研究開発会議等を通じて京大との連
携強化を図った。

・引き続き、関係企業とのマッチングなどの取組を実施する。

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

イ2 研究成果を活
用したまちづく
り

・学研地区内に立地する京都大学大学院農学研究科附属農
場や同志社大学（学研都市キャンパス）をはじめとする大学・
研究機関・企業の連携を強化し、木津川市の農産業資源など
への有効活用を図ります。

学研企画
課

○学研まち振興事務事業
・京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会
・近畿政策提案活動：1回/年
・中央政策提案活動：1回/年

・引き続き、各関係機関と連携を図り、木津川市の農産業資源などへの
有効活用できる取組に向けて、必要な要望活動を進めていく。

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

イ2 研究成果を活
用したまちづく
り

・学研地区内に立地する京都大学大学院農学研究科附属農
場や同志社大学（学研都市キャンパス）をはじめとする大学・
研究機関・企業の連携を強化し、木津川市の農産業資源など
への有効活用を図ります。

農政課 ○地域農業再生事業費
・鹿背山の柿と果樹栽培についての研修会を実施。
・地元地域と京大農場との情報交換・連携のきっかけとなった。
○有害鳥獣対策事業費
・捕獲用のエサの提供を受け、多くの有害鳥獣の捕獲に繋がった。

・引き続き、取組を実施する。

イ3 新たな文化の
創造

・関西文化学術研究都市の先進的な研究活動や新しいまちづ
くりを活かしつつ、市民が主人公の新しい地域文化の創造活
動を支援します。

学研企画
課

○学研まち振興事務事業
・京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会
・けいはんな学研都市活性化促進協議会
・近畿政策提案活動：1回/年
・中央政策提案活動：1回/年
・イベント実施（けいはんなロボット体験教室、けいはんな赤ちゃん学講
座、けいはんな歴史講座、けいはんな文化祭、けいはんな茂山狂言、け
いはんなファンタスティック　ウインターコンサート、けいはんなプラザ　プ
チコンサートなど）

・引き続き、各関係機関と連携を図り、新しい地域文化の創造活動を支
援できる取組に向けて、必要な要望活動を進めていく。
・引き続きイベント等を開催。

イ4 新産業・新事
業の創出

・地域経済の活性化や雇用の創出を図るため、新産業創出交
流センターと連携し、研究所や研究開発型産業施設などの集
積を活かした新産業・新事業の創出を目指します。
・新産業創出交流センター主催のフォーラムや商談・展示会な
どにおいて、関西文化学術研究都市をＰＲするなど、さらなる
企業立地を促進します。
・立地企業等懇談会など、立地企業間の交流を図り、新事業
の創出や企業間連携を促進します。

観光商工
課

・新産センターと連携したフォーラムや展示会を実施し、学研都市のＰＲ
に繋がった。
・立地企業等懇親会を開催し、立地企業同士の関係性を構築し、企業
間連携を深めた。

・新産センターと協力し、企業間連携を一層深めることで新産業・新事業
を展開する。

施策① 関西文化学
術研究都市
の活用

イ4 新産業・新事
業の創出

・地域経済の活性化や雇用の創出を図るため、新産業創出交
流センターと連携し、研究所や研究開発型産業施設などの集
積を活かした新産業・新事業の創出を目指します。
・新産業創出交流センター主催のフォーラムや商談・展示会な
どにおいて、関西文化学術研究都市をＰＲするなど、さらなる
企業立地を促進します。
・立地企業等懇談会など、立地企業間の交流を図り、新事業

学研企画
課

・京都府や学研企業等と連携したメーカーフェアやスマートエキスポを実
施した。
・メーカーフェア：1回/年
・スマートエキスポ：1回/年

・引き続き、各関係機関と連携を図り、新事業の創出や企業間連携を促
進する。
・木津川市民（特に子ども世代）が積極的にイベントに参加・来場できる
よう周知を強化する。
（メーカーフェア：1回/年、スマートエキスポ：1回/年、けいはんな万博）

イ5 雇用の創出 ・関西文化学術研究都市の中核を担う自治体として、研究所や
研究開発型産業施設などが集積する利点を活かし、地域経済
の活性化及び雇用の創出を図るため、市内に本店又は工場、
研究所などを設置する企業の支援を充実します。

観光商工
課

・操業支援助成金を支給し、市内雇用を創出した。 ・引き続き、取組を実施する。

5　災害等から
市民を守り、安
心・安全に暮ら
せるまちづくり

11　防災・
減災

施策① 災害対策 ア 治山・治水対
策の強化

・市民の生命や財産を水害から守るため、内水被害が発生す
る一級河川小川をはじめとした木津川支流域において、内水
を強制排除するため排水設備などの改修・整備を進めるととも
に、国や京都府などの関係機関に積極的な支援を働きかけま
す。
・地震や大雨による土砂災害対策及び天井川対策として、急
傾斜地、河川、雨水排水
施設などの改修・整備を促進します。

まちづくり
事業推進
室

・国が、木津川の堤防強化工事、河川内樹木伐採を実施。
・堤防強化等については、計画的に事業を進めている。
・府管理の天井川対策については、京都府に対し堤防補強等の要望を
継続的に実施した。
・対策優先度に応じて堤防補強工事を進めている。
・急傾斜地崩壊対策事業については、残地区、残工区の早期着手に向
け施行者である京都府と協議を実施した。
・京都府において関係者との協議結果に基づく、工法の見直しを実施し
ている。

・堤防強化等については地元対応も含め、引き続き国と協議、協力して
いく。
・天井川対策については、引き続き京都府に対しては要望を行う。
・急傾斜地崩壊対策事業については、地元対応も含め、引き続き京都府
と協議、協力していく。

5 11 施策① 災害対策 ア 治山・治水対
策の強化

・市民の生命や財産を水害から守るため、内水被害が発生す
る一級河川小川をはじめとした木津川支流域において、内水
を強制排除するため排水設備などの改修・整備を進めるととも
に、国や京都府などの関係機関に積極的な支援を働きかけま
す。
・地震や大雨による土砂災害対策及び天井川対策として、急
傾斜地、河川、雨水排水施設などの改修・整備を促進します。

建設課 ○小川内水対策事業・河川改修事業
・小川内水対策事業について、国、府、市と協議し、小川合同樋門付近
に排水機場の増設を行うことで合意し、工事着手した。
・また、関連する河川に樋門を設置、内垣外排水管の改修等を行った。
・小川内水排除施設増設、用地確保（Ｒ３）、工事着手（Ｒ４）、
反田川樋門２箇所設置（Ｒ１）、内垣外排水管改修（Ｒ３）、準用河川貝鍋
川改修（Ｒ３）、南河原川改修（R１）

・市民の生命や財産を水害から守るため、内水被害が発生する一級河
川小川をはじめとした木津川支流域において、内水を強制排除するため
排水設備などの長寿命化を図るために改修・整備を進めるとともに、国
や京都府などの関係機関に積極的な支援を働きかける。

イ 地震対策など
の強化

・橋りょう診断結果に基づき、計画的な修繕・架け替えを行うこ
とで、地域の道路網の安全性・信頼性を確保します。
・木造住宅について、地震発生時の倒壊や火災による被害拡
大防止のため、耐震診断・耐震改修などを支援し、市域におけ
る建築物の耐震化に努めます。
・水道施設について、地震などに強い施設整備を図るととも
に、災害時の応急給水や施設の早期復旧体制の確立を図りま
す。
・多くの公共施設は、災害時に避難所などとして活用しており、
日常の利用者の安全確保のみならず、災害時の拠点機能確
保の観点からも、利用状況や危険度などを踏まえ、必要に応じ
て施設の耐震化を推進します。

都市計画
課

○木造住宅耐震診断改修事業費
・地震による木造住宅の倒壊等を防止し災害に強いまちづくりを推進す
るため、木造住宅の「耐震診断士派遣事業」と「耐震改修等事業費補
助」を実施した。
・昭和５６年５月３１日までに建築された木造住宅の所有者等の応募に
基づき、京都府登録耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震診断の実施
や耐震改修費用に対する補助金を交付し、既存する木造住宅の耐震化
を促進した。

・大地震から自らの生命・財産等を守るためには、住宅等の耐震化を図
ることが重要であり、住宅等の所有者一人ひとりが、自らの問題として
意識し取り組むことが大切。
・また当該住宅等に住まなくなった場合でも、耐震性を有する場合、住宅
ストックとして市場で流通し易くなる。
・木造住宅耐震診断改修事業の応募・実施件数が減少傾向にある状況
を踏まえ、事業の周知を図るために広報やＨＰといった既存の周知媒体
の活用や、対象家屋が多く存在する既存集落を対象にチラシ配布を実
施する。
・さらに、市LINE公式アカウントに登録された方も対象に、これまで活用
していないツールも活用し、当該事業の周知に向けた取り組みの強化を
行う。

施策① 災害対策 イ 地震対策など
の強化

・橋りょう診断結果に基づき、計画的な修繕・架け替えを行うこ
とで、地域の道路網の安全性・信頼性を確保します。
・木造住宅について、地震発生時の倒壊や火災による被害拡
大防止のため、耐震診断・耐震改修などを支援し、市域におけ
る建築物の耐震化に努めます。
・水道施設について、地震などに強い施設整備を図るととも
に、災害時の応急給水や施設の早期復旧体制の確立を図りま
す。

工務課 ・相楽西配水池、相楽東配水池の耐震診断を行いNGであった相楽東配
水池の耐震化を実施した。
・老朽化している山城浄水場の更新工事を施工中。
・管路について耐震管に布設替えを行っている。
・水管橋破損事故に伴い断水地区への応急給水応援を実施した。

・水道施設の耐震化（浄水場、配水池）については、箇所当たりの整備
費用が大きくなるため、財政収支バランスを考慮しながら、地震などに強
い施設整備を図るとともに、災害時の応急給水や施設の早期復旧体制
の確立を図る。
・整備については、社会情勢等を見据えながら、柔軟に対応する。

施策① 災害対策 イ 地震対策など
の強化

・橋りょう診断結果に基づき、計画的な修繕・架け替えを行うこ
とで、地域の道路網の安全性・信頼性を確保します。
・木造住宅について、地震発生時の倒壊や火災による被害拡
大防止のため、耐震診断・耐震改修などを支援し、市域におけ
る建築物の耐震化に努めます。

管理課 ・道路橋定期点検の結果に基づき、健全度の判定区分Ⅲ（早期措置段
階）・Ⅳ（緊急措置段階）の橋梁について、計画的に修繕・架け替えを実
施し、構造物の機能に支障が生じている橋梁は解消された。

・橋梁の経年劣化により、今後も継続的に修繕・架け替えが必要。
・その際、事後保全から予防保全への移行が必要。
・健全度の判定区分Ⅱ（予防保全段階）での対応を目指す。

施策① 災害対策 イ 地震対策など
の強化

・橋りょう診断結果に基づき、計画的な修繕・架け替えを行うこ
とで、地域の道路網の安全性・信頼性を確保します。
・木造住宅について、地震発生時の倒壊や火災による被害拡
大防止のため、耐震診断・耐震改修などを支援し、市域におけ
る建築物の耐震化に努めます。
・水道施設について、地震などに強い施設整備を図るととも
に、災害時の応急給水や施設の早期復旧体制の確立を図りま
す。

危機管理
課

・平成２９年３月に「木津川市公共施設等総合管理計画」を策定し、消防
施設については消防団や自主防災組織等を中心とした地域防災拠点と
して、改修等優先順位を設け計画的に整備した。また令和４年度におい
て、山城第３分団第２部の詰所新築に向けて進捗中。
・なお、指定避難所となる市内すべての小中学校は耐震性を満たしてい
る。

・「木津川市建築物耐震改修促進計画」に準じて、防災拠点の役割を担
う市有建築物の耐震化を目指す。
・木津川市消防団施設新築等事業費補助金交付要綱を活用することに
より、修繕・新築に対応する。

施策② 地域防災 ア 危機管理体制
の強化

・災害時や有事に備え、地域防災計画や国民保護計画に基づ
き、市民、企業、医療・福祉機関、行政がそれぞれの役割を果
たせるよう連携強化を図ります。
・相楽中部消防組合と連携し、消防本部の移設を含め、火災
や災害に対する体制の充実を図ります。
・初期消火活動の充実に向け、消防団の組織との連携を強化
するとともに、消防団施設や消防水利の適正な維持管理に努
めます。
・土砂災害警戒区域などにおける警戒避難体制の確立を図り
ます。

危機管理
課

○災害対策事業
・防災会議・国民保護協議会を開催し、地域防災計画の変更・修正をす
ることにより、関係機関との連絡調整を実施。災害発生時における関係
機関との連絡体制、初動体制等を再確認することにより、災害意識の高
揚につながった。
・府が指定する土砂災害警戒区域の設定について、該当地域への説明
会を開催し、また速やかにホームページにて更新され、地域住民の注意
喚起につながった。
○消防施設管理事業費
・初期消火活動の充実に向け、消防団施設整備計画・小型ポンプ更新
計画を定め、計画的な設備更新を行う。
・相楽中部消防組合、消防団との合同訓練等により迅速な初期消火活
動及び防火意識の高揚につながった。

・引き続き、取組を実施する。
・老朽化した防火水槽等の水利施設の充実について、修繕・新設等の
維持管理についてが懸案事項。併せて消火栓器具格納箱、標識につい
ても同様。
・消防水利については、各地域における水利充足状況を鑑み計画的に
整備していく。

イ 消防・防災施
設と避難所の
整備

・京都府防災情報システムにより迅速な災害情報を把握すると
ともに、防災行政無線や屋外拡声子局及び防災情報メールな
どを活用し、気象や震度情報及び地域住民への避難勧告な
ど、災害に関する重要な情報の「迅速」かつ「正確」な伝達に努
めます。
・消防施設や防火水槽などの装備、災害用備品などを備蓄し
ておく倉庫及び避難所の充実を図ります。

危機管理
課

○防災行政無線運営事業費
・迅速・正確な情報伝達手段として、防災行政無線、防災情報メール等
を活用し、市民への災害に対する情報伝達に努めた。
○スマート防災普及事業
・市が発信する避難情報等の防災情報伝達の多重化・デジタル化を図
ることを目的として、スマート防災普及事業を実施することにより、防災
情報メール・市公式ＬＩＮＥ登録者数の増加を図った。

・情報伝達網の整備や多重化に伴い、市民に対する新たな情報伝達手
段の模索が必要。

ウ 自主防災組織
の充実

・地域に暮らす一人ひとりが互いに力を合わせ助け合い、災害
発生時における初動体制を確立するため、自主防災組織の立
ち上げや、育成及び活動に対する支援充実を図ります。

危機管理
課

○災害対策事業費
・災害発生時における共助の観点から自主防災組織の立ち上げ、運営
に関する支援として、自主防災組織等活動助成金を交付し、活動資機
材等の充実を図った。
・令和４年度までに１３地区でタイムラインを策定し、地区における避難
行動の準備意識の向上に繋がった。
・城山台自主防災会設立及び防災資機材の充実が進んだ。

・引き続き、取組を実施する。
・タイムラインを策定された地域において、実際に訓練にて活用されてい
るか等の検証や周知体制の整備が必要。

エ 要支援者対策
などの充実

・災害時に支援が必要な障がい者、独居や寝たきりの高齢者
などを登録する要支援者名簿の登録情報の充実を図ります。
また、災害時の安否確認や様々な機関と連携できる体制整備
に努めます。

社会福祉
課

・平常時より避難行動要支援者の情報を把握し 、災害時にはこれらの
情報を活用し、避難支援や安否の確認、また避難所等での生活支援を
的確に行えるように災害時避難行動要支援者名簿を作成・整備。

・災害時の避難支援等を実効性のあるものとするために、避難行動要
支援者を誰が支援して避難させるのかを定める「避難支援プラン（個別
避難計画）」の作成を推進。
・福祉専門職や地域関係者と連携しながら、優先度が高い方より個別避
難計画を作成する。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

施策② 地域防災 エ 要支援者対策
などの充実

・災害時に支援が必要な障がい者、独居や寝たきりの高齢者
などを登録する要支援者名簿の登録情報の充実を図ります。
また、災害時の安否確認や様々な機関と連携できる体制整備
に努めます。

危機管理
課

○災害対策事業費
・災害時要支援者名簿を更新して地域長等に情報提供することにより、
災害時における安否確認、関係機関との連絡体制の強化を図った。

・提供した名簿の活用方法の把握と問題点の整理（個人情報保護の観
点から災害時以外の使用には制限あり）。
・自主防災組織での活用方法等についてアンケートを実施する。

12　防犯・
交通安全

施策① 防犯・交通
安全

ア1 防犯灯の適正
な維持管理

・夜間における犯罪を抑止し、安心で安全なまちづくりを進める
ため、防犯灯を整備します。また、防犯灯のＬＥＤ化により、ＣＯ
２や電力消費量の削減を図るとともに、環境に配慮したまちづ
くりを目指します。

危機管理
課

○防犯事業費
・地域における防犯対策の一助として、地域により提出された防犯灯新
設要望について、設置基準に基づき精査し、危険性の高い箇所から優
先的に設置した。
・定期的に新規設置及び器具交換等を実施した。

・引き続き、取組を実施する。
・既設防犯灯の維持管理面も踏まえて、設置基準と照らし併せることに
より、必要性の再確認が必要。

ア2 防犯意識の向
上と自主的な
防犯組織の育
成

・市民の防犯意識の向上と、各地域における自主的な防犯意
識の育成を図り、市民、行政、警察などが連携し、防犯体制を
強化します。

総務課 ○自治振興事業費
・市内３３の行政地域の代表である地域長等に、地域長会議等を通じて
地域に対する各種情報を伝達することで、行政と住民の協働により地域
を守る体制の基礎を構築した。
・地域長会議をはじめ、地域に対し、行政の他、警察や消防等からの情
報を提供し、地域での安全・安心への取組の推進・意識の高揚を図るこ
とができた。

・引き続き、地域と協力・連携して、魅力ある地域活動を展開・周知し、自
治会活動への関心を高め、自治会への加入を推進することが必要。
・地域活動に活用できる多くの補助制度を周知する等、引き続き地域活
動を支援する。

施策① 防犯・交通
安全

ア2 防犯意識の向
上と自主的な
防犯組織の育
成

・市民の防犯意識の向上と、各地域における自主的な防犯意
識の育成を図り、市民、行政、警察などが連携し、防犯体制を
強化します。

危機管理
課

○防犯事業費
・市内小学校通学路において、防犯対策の一環として防犯カメラを設置
した。
・警察との連携を重視。
・高齢者宅に対し、複雑化する詐欺手口に対応するため、特殊詐欺等防
止対策機器購入費補助金を継続して実施することにより、防犯意識の
育成を図った。

・新たな通学路新設等に係る関係機関との協議や、地域要望も踏まえ、
防犯カメラ新設に係る方向性と資機材の整備が重要。
・防犯カメラについては、個別管理ではなく、集中管理、リース契約等を
することも検討。また整備済みの防犯カメラについて、耐久性等の観点
から、維持管理（修繕・交換）について方向性の協議が必要。

イ 市営駐輪場・
駐車場の適正
な管理運営

・市民が安心して利用できる駐輪場・駐車場の運営手法を検討
するとともに、放置自転車対策を講じます。

危機管理
課

○交通安全推進事業費
・市管理の駐輪場において、業者委託により放置自転車対策を実施す
ることにより、市民が安心して利用できる駐輪場を確保した。
・市民が安心して利用できるよう、故障車、不法投棄等の定期的なパト
ロールを実施した。

・引き続き、取組を実施する。

ウ1 交通安全啓発
の充実

・市民や交通安全対策協議会などの関係機関と協力し、交通
ルールの遵守や交通安全意識と交通マナーの向上に努めま
す。

危機管理
課

○交通安全推進事業費
・交通ルールの遵守や交通安全意識の向上を目的として、市内在住者
のみならず、通過交通として通行されるドライバーへの更なる安全対策・
意識の高揚を図るため、駅前・交差点・大型店舗等において街頭啓発を
実施。定期的な開催により交通事故の減少を目指した。

・引き続き、取組を実施する。
・若年層委員の参加を通して交通安全意識の高揚につながる施策の展
開が必要。

ウ2 交通安全施設
の整備

・通学路などの生活道路について、児童・生徒などの歩行者や
自転車利用者などの安全を確保するため、道路の新設や改良
に合わせ、道路標識、路側帯、道路照明や防護柵などを整備
します。
・交通事故の多発する箇所について、特に危険性の高い箇所
から優先的かつ効率的にカーブミラーなどの交通安全施設の
整備を進めます。

建設課 ○道路新設改良事業
・通学路等に安全確保のため転落防護柵等の設置を行った。
・木185号瓦谷片田線転落防止策設置L=155ｍ（R3）
・木187号反田川左岸線整備転落防止ポール設置L=700ｍ（Ｒ4）
・木69号小寺内垣外線側溝改修L=92ｍ（Ｒ4）
・木337号木津南北線交差点安全対策ガードパイプL=18ｍ（R4）

・子供の移動経路／通学路などの生活道路について、児童・生徒などの
歩行者や自転車利用者などの安全を確保するため、道路の新設や改良
に合わせ、道路標識、路側帯、道路照明や防護柵などを整備する。

ウ2 交通安全施設
の整備

・通学路などの生活道路について、児童・生徒などの歩行者や
自転車利用者などの安全を確保するため、道路の新設や改良
に合わせ、道路標識、路側帯、道路照明や防護柵などを整備
します。
・交通事故の多発する箇所について、特に危険性の高い箇所
から優先的かつ効率的にカーブミラーなどの交通安全施設の
整備を進めます。

危機管理
課

○交通安全推進事業
・地域により提出された道路標識、路側帯、カーブミラーの新設要望に
ついて、設置基準に基づき精査し、多角的に現場確認することにより、
危険性の高い箇所から優先的に設置した。

・引き続き、取組を実施する。要望全てに対応できるものではないため、
警察等関係機関と連携を密にし、他地域の実情も踏まえながら検討が
必要。
・既設の交通安全施設の老朽化等に係る更新方法について整理が必
要。

ウ2 交通安全施設
の整備

・通学路などの生活道路について、児童・生徒などの歩行者や
自転車利用者などの安全を確保するため、道路の新設や改良
に合わせ、道路標識、路側帯、道路照明や防護柵などを整備
します。
・交通事故の多発する箇所について、特に危険性の高い箇所
から優先的かつ効率的にカーブミラーなどの交通安全施設の
整備を進めます。

学校教育
課

・木津中学校前通学路の歩道改良工事を実施した。
・適宜、グリーンラインや飛び出し坊やなどを設置した。
・上記より、木津中学校、相楽小学校などの児童生徒の安全が確保され
た。

・引き続き、通学路を通行する車両等に注意喚起を行うため、通学路に
おける道路標識や表示の補修等を実施。

ウ3 高齢者運転免
許証自主返納
の促進

・高齢者ドライバーによる交通事故対策として、運転の自信が
なくなった、または運転する機会が少なくなった高齢者が、運転
免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進します。

危機管理
課

○交通安全推進事業費
・運転免許証を自主返納された６５歳以上の運転手に対し、継続して運
転免許証自主返納者支援を実施した。

・移動種確保が難しく、免許返納ができない高齢者に対して、普及啓発
と安全運転講座等の継続開催が必要。
・警察等関係機関との連携により、高齢者交通安全大会、安全運転教
室等の開催。

施策② 消費者保護 ア 消費者保護対
策の推進

・消費生活におけるトラブルや犯罪に巻き込まれることが無い
よう、市民への正しい消費意識の普及と情報の提供に努める
とともに、相楽郡広域事務組合をワンストップ窓口とし、相談活
動を充実するなど、消費者トラブルの早期解決に努めます。

観光商工
課

・相楽郡広域事務組合をワンストップ窓口とし、相談活動を行い、消費者
トラブルの解決に向けて取り組んだ。

・引き続き、取組を実施する。
・消費生活におけるトラブルや犯罪に巻き込まれることが無いよう、市民
への正しい消費意識の普及と情報の提供に努めるとともに、相楽広域
行政組合をワンストップ窓口とし、相談活動を充実するなど、消費者トラ
ブルの早期解決に努める。

6　快適で住み
よい生活環境
と、豊かな自然
に恵まれたま
ちづくり

13　都市
基盤

施策① 都市環境 ア 計画的な土地
利用

・都市計画マスタープランに基づき、それぞれの地域の個性を
最大限に活かした土地利用を図り、活力と持続可能で魅力あ
るまちづくりを進めます。また、都市構造については、都市機能
が有機的に連携したクラスター型の都市構造を目指します。
・良好な都市環境の形成を図るため、まちづくりの進展に応じ
て、用途地域などの見直しについて検討します。
・それぞれの地域の個性を活かした地区計画制度などを活用
し、自然・田園などの周辺環境と都市環境の調和を図り、快適
で良好な住環境の維持保全を図ります。

都市計画
課

○Ｒ１都市計画変更：相楽リサーチパーク研究開発地区（特別用途地区
の変更）、地区計画変更（木津川台、他８地区）
・建築基準法及び同法施行令の改正に伴う用語及び引用条項ずれの整
理を要する箇所が生じているため、当該部分を含む特別用途地区の変
更及び地区計画の変更を行った。

・関連法等の改正に伴い、都市計画変更を行うことで、自然環境の保全
を図りつつ、無秩序な市街地拡大の抑制や交通環境の整備・改善、市
街地の緑化などにより、環境負荷の少ない低炭素社会を構築し、持続
可能な都市づくりを進める。

イ 学研地区の景
観形成・土地
利用

・学研地区においては、住環境や産・学の環境整備を促進し、
自然資源の魅力や特性を活かした土地利用を進めます。
・中心市街地や学研地区などにおいては、公共空間と一体的
な美しさを持った都市景観の形成に努めます。

都市計画
課

○地区計画・建築協定等の推進
・地区計画制度により、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環
境の形成を図るために必要な事項を定めている。
・具体的には、建築面積、壁面後退、広告物、垣・柵などに調和を持た
せ、統一性のあるまちづくりに寄与している。

○地区計画制度による建築物、屋外広告物等の規制・誘導
・住宅地については、地区計画制度を活用しつつ、地区の特性を活かし
ながら落ち着いた住環境の形成に向けた景観づくりを進める。
・学研地区においては、地区計画等に基づく建築物等の規制・誘導や道
路沿道景観の誘導等を図り、オープンスペースの確保、緑化推進など２
１世紀における新しい都市として、魅力ある都市景観の形成を進め、周
辺の自然環境との調和を図りながらゆとりとうるおいのある市街地景観
の形成を進める。

6 施策① 都市環境 イ 学研地区の景
観形成・土地
利用

・学研地区においては、住環境や産・学の環境整備を促進し、
自然資源の魅力や特性を活かした土地利用を進めます。
・中心市街地や学研地区などにおいては、公共空間と一体的
な美しさを持った都市景観の形成に努めます。

学研企画
課

○関西文化学術研究都市（ 京都府域）の建設に関する計画の変更（京
都府管轄）
・当該計画を中心に都市景観の形成に努めた。
○京都府景観審議会関西文化学術研究都市景観部会に参加

・引き続き、関西文化学術研究都市（ 京都府域）の建設に関する計画を
中心に適正な都市景観の形成に努める。
・京都府景観審議会関西文化学術研究都市景観部会に参加する。

ウ 木津駅東周辺
地区整備事業
の検討

・学研木津地区の玄関口であるＪＲ木津駅や、市役所をはじ
め、行政施設や保健・医療施設などが集積する駅周辺の中心
拠点と城山台地区の間に位置する木津駅東周辺地区につい
て、計画的な市街地形成に向けた検討を進めます。

都市計画
課

・木津駅東周辺地区について、令和元年度にJR木津駅東側地区のまち
づくりについてのアンケート調査を実施。
・その結果、木津駅東地区の地権者の意向を確認でき、第２次木津川市
都市計画マスタープランの策定において、市街化検討ゾーンとして位置
付けた。

・地権者でつくる任意団体との協議や今後の住民アンケート調査の結果
を踏まえ、気運の盛り上がりにも留意しつつ、ＪＲ木津駅と城山台地区と
の間に位置する地域及び城山台地区の一部で、計画的な市街地形成
に向けた検討を進める。

エ 人口減少地域
の活性化

・中山間地域や人口が減少傾向にある地域においては、過疎
化・高齢化の進行や農業の担い手の減少、耕作放棄地の増加
などにより、地域活力や多面的機能が低下しないよう、地域の
活性化・振興を図り、地域とともに移住促進や定住化を推進し
ます。

学研企画
課

・移住促進のため、瓶原地区を特区指定し、移住者に対し補助金支給を
行うことで移住を促すことができた。

・引き続き事業を進めるが、移住特区内での登録空家の不足が課題。
・木津川市を移住先の選択肢に含めてもらえることが重要であり、情報
発信を積極的に取り組み、移住希望者に認知してもらう。

オ 情報発信基盤
の整備

・情報発信の利便性を図るため、地上デジタル放送難視聴地
域や携帯電話の不感地域において、関係機関と連携を図り、
解消に向けた取組みを進めます。

デジタル
戦略室

○高速通信回線整備事業(R4年度)
・国の補助金活用により、JR奈良線東側の山城椿井地区への高速通信
回線（光ファイバーケーブル）整備を実施。

・公共施設、避難所等におけるWifi環境の整備を推進する。（過疎債を
活用した加茂地域への整備）

カ 墓地の適正管
理

・人口増加に対応するため、設置した市営墓地「思いでの丘霊
園」の適正な管理・運営に努めます。

まち美化
推進課

○市営墓地「思いでの丘霊園※」の管理・運営を行った。
※一般墓地437区画、合葬墓地4000体規模
・一般墓地は、毎年度、区画の使用者を公募し、令和3年度で437区画全
てを使用決定。（以降の年度は、返還区画について公募を継続）
・合葬墓地は、随時使用申請を受け付け。（令和4年度末で565体分）

・墓じまいをする人が増えるなど、墓地についての国民意識に変化が生
じていることを踏まえて、引き続き、市営墓地「思いでの丘霊園」の適切
な管理・運営を行う。

施策② 住宅 ア 豊かで安心で
きる住宅セー
フティネットの
形成

・市営住宅の適正な維持管理と長寿命化を推進し、バリアフ
リー化などの住環境の整備について検討します。
・老朽化する市営住宅について、建替えや用途廃止などの適
切な活用手法を検討し、効果的・効率的かつ計画的に更新を
進め、老朽化の解消に努めます。

施設整備
課

○市営住宅維持管理事業
・市営住宅の適切な維持管理と長寿命化を進めるため、下川原団地の
外壁改修工事等を実施。
・老朽化した清水団地の建替工事に向けて、設計業務を実施。
・令和５年度より清水団地の建替工事を進める。

・高齢者を含む世帯の入居が全体の６割を超え、また２人以下の少人数
世帯が８割を超えており、こうした世帯は今後更に増加が見込まれる。
・そのため、建替により新たな住宅を確保する場合は、バリアフリー化に
配慮した住宅や、住宅の規模については、小規模世帯にも適した規模
の住宅を計画するなど、様々な世帯構成にも応じたものとする。
・国を挙げて進められているカーボンニュートラル実現に向けて、公営住
宅の整備も取組を求められている。そのため、市営住宅の整備について
は、出来る限り省エネ化・再エネ化導入を図る。

イ 市民の安心・
安全な生活環
境の確保

・空家バンクなどの対策に関する情報を広く周知し、空家など
の発生防止を図るとともに、所有者などに対して、適切な管理
を促します。
・利活用可能な空家などを地域の資源ととらえ、利活用や定住
促進を図ることで、地域の活性化やまちの魅力向上につなげ
ます。

都市計画
課

・本市における土地や家屋などの不動産の活用を通じて、定住促進等
による地域の活性化を図るため、「空家バンク」を設けている。
・売却・賃貸を希望する物件を空家バンクに登録いただき、その情報を
公開し、本市に移住・定住を希望する方などに広く情報提供を行ってい
る。
・登録件数は着実に増加し、土地及び家屋の売却、また本市への移住・
定住に寄与している。

・空き家バンク登録件数はまだ十分多くなく、事業の周知の強化が課
題。
・空き家バンクの運営を市で実施しているが、近年、民間団体やNPOな
ど行政以外が運営を担うケースや、行政と企業やNPOが連携して運営
するケースも増えており、今後は先進自治体を研究し本市への導入の
可否を検討する。
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」が令和５年６月に成立・公
布（施行は未定）。
・その法文より、市長が、空家等の管理や活用に取り組むＮＰＯ法人、社
団法人等を空家等管理活用支援法人として指定可能となる。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

施策② 住宅 イ 市民の安心・
安全な生活環
境の確保

・空家バンクなどの対策に関する情報を広く周知し、空家など
の発生防止を図るとともに、所有者などに対して、適切な管理
を促します。
・利活用可能な空家などを地域の資源ととらえ、利活用や定住
促進を図ることで、地域の活性化やまちの魅力向上につなげ
ます。

学研企画
課

・移住特区内の市登録空家を府空家バンクに登録し、移住に際して補助
金が活用できるようにすることで、移住が進み、空家の利活用も推進し
た。

・移住特区内の登録空家の数が少なく、移住希望者の需要に追い付い
ていない。そのため、市内空家を放置することがないように、都市計画
課と連携して、市空家バンクの登録を推進するように取り組む。
・空家バンクに登録を促すような制度周知ができるように検討する。

施策③ 上下水道 ア 上水道の安定
供給

・木津川市新水道ビジョンに基づき、水道関連施設の老朽化対
応や耐震性の向上及び長寿命化など、施設更新を計画的に
進めます。

工務課 ・水道施設（浄水場や配水池、老朽管、施設内の機械・電気・計装設備
など）の更新・耐震化事業として、その重要度（優先度）を検討した上で、
中長期的な視点で計画的に取り組みを進めてきた。
・令和４～８年度までは、地域の給水供給拠点となる山城浄水場（山城
地域）の更新事業を実施。
・こうした事業への着実な取り組みが、安心・安全な水道水の供給を担
保し、リスク縮減を図る。

・必要となる多大な更新費用は、今後の事業経営に与える影響が懸念さ
れることから、財政収支バランスを考慮しながら平準化した更新計画を
検討することが必要。
・これを踏まえ、引き続き、老朽化した水道施設の更新や耐震化等につ
いて、計画的に取り組みを進め、安心・安全で持続可能な水道の実現を
目指す。
・なお、計画の推進にあたっては、社会情勢等を見据えながら、柔軟に
対応する。

イ1 水洗化の推進 ・下水道事業計画区域内の汚水・雨水の面整備を計画的に進
めるとともに、管渠や汚水処理施設などの適切な維持管理を
図ります。
・下水道処理区域外の地域においても、合併処理浄化槽の普
及やその適正管理に努め、市内全域の水洗化を推進します。

工務課 ・未普及地域の汚水管渠整備や、木津川市加茂浄化センターの耐震
化、及び下水道施設の長寿命化対策の実施。
・その結果、約30haの未普及地域が解消し、また施設更新工事及び主
要な幹線管渠の点検調査を行った。

・今後増えるとされる老朽管の更新について優先順位を決めて、長寿命
化対策を実施する。
・更なる普及拡大に取り組み、未普及事業の終結に向け課題地区（技術
的に困難な箇所や、関係機関との調整に時間を要する箇所等）の整理
を行う。

イ1 水洗化の推進 ・下水道事業計画区域内の汚水・雨水の面整備を計画的に進
めるとともに、管渠や汚水処理施設などの適切な維持管理を
図ります。
・下水道処理区域外の地域においても、合併処理浄化槽の普
及やその適正管理に努め、市内全域の水洗化を推進します。

まち美化
推進課

・合併処理浄化槽の設置について補助金を交付、設置促進等により汚
水処理普及率の向上を図ることができた。
・登録された浄化槽の適正管理について啓発を行った。

・引き続き、事業を実施する。
・下水道処理区域外の地域においても、合併処理浄化槽の普及やその
適正管理を促進し、市内全域の水洗化を推進する。

イ2 下水道経営の
健全化

・公共下水道事業の永続的な経営を行うため、下水道ストック
マネジメント計画などに基づき、経営の健全化・経営状況の明
確化を図ります。

業務課 ○下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設更新事業を実施
・施設全体の状況を客観的に把握し、中・長期的な予測を行い、投資の
効率化や平準化に取り組んだ。
・施設の延命化、事後保全から予防保全を行うことで、投資費用の軽減
と平準化が図れた。
○下水道使用料改定の実施
・公営企業として独立採算を目指し、適切な受益者負担となるよう下水
道使用料を改定し、経営状況の改善を図った。

・一般会計からの補填（繰入金）が今後も継続して必要であるため、更な
る改善への取り組みが必要であり、更新事業等の進捗と今後の実施計
画、収益の推移等を投影した財政計画(事業計画)の見直しを行う。
・令和６年度までに下水道事業経営戦略改定を行い、経営の健全化を
図る。

14　交通
ネット
ワーク

施策① 道路 ア 広域道路網の
整備

・国道24 号及び国道163 号の渋滞の解消や歩道空間の改善
に向け、関係機関に積極的に働きかけ、早期整備を目指しま
す。
・災害時におけるネットワークの強化・地域経済の活性化のた
め、木津川右岸において、宇治木津線（城陽井手木津川線）の
新設を促進します。
・東中央線及び天神山線（国道163 号木津東バイパス）の早期
完成を目指し、国や京都府との連携に努めます。

まちづくり
事業推進
室

・国道24号については歩道空間の整備が完了。歩行者の安全確保が図
られた。
・国道163号については銭司～木屋区間において測量・設計が開始され
た。
・宇治木津線（城陽井手木津川バイパス）については、国に対し関係協
議会及び市独自で要望活動を行っており、木津川市域の現況測量に着
手された。
・東中央線及び天神山線（国道163 号木津東バイパス）については、令
和２年３月に全線供用開始され、国道24号の慢性的渋滞が解消され
た。

・引き続き、事業を実施する。
・城陽井手木津川バイパス工事は北側（城陽市側）から進められており、
木津川市域の工事着工までには、時間を要する状況。
・本市を含む南側区間の早期着手に向け、府道枚方山城線の早期整備
についても京都府に要望する。

イ 主要地方道の
整備

・主要地方道上狛城陽線及び天理加茂木津線などについて、
京都府と連携・調整を図り、改良・整備を促進します。

まちづくり
事業推進
室

・京都府に対し、事業の早期完成に向けた要望活動を行っている。
・天理加茂木津線（大野バイパス）の改良については、伐採工事が進め
られている。

・上狛城陽線(不動川隧道)の道路改良には、河川も含んだ工事となるた
め、早期整備は困難な状況。
・引き続き、京都府に対しては要望を行うとともに、地元対応を含め、引
き続き京都府と協議、協力していく。

ウ 地域間循環道
路の整備

・広域幹線道路の整備とともに、木津中ノ川線など市域の地域
間を循環する道路網の整備を図ります。
・市役所本庁舎へのアクセス道路となる市道木335 号木津山
田川線について、計画的に整備を進めます。

建設課 ○道路新設改良事業・木津中ノ川線道路改良事業
・市域の地域間を循環する道路整備を推進した。
・木27号木津中ノ川線施工完了（Ｒ４）
・木津内田山線施工完了（Ｒ３）
・市道335号木津山田川線は、用地確保を行った。
・木津山田川線：拡幅用地確保（Ｒ４）

・広域幹線道路の整備とともに、市域の地域間を循環する道路網の整
備を図る。
・市役所本庁舎へのアクセス道路となる市道木335 号木津山田川線に
ついて、計画的に整備を進める。

エ 地域内生活道
路網の整備

・安心・安全に、近鉄木津川台駅にアプローチできる歩行者専
用道路の整備を推進します。
・城山台地域から木津市街地へのアクセス道路の整備を進め
ます。

建設課 ○木津川台駅前線整備事業・道路新設改良事業
・木津川台駅歩行者専用道路整備事業は、道路用地を確保し、令和３
年度から工事に着手した。
・木津川台駅歩行者専用道路整備事業：道路用地買収完了、工事着手
（Ｒ３工事着手、工事継続中）
・城山台から木津市街地へのアクセス道路を整備した。
・内垣外内田山線施工完了（Ｒ１）

・安心・安全に、近鉄木津川台駅にアプローチできる歩行者専用道路の
工事を継続する。

オ 道路の適切な
維持管理

・歩行者及び通行の安全性・快適性を確保するため、道路や
街路樹の適切な維持管理に努めます。

管理課 ・道路や街路樹の適切な維持管理のため、維持修繕、除草・剪定、舗装
修繕、歩道整備、側溝修繕、舗装マーキング、道路側溝等清掃、道路照
明灯維持修繕、道路パトロールなどを行い、計画的に継続した道路や街
路樹の維持管理ができた。

・年々進む道路の経年劣化や街路樹の成長に対し、予算・マンパワー不
足により、全ての案件に対応し切れない状況を踏まえ、事後保全から予
防保全への移行が必要である。
・道路パトロール等により、不良箇所等の早期発見・早期対応を目指
す。

施策② 公共交通 ア 地域公共交通
ネットワークの
形成

・高齢者、交通弱者などの生活交通手段の確保、外出機会の
創出、公共施設の利用促進を図るなど、生活環境の確保など
に配慮するとともに、利用しやすく満足度の高い持続可能な地
域公共交通サービスに向けた取組みを進めます。
・コンパクトで持続可能な魅力あるまちづくりを実現するため
に、円滑な公共交通の確保に向けて、総合的な公共交通施策
に取り組みます。

学研企画
課

・第二次木津川市地域公共交通網形成計画に基づき、持続可能な地域
公共交通サービスに向けた取組みを実施した。
・一部公共交通機関で減便などはあったものの、市民の移動手段の確
保はできている。

・地域公共交通計画を策定し、市内全ての交通サービスを総動員し、持
続可能な交通網となることを目指す。
・地域公共交通計画策定時に、全計画の分析や市民アンケートなどを分
析し、実態にあった計画とする。

イ コミュニティバ
スの運行

・交通空白地域の解消に向け、地域の実情に応じ、環境負荷
の軽減や観光利用にも適合したコミュニティバスの運行を目指
し、持続可能な公共交通の確保に努めます。

学研企画
課

・第二次木津川市地域公共交通網形成計画に基づき、コミュニティバス
運行を維持した。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者は減少したが、一定
の利用者数を維持した。

・路線によっては、利用者数の減少に歯止めがかかっておらず、運行経
費を抑えつつ、より利便性が高く需要のある運行となる施策を検討す
る。
・鉄道との接続を考えたダイヤを継続し、運行ルートや本数について地
域公共交通総合連携協議会で協議していく。

ウ1 鉄道網の充実 ・ＪＲ奈良線高速化・複線化第二期工事が進むＪＲ奈良線につ
いて、全線複線化の早期実現に向け、沿線市町や関連機関と
連携を強化します。
・関西文化学術研究都市としての発展やインバウンドの誘客拡
大、地域振興のため、ＪＲ片町線・関西本線の高速化・複線化
や北陸新幹線南部ルート・リニア新幹線の早期整備を関係機
関へ働きかけます。
・京阪奈新線の市域内への延伸を関係機関へ働きかけます。

学研企画
課

・JR奈良線高速化・複線化第二期事業が開業し、奈良線の所要時間短
縮に繋がった。
・片町線、関西本線の高速化・複線化と京阪奈新線の市域内への延伸
については、引き続き関係機関へ働きかけた。

・JR奈良線の二期事業が完成した今、全線複線化に向けた取り組みを
実施していく必要がある。JR奈良線の沿線市町と連携し、奈良線全線
複線化にむけた取り組みを検討していく。
・片町線・関西本線の高速化及び複線化と京阪奈新線については、事
業化の見通しが立っていない。

ウ2 利用者の利便
性を高める取
組みの推進

・市内の老朽駅舎の改築や鉄道施設のバリアフリー化を関係
機関に働きかけるとともに、利用者の利便性向上に向けた取
組みを推進します。

学研企画
課

○地域公共交通事業
・ＪＲ上狛駅については、駅舎入口部分が階段のみとなっていることか
ら、スロープを設置できるようＪＲ西日本と協議し、その結果令和５～６年
度に上狛駅にスロープを設置する方向でＪＲ社内で調整中。

・外国人観光客も増加し、公共交通の利用者が回復傾向にある。観光
振興・地域活性化の面からも外国人の利便性を高めることが必要であ
る。
・ＪＲ上狛駅構内には跨線橋もあるため、スロープ設置後も駅の完全な
バリアフリー化にはならず、またＪＲ棚倉駅にも跨線橋があることも踏ま
え、引き続きバリアフリー化等について鉄道事業者等への働きかけを行
うとともに、外国人向け案内機能の向上等についても取り組みを進め、
持続可能な公共交通を目指す。

15　自然・
環境

施策① 地球環境保
全

ア 地球環境の保
全と継承

・「人と環境が共生するまち　木津川市」をテーマに、市民・事
業者・行政がそれぞれの役割を果たし、環境基本計画に基づ
いた取組みを進めます。
・地球温暖化対策の必要性並びに市民や事業所が幅広く取り
組める省エネルギー対策及び再生可能エネルギーに関する啓
発や情報発信、普及促進に取り組みます。
・市役所をはじめとする公共施設において、温室効果ガスの排
出削減のための省エネルギー対策に取り組みます。

まち美化
推進課

・地球規模での気候変動を始めとする様々な環境の変化に対応するた
め、環境審議会を開催し、第２次木津川市環境基本計画の策定を諮問
した。当該計画は令和３年に策定。
・COOL CHOICE普及啓発事業として、環境イベント「エコフェスきづが
わ」の開催や、小学校への出前授業等を行った。
・公共施設で温室効果ガス排出係数の低い電力への切替や、LED化を
進めた。
・環境イベント等の実施により、COOL CHOICE宣言に延1,115件（令和4
年度末時点）の賛同署名を得た。

・令和４年に気候非常事態・ゼロカーボンシティ宣言を行い、2050年まで
に二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すこととした。
・「自然と暮らしが調和する持続可能な循環共生型の環境都市」の構築
と、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し（令和４年に気候
非常事態・ゼロカーボンシティ宣言を実施）、市民・事業者・行政がそれ
ぞれの役割を果たして、第２次環境基本計画に基づいた取組みを進め
る。
・地球温暖化対策の必要性の啓発並びに市民や事業所が幅広く取り組
める省エネルギー対策及び再生可能エネルギー利活用に関する情報
発信、普及促進に取り組む。
・市役所をはじめとする公共施設において、温室効果ガスの排出削減の
ための各種対策に取り組む。

施策② 環境美化 ア 木津川や山々
の緑の保全と
育成

・自然環境の保全活動を行う市民団体などと連携して、木津川
や里地里山などの豊かな自然環境や生態系の保全と環境学
習に取り組みます。

都市計画
課

○木津北地区保全推進事業
・学研木津北地区の里地里山保全を目指す「生物多様性木津川市地域
連携保全活動計画」に基づく再生・保全の推進。保全活動団体と協働
し、毎年除草・伐竹（約7,000㎡）を実施。　
・同計画の進行管理を行う木津川市地域連携保全活動応援団の運営支
援。　

・活動団体の参加者の高齢化が進み、若手参加者や後継者の育成が
課題。
・活動団体や学識者の意見等が織り込まれ、地域連携保全活動協議会
が策定する『生物多様性第２次木津川市地域連携保全活動計画』（令和
５年度中に策定予定）に基づき里地里山の再生・保全を更に推進。
・まとまりのある森林や里山を「緑の骨格」として捉え、多様な生物の生
息の場や自然災害の防止、自然景観の形成などの観点から、保全・活
用を図る。

15 施策② 環境美化 ア 木津川や山々
の緑の保全と
育成

・自然環境の保全活動を行う市民団体などと連携して、木津川
や里地里山などの豊かな自然環境や生態系の保全と環境学
習に取り組みます。

まち美化
推進課

・こどもエコクラブに参加する小中学生が本市の豊かな自然環境に触
れ、各種の環境学習に取り組んだ。

・引き続き、取組を実施する。

15 施策② 環境美化 ア 木津川や山々
の緑の保全と
育成

・自然環境の保全活動を行う市民団体などと連携して、木津川
や里地里山などの豊かな自然環境や生態系の保全と環境学
習に取り組みます。

農政課 ○林業振興事業
・森林整備活動を進める森林ボランティア団体に対して補助金を交付し
て活動を支援した結果、荒廃した竹林や作業歩道の整備、自然及び環
境教育により里山の保全に繋がった。

・引き続き、取組を実施する。

イ 宅地内緑化の
推進

・新市街地や緑化向上が望まれる住宅地において、地区計画
制度などによる生け垣などの緑化を促進します。

都市計画
課

○地区計画・建築協定等の推進
・地区計画制度により、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環
境の形成を図るために必要な事項を定めている。
・具体的には、建築面積、壁面後退、広告物、垣・柵などに調和を持た
せ、統一性のあるまちづくりに寄与している。

・引き続き、地区計画制度による建築物、屋外広告物等の規制・誘導に
取り組む。
・生垣等の緑化を推進するための緑化協定や地区計画の指定を検討す
る。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

ウ 公園、緑地な
どの整備・維
持管理

・レジャーや憩いの場を提供する公園・緑地において、緑の基
本計画に基づき、地域ごとの特性を活かした緑の整備や市街
地の緑化を推進するとともに、それらの緑を水辺や街路樹でつ
なぐなど、緑のネットワークの形成を進めます。
・身近な街路樹や都市公園などについては、地域性に対応し
た緑の拠点や地域コミュニティの活動の場となるよう、アダプト
プログラムや都市公園・緑地施設市民自主管理活動支援事業
などの制度を活用した市民協働による維持管理に努めます。

管理課 ○都市公園・緑地施設市民自主管理活動支援事業
・市ホームページ、地域長会議及び広報きづがわで活動内容の周知を
行い、取組団体（公園）の拡大を図った。
・市民自主管理活動支援制度の活用により、市で工事発注すべき除草
工事等の公園維持管理費用を年間およそ800万円軽減できた。

○都市公園の在り方の見直し
・市民一人当たりの緑地面積が一定確保されている中、木津川市にお
いても、今後人口が減少するため、公園緑地の在り方を見直す必要が
ある。
・そのため、公園等の設置を義務付ける下限面積（0.3ヘクタール）の緩
和、また開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が設置され
ている場合には、公園の設置を求めないなど、条例改正（木津川市開発
指導要綱など）を含め、在り方について検討する。

○都市公園の活用
・市民の公園利用に関するニーズが高まっていることから、維持管理の
視点以外にも、より柔軟な公園の“活用”を検討する必要がある。（官民
連携事業を含むパークマネジメントの視点）
・具体的には、緑の基本計画を改定するとともに、都市公園等のオープ
ンスペースのマネジメントの方針や目標を明確化する。また、個別公園
毎のマネジメント計画の作成、地域の特性やニーズに応じた都市公園
の再整備の推進や官民連携による都市公園の活用について明記する。

ウ 公園、緑地な
どの整備・維
持管理

・レジャーや憩いの場を提供する公園・緑地において、緑の基
本計画に基づき、地域ごとの特性を活かした緑の整備や市街
地の緑化を推進するとともに、それらの緑を水辺や街路樹でつ
なぐなど、緑のネットワークの形成を進めます。
・身近な街路樹や都市公園などについては、地域性に対応し

まち美化
推進課

・アダプトプログラム登録団体の活動を支援し、市民協働による公共施
設の環境美化が図れた。
（作業物品の支給、ボランティア保険の加入等）

・引き続き、取組を継続実施する。

エ 河川・地下水
の水環境の保
全

・市のシンボルである木津川とその支川流域の水質汚濁や土
壌汚染などの防止に努めるとともに、木津川を美しくする会な
どのボランティアや団体による美化・浄化活動を支援します。
・各種の環境測定を行い、市内の自然環境などの継続的な状
況把握に取り組みます。

まち美化
推進課

・木津川を美しくする会木津川市支部の活動を支援し、市民協働による
木津川の環境美化が図れた。
（補助金の交付、清掃・啓発事業支援等）
・市内で各種環境調査（大気、水質、騒音・振動）を実施し、市内環境の
継続的な状況把握が図れた。

・引き続き、取組を実施する。

オ し尿と浄化槽
汚泥の安定処
理

・広域化による適正かつ安定的に処理する体制を維持するとと
もに、処理施設についても適正管理に努めます。

まち美化
推進課

・し尿処理について、広域処理を担う相楽行政事務組合に分担金を支出
した。
・し尿くみ取り券を販売した。
・H31～R2年度に、し尿処理施設である「そうらく衛生センター（旧名称：
大谷処理場）」について長寿命化・省エネ化のための設備改良を行っ
た。

・引き続き、取組を実施する。

カ ペットの適正飼
養

・人と動物が共生・共存できる社会の実現に向け、関係機関と
連携し、飼い主のモラルとマナー向上のため、動物の飼養に関
する啓発活動を進めます。

まち美化
推進課

・京都府山城南保健所と連携して、犬猫の正しい飼い方について情報発
信等を行い、飼い主のモラルとマナー向上のための啓発が図れた。
・飼育犬の狂犬病予防注射を実施した。

・引き続き、取組を実施する。

施策③ 循環型社会 ア 環境教育と環
境保全活動の
推進

・エコリーダー「くるっと」（木津川市廃棄物減量等推進員の
会）、こどもエコクラブ、地域、学校、事業所などにおける環境
教育・環境保全活動の取組みが進むよう連携・支援に努めま
す。

まち美化
推進課

・エコリーダー「くるっと」（木津川市廃棄物減量等推進員の会）の活動を
支援した。
・こどもエコクラブ活動により、小中学生の環境学習に取り組んだ。
・循環型社会推進基金を活用し、市内小中学校への出前授業による環
境教育に取り組んだ。

・引き続き、取組を実施する。

イ1 ごみの適正処
理の推進

・木津川市精華町環境施設組合と連携し、エネルギー回収、温
暖化防止などに配慮した「環境の森センター・きづがわ」で効率
的なごみ処理を図ります。
・廃棄物の適切な収集・処理、不法投棄対策などにより、生活
環境の美化を推進します。

まち美化
推進課

・「環境の森センター・きづがわ」でごみ処理を行った（木津川市精華町
環境施設組合に分担金支出）。
・各家庭から排出される廃棄物の収集・運搬を行った。
・不法投棄パトロールや循環型社会推進基金を活用して不法投棄監視
カメラの貸与・設置を行い、廃棄物の不法投棄の抑制を図ることができ
た。

・引き続き、取組を実施する。

イ2 ごみ減量化の
促進

・一般廃棄物（ごみ）処理基本計画で定めたごみ減量の取組み
を具体かつ効果的に推進するためのごみ減量化推進計画
（もったいないプラン）を推進します。
・家庭系可燃ごみにかかる一般廃棄物処理手数料を活用し、
ごみの減量などに向けた取組みを進めます。

まち美化
推進課

・H30年10月から家庭系可燃ごみについて有料指定袋制を導入した。
・循環型社会推進基金を活用し、啓発記事の広報折込、ごみ分別アプリ
運用、古紙集団回収・ごみ集積容器・市民提案型ごみ減量活動への補
助等を行った。
・有料指定袋制の導入その他の取組により、市民の協力によって家庭
系可燃ごみの排出量が減少した。

・一般廃棄物（ごみ）処理基本計画・廃棄物減量化推進計画（もったいな
いプラン）の計画期間が令和６年度で終了するため、現行計画の進捗状
況と課題を踏まえた新たな計画を策定する。
※コロナ禍によるライフスタイルの変化等の影響もあり、市民一人あたり
の家庭系可燃ごみの排出量の実績(R4：394.6g)は、ごみ減量化推進計
画等に定めた目標値（R4:338.7g  最終R7：326.0g）に達していない。
・家庭系可燃ごみにかかる一般廃棄物処理手数料を発展的に活用し、
ごみの減量と再資源化を進め、次世代に豊かな自然環境を継承する事
業を推進する。

7　効果的・効
率的な行政運
営と市民に開
かれたまちづく
り

16　情報 施策① 情報公開 ア 情報公開制度
の充実

・公正で開かれた市政を推進するため、情報公開制度を適切
に運用します。

総務課 ○文書例規事業費
・市民等からの請求に、情報公開制度に基づき対応し、市民に対する行
政の説明責任を果たすとともに、積極的な情報提供に努めた。

・引き続き、市民ニーズに応じた情報公開制度の運用に努める。
・電子データでの開示希望が増加しており、オンラインでの情報公開の
検討など、市民の利便性に配慮した取組を進める。

イ 文書事務・保
存の適正化

・行政の説明責任と透明性を確保するため、公文書の適正な
取扱いや保存に努めます。

総務課 ○文書例規事業費
・公文書の登録、整理保存を適正に実施し、公文書目録を作成した。
・全職員を対象に、公文書の作成や保存についての研修を実施した。

・保存文書の増加も踏まえ、公文書のデジタル化に向けた検討を進め
る。
・電子決裁システムの導入や公文書保存のあり方（保存場所、電子保存
等）について、検討を進める。

施策② 広報 ア 広報・ホーム
ページなどの
充実

・広報紙やホームページ及びＳＮＳなどの充実により、市民に
市政情報を積極的に提供します。
・ホームページについて、総務省ウェブアクセシビリティに基づ
き、誰もが見やすい・利用しやすいものとなるよう努めます。ま
た、インターネット放送局による手作りの動画配信などを進め
ます。

学研企画
課

・令和２年７月号から広報紙がアプリで閲覧できる「カタログポケット」を
導入。
・「カタログポケット」で、熱心に読まれている箇所、アプリ閲覧数、アプリ
での閲覧が多い地域などの分析を始めた。
・令和３年にはLINEの市の公式アカウントを導入。LINEの友達数（アカウ
ント）は令和４年度で17633と目標値を上回った。
・令和５年には「ピアッザ」を導入。
・若年層や子育て世代をターゲットとしたSNSの充実と、行政の一方的な
情報発信ではない、住民同士の気軽な情報交換の場を構築した。

・各情報発信媒体のターゲット層を調査し、ターゲットに合わせた情報発
信を検討する。
・広報効果の調査集計をおこない、それぞれの効果を分析する。

施策③ 情報セキュ
リティ

ア 電子市役所の
構築と情報セ
キュリティの強
化

・市民サービスの充実につなげるため、情報基盤を整備し、情
報の保護・管理の徹底を図り、電子市役所の構築を推進しま
す。
・情報セキュリティポリシーに基づき、職員に対する情報セキュ
リティ研修などを進めるとともに、セキュリティが確保されたネッ
トワークの構築など、情報の保護・管理の徹底に努めます。
・個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護す
るため、また、行政事務の安定的な運営を図るため、木津川市
が所有する電算システムにおいて、個人情報の適正な取扱い
を確保します。

デジタル
戦略室

○電子市役所の推進
・R3年12月よりキャッシュレス決済の実施。
・Logoフォーム導入(令和3年1月)によるワクチン接種申請等の電子申請
を推進。
・市民向け情報発信のため、市公式Lineによる市民向け情報発信の推
進（R4年3月）。
○情報セキュリティ研修
・新規採用職員向けセキュリティ研修の実施のほかに職員を対象とした
標的型メールの訓練の実施。
○個人情報の適正な取扱い
・個人情報取り扱い職員向けにeラーニングによる研修の実施。

・電子市役所の推進に向けて、ＡＩ技術等を活用した市民サービス向上
（市民からの問い合わせへのスピーディーな回答など）のほか、行政事
務の効率化に向けた活用を進める。
・個人情報については、引き続き適正に取り扱うとともに、特定個人情報
を含めた個人情報保護に関する内部点検や職員研修を実施し、職員の
意識向上に努めるとともに、公表している個人情報ファイル簿を定期的
に更新する。

17　行財
政運営

施策① 行政サービ
ス

ア 総合計画の推
進

・ＰＤＣＡサイクルによる各種施策などの評価・検証を行い、進
行管理を図りながら、総合計画に基づく計画的かつ戦略的なま
ちづくりを進めます。

学研企画
課

・第２次木津川市総合計画の定める各施策について、毎年度に関係課
に対し、実施計画の作成を依頼し、事業の評価・検証を行った。
・作成した実施計画は、市ＨＰで公表を行い、総合計画に記載する各施
策の進捗状況や今後の事業展開を公表した。

・第２次総合計画の人口推計より、人口８万人の到来が、約10年早まっ
たことを受け、人口減少の到来が計画より早まる可能性があることを念
頭においた人口減少対策の強化や、デジタル技術の活用の推進が必要
である。
・全庁的に改めて人口減少に対する危機感を共有し、第２次総合計画
後期基本計画の策定に合わせて、対応する取組を推進する必要があ
る。

イ まち・ひと・しご
と創生「人口ビ
ジョン」「総合
戦略」の推進

・人口減少社会を迎える中、一人でも多くの方に「木津川市に
住みたい。住み続けたい。住んでよかった。」と実感いただける
よう、木津川市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」「総合戦
略」に基づき、若い世代の就労、結婚から子育てまでの切れ目
のない支援、安心・安全な暮らしの実現など、魅力あるまちづく
り施策に取り組み、移住・定住人口の増加を図ります。また、
国の動向なども注視し、第2 次「総合戦略」の策定を検討しま
す。

学研企画
課

・各課において「総合戦略」に基づき実施する際の、地方創生推進交付
金申請などの支援を行った。
・総合戦略に基づき、交流人口・関係人口から移住定住人口につなげる
ため、市内への誘客を目的に山城町森林公園のリノベーション・木津川
アートの開催、首都圏への魅力発信を目的に東京渋谷区との連携事業
などを実施するとともに、地域農業の活性化・市内企業の産業競争力の
支援にも取り組んだ。
・第２期木津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定した。
・当戦略は国の方針を踏まえて、第１期総合戦略の流れを汲んだものと
した。

・今後、人口減少に転じると予測されている市の状況を鑑み、人口減少
を最小限に止め現状を維持できる取り組むことが必要であることから、
現在作業中である次期総合戦略において重点的に取り組む施策を検討
する。
・また、コロナ禍において加速したデジタル社会に対応するため、次期総
合戦略は、デジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案し、市民サービ
スのデジタル化やデジタルを活用した地域の利便性向上などの施策に
ついて検討する。
・上記の次期総合戦略に基づき、引き続き、関係人口・交流人口から移
住定住人口を増加させることができる施策を実施する。
・「若者」が市に愛着をもち、生まれ育った「木津川市」に生涯住み続けた
いもしくは、子育ては木津川市でしたいと思えるような取り組みを実施す
る。
・行政のスマート化に取り組みを進める。

ウ 住民基本台帳
の適正な管理

・住民基本台帳制度における住民に関する記録の適正な管理
に努めます。

市民課 ・住民基本台帳の作成・管理、住民記録の正確性の確保等、従前から
法に定められている適正管理と運営を行った。
・異動支援（書かない窓口）システムの導入が、住民記録の適正な管理
に繋がった。                                 

・引き続き適正管理と運営に努める。

エ 住民基本台帳
ネットワークシ
ステム、戸籍
情報システム、
コンビニ交付シ
ステムの適正
管理と運用

・利便性の高い行政サービスを推進するため、各種システムの
適正な管理・運営に努めます。
・個人番号カードの普及に向け、出張申請受付や写真撮影
サービスを検討するなど、啓発施策を推進します。

市民課 ・各システムの適正管理と運営を行った。
・異動支援（書かない窓口）システムの導入により、窓口の対応時間を短
縮し、市民の利便性の向上を図った。
・政府の方針であるクラウド・バイ・デフォルト原則に添い、コンビニ交付
システムをオンプレミス方式からクラウドに変更した。

・繁忙期の窓口対応時間の短縮、かつ、手続きに関して行き届いたサー
ビスの提供を図るため、異動支援（書かない窓口）システムの端末を関
係課（国保年金課、こども宝課、学校教育課、高齢介護課）に異動支援
（書かない窓口）システムの端末を設置して、各申請書をプリントアウトで
きるようにする。
※現在上記４課にかかる申請書データがあるが、今後は当データを増
やすか検討必要
・引き続き、各システムの適正管理と運営を行う。

エ 住民基本台帳
ネットワークシ
ステム、戸籍
情報システム、
コンビニ交付シ

・利便性の高い行政サービスを推進するため、各種システムの
適正な管理・運営に努めます。
・個人番号カードの普及に向け、出張申請受付や写真撮影
サービスを検討するなど、啓発施策を推進します。

デジタル
戦略室

・住民基本台帳ネットワークシステムの適正管理と運用を行うため、シス
テム運用所管部署を市民課からデジタル戦略室へ移管（令和４年度よ
り）し、運用手順書などの整備を実施。

引き続き、システムの適正管理と運用を行う。

オ 窓口サービス
の充実

・多様化するニーズに対応するため、休日窓口の開設など、窓
口サービスの充実を進めます。
・市役所と支所・出張所との連携を強化し、行政サービスの向
上に努めます。

市民課 ・各種証明書交付・住民異動届・戸籍届出受付・転出入の多い時期に臨
時休日窓口設置し、平日に住民異動届や戸籍届出が難しい市民の利
便性の向上を図ることができた。

・令和５年２月から引越しワンストップサービスの制度が始まり、転出・
入、転居の申請手続きをオンラインで行うことが可能となったことや、リ
モートワークの導入等アフターコロナの働き方の変化による影響により、
転出入に係る休日窓口の利用者も減少してきている。
・これを踏まえ、利用が多い時期の臨時休日窓口設置について、関係課
と開庁日数等を検討して実施。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

施策② 行財政改革 ア 効果的・効率
的な事業の実
施

・2020 年度の普通交付税合併算定替の特例措置終了に向け
た対応はもとより、子や孫の世代に健全財政を引き継ぐため
の、不断の改革に取り組みます。
・行財政改革の推進については、毎年度、行動指針（行財政改
革大綱など）に基づく取組み状況などについて、公募市民や有
識者などで構成する「行財政改革推進委員会」からの意見など
も踏まえた検証を行い、より効果的で効率的な事業の実施（市
民サービス・行財政運営）につなげます。
・執行目標、事務事業評価などを活用し、木津川市の事務事
業について、費用対効果を検証しながらＰＤＣＡサイクルによる
聖域なき行財政改革を図ります。

行財政改
革推進室

・普通交付税合併算定替特例措置終了に向け、第３次木津川市行財政
改革大綱に基づく１１８項目のアクションプランに取組み、進捗を図った。
・令和元年度から令和３年度にかけて、公募市民や有識者で構成する
木津川市行財政改革推進委員会による外部評価を実施し、評価結果を
とりまとめ公表した。
・執行目標の設定、進捗管理を行うとともに、事務事業評価を実施した。
・令和３年度において、普通交付税合併算定替終了対策額を約７.７億円
（目標３．５億円以上）を創出、経常収支比率を８９.４％（目標９６％未
満）に改善し、目標を大きく上回った。

・将来の人口減少時代にあっても、安定して行政サービスを提供するこ
とができるよう、将来視点に立ち、これまでの量的制限を中心とした改革
から転換し、新たな改革によって実現するビジョンを描き、これを達成す
るための、新たな改革のステージへと移行する。
・以上の方向性に従い、令和４年度に策定した第４次木津川市行財政
改革大綱に基づくアクションプランに基づき、５つの重点戦略と３９の実
現戦略を着実に推進することで、行財政運営システムの最適化を図る。

イ 民間の力を活
用した公共施
設の管理・運
営

・公共施設の管理・運営については、その施設の設置目的を踏
まえ、民営化、民間委託、指定管理者制度の導入及びネーミン
グライツなど有料広告を検討・推進することで、企業、ＮＰＯ、
地域コミュニティなどが有する技術力や活力を活用して、サー
ビスや利用者の利便性の向上と、維持管理経費の削減を図り
ます。

行財政改
革推進室

・指定管理導入施設において、年２回のモニタリング調査と年１回の利
用者アンケート調査を実施し、民間ノウハウを活用した適切な管理運営
と利用者ニーズに基づく改善に寄与した。
・民間活力の活用に向け、京都府公民連携プラットフォームに参画し、先
進事例の調査・研究を行った。
・令和元年度から新たにコミュニティバスのバス停３か所へのネーミング
ライツ導入により新たな税源を確保した。

・公共施設の管理・運営を、経営視点に立ち、ファシリティマネジメントの
観点から民間のノウハウや資金を有効活用するなど、民間活力の導入
促進を図る。そのため、老朽化度合、運営コスト、利用状況など保有資
産の可視化等を推進し、サービス品質向上、及び利用促進に努める。
・京都府公民連携プラットフォームへの参画を通じた有効な民間活力導
入手法の検討と実践。

施策③ 財政基盤の
確立

ア 税源基盤など
の強化

・自主財源の確保に努めるとともに、税制改正など課税内容に
対する説明責任に努め、収納率の向上を図ります。
・広域連合「京都地方税機構」との課税事務共同化の推進や、
徴収業務の連携による滞納対策の強化を図ります。
・税外債権について、積極的に債権回収を進め、収納率の向
上を図ります。

税務課 ・京都地方税機構により、償却資産税共同化（償却資産申告受付、未申
告者勧奨、価格算定を共同化）を開始。

・京都地方税機構による家屋評価の共同化実現に向けて、機構と連携
して、サンプルデータの提供等による検証を行う。

イ 財政基盤の確
立

・国や京都府の補助制度をはじめ、民間団体の助成金制度な
ども含め、あらゆる視点から財源の確保に努めます。また、受
益者負担の適正化と公平性についても、断続的に検証を行い
ます。
・普通交付税合併算定替の特例措置終了に対し、合併算定替
逓減対策基金の計画的で有効な活用を図り、市民サービスの
激変を回避します。また、ふるさと応援基金の活用により、市
外在住者にも魅力あるまちづくりを推進します。基金の有効活
用により、重点施策を安定的に推進する一方で、積立てによる
適切な基金財産保有量の確保に努めます。
・ハード事業の実施に際しては、財源計画を十分検討し、財源
を起債に求める場合は、交付税措置のある制度の活用に努め
ます。

学研企画
課

・ふるさと納税制度による寄附増加に向けて、返礼品の数を令和４年度
末で約460品目まで増やし、寄附の窓口であるポータルサイトにおいても
５つ（ふるさとチョイス、さとふる、楽天、ふるなび、セゾン）開設した。
・より木津川市の魅力が伝わるよう「絆人」の作成や転出者に向けての
チラシの作成なども行い、寄附金額、件数の増加に繋がった。
・企業版ふるさと納税についても、地域再生計画に基づき参画し、企業と
の連携の中で、寄附をいただくことができた。

・より寄附者が市の魅力を感じていただけるようにポータルサイト内の掲
載内容の見せ方や絆人をはじめたとしたＰＲの強化を図るため、中間業
務（ポータルサイトへの掲載など）を担っている委託業者と連携し、返礼
品の写真の変更（サムネ加工を用いるなど）など、魅力あふれる見せ方
に改善する。
・また、ポータルサイト内での広告（楽天のＲＰＰ広告など）を活用し、より
多くの方に木津川市を知っていただくようＰＲ活動を行う。
・企業版ふるさと納税については、人材派遣型を活用し、民間企業の知
識等を活用した取組が進められるよう、人事秘書課はじめ関係課と、人
材派遣いただける企業がマッチングできるように働きかける。

17 施策③ 財政基盤の
確立

イ 財政基盤の確
立

・国や京都府の補助制度をはじめ、民間団体の助成金制度な
ども含め、あらゆる視点から財源の確保に努めます。また、受
益者負担の適正化と公平性についても、断続的に検証を行い
ます。
・普通交付税合併算定替の特例措置終了に対し、合併算定替
逓減対策基金の計画的で有効な活用を図り、市民サービスの
激変を回避します。また、ふるさと応援基金の活用により、市
外在住者にも魅力あるまちづくりを推進します。基金の有効活
用により、重点施策を安定的に推進する一方で、積立てによる
適切な基金財産保有量の確保に努めます。
・ハード事業の実施に際しては、財源計画を十分検討し、財源
を起債に求める場合は、交付税措置のある制度の活用に努め
ます。

財政課・
行革室

・国や府補助金の有効活用や有利な地方債の活用はもとより、市税収
納率向上やふるさと寄付金など自主財源の確保に努めた。また、令和
元年度に木津川市使用料・手数料等に関する基本方針を定めた。
・合併算定替逓減対策基金を平成３０年度から計画的に繰り入れた。
・ふるさと応援基金を寄付者の意向を踏まえ、魅力あるまちづくりのため
の財源として有効に活用した。
・基金の計画的な繰入れと積立てによって、一定の基金保有残高を確
保した。
・交付税算入のない地方債の発行抑制と有利な地方債制度の活用によ
り、将来の公債費負担の軽減を図った。

・上記より、普通交付税合併算定替特例措置の終了による市民サービ
スへの影響を抑制するとともに、基金の計画的な活用による年度間の
財源調整や、災害、新型コロナウイルス感染症への迅速な対応に加え、
大型公共事業の推進を図ることで、魅力あるまちづくりに寄与するととも
に、未利用・低利用資産の売払収入などを積立てることで、一定の基金
保有残高を確保した。
・また経常収支比率、健全化判断比率が改善した。

・今後人口減少が進み、変化が激しく不確実で将来予測が難しい時代
にあっても、持続可能な形で行政サービスを安定して提供し続けるた
め、限られた経営資源（人・資産・財源・情報）を最大限に活用しながら、
将来世代のことも考えた賢い選択と最適な配分によって、更なる財政の
安定化に資するとともに、様々な社会的課題へ対応しつつ、持続可能な
財政基盤の構築を目指す。
・そのため、以下に取り組む。
○資産等の有効活用、市税等収納率の更なる向上など自主財源の確
保に向けた稼ぐ力の強化
○新たな視点による行財政運営マネジメントへの転換
○デジタル技術の活用など、業務改革による効率性・生産性の向上（ム
リ・ムラ・ムダの解消）
○財政指標等の目標設定に基づく規律のある財政運営

ウ 入札・契約制
度の適正利用

・電子入札の全面実施により、入札・契約の透明性、公正・公
平性、競争性、効率性を高めるとともに、適正な執行を図りま
す。

指導検査
課

○発注標準の一部改正を実施（R2）
○解体工事の発注方針の制定（R4）
・建設用資材や人件費の高騰などを踏まえた発注標準の改正を行い、
また解体工事業が追加されたことに伴う発注方針を定めることにより、
現状に対応した適正な発注事務に努めた。
○土木設計業務等変更ガイドラインの制定（R4）
○測量・建設コンサルタント等業務の前金払制度の導入（R5）
○請負工事監督基準及び工事検査基準の策定（R5）
・基準等の策定により、一層の建設工事等の品質の確保に努めた。
・コンサル等業務に対して前金払制度を導入することにより受注者の資
金繰りの改善や円滑、適正な履行の確保に努めた。

・今後の建設用資材や人件費の推移に対応した発注標準の改正を行う
必要があり、適正な時期に発注標準を改正する。
・施工時期の平準化を促進する。
・建設業の働き方改革に沿った取組を調査・研究する。
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前期基本計画の取組実績と課題（個別政策） 【資料３－参考】
前期基本計画の取組方針

基本方針 政策分野 施策 取組項目 取組方針 担当課
前期基本計画における主な取組実績

後期基本計画策定に向けての
課題や方向性

施策④ 財産管理 ア 財産の適正管
理と施設の有
効利用

・財産の適正な管理により、市民サービスの維持・向上に努め
るとともに、未利用・低利用の財産については、貸付や売却な
ど有効な活用を推進します。また、木津川市公共施設等総合
管理計画に基づき、公共施設などの配置や保有量の適正化に
向けた対策を進めます。
・庁舎及び支所の長寿命化を推進するとともに、維持管理費の
平準化を図ります。
・公用車の適正な管理を進めます。
・公金管理について、安全性の確保を第一とし、流動性を確保
しながら効率的な管理及び運用を図ります。

会計課 ・公金管理について、安全性の確保を第一として大口定期預金を中心に
運用を図ってきた。
・各金融機関とも低金利の傾向ではあるものの利息確保に努めた。

・公金管理については、経済や金融市場の動向を把握しながら、引き続
き安全性の確保を第一とし、流動性を確保しながら効率的な管理及び
運用を図る。

17 施策④ 財産管理 ア 財産の適正管
理と施設の有
効利用

・財産の適正な管理により、市民サービスの維持・向上に努め
るとともに、未利用・低利用の財産については、貸付や売却な
ど有効な活用を推進します。また、木津川市公共施設等総合
管理計画に基づき、公共施設などの配置や保有量の適正化に
向けた対策を進めます。
・庁舎及び支所の長寿命化を推進するとともに、維持管理費の
平準化を図ります。
・公用車の適正な管理を進めます。
・公金管理について、安全性の確保を第一とし、流動性を確保
しながら効率的な管理及び運用を図ります。

総務課 ○庁舎管理事業費・支所管理事業費
・庁舎等を適切に管理するとともに、計画的に修繕及び長寿命化に向け
た改修等を実施した。
・計画的な実施により維持管理費用の年度間での平準化を図った。
○公用車管理事業費
・公用車適正化委員会において、公用車を必要とする業務の状況、並び
に公用車の運行状況に応じた効率的な各課配置を図ることで、管理す
る公用車を減らすとともに、更新時には売却による財産収入を確保し
た。
・更新時の購入においては、環境に配慮した車両の導入に努めた。

○庁舎管理事業費・支所管理事業費
・引き続き、庁舎等を適切に管理するとともに、計画的に修繕及び長寿
命化に向けた改修等を実施する。
・計画的な実施により維持管理費用の年度間での平準化を図る。
○公用車管理事業費
・引き続き、公用車適正化委員会において、運行状況に応じた効率的な
各課配置を図るとともに、公用車の更新時には売却による財産収入を
確保する。

17 施策④ 財産管理 ア 財産の適正管
理と施設の有
効利用

・財産の適正な管理により、市民サービスの維持・向上に努め
るとともに、未利用・低利用の財産については、貸付や売却な
ど有効な活用を推進します。また、木津川市公共施設等総合
管理計画に基づき、公共施設などの配置や保有量の適正化に
向けた対策を進めます。
・庁舎及び支所の長寿命化を推進するとともに、維持管理費の
平準化を図ります。
・公用車の適正な管理を進めます。
・公金管理について、安全性の確保を第一とし、流動性を確保
しながら効率的な管理及び運用を図ります。

財政課・
行革室

○未利用・低利用資産の売却と貸付
・公用車や未利用土地の売却２９件（H３０～R４）
○公共施設マネジメントの推進
・個別施設計画第１期進捗率３.０％（令和３年度末）

・公共施設を貴重な経営資源として捉え、経営的な視点に立ち、ファシリ
ティマネジメントの観点に立ち、市民参画による理解と協力を得ながら、
公共施設の最適化を目指し、以下に取り組む。
○施設等情報の一元化
○部局を超えた推進体制の構築
○施設保全管理の適正化
○未利用低利用資産の有効活用
○公民連携による民間活力の活用
○近隣団体との相互利用等の推進
○サービス品質の向上

施策⑤ 組織、人材
育成

ア 組織・機構の
強化

・行政へのニーズが多様化・複雑化する中で、市民満足度の
高いサービスの提供を目指した組織・機構を構築するととも
に、実態に応じた簡素な組織・機構となるよう定期的に見直し
を進めながら、行政体制の充実・強化を図ります。
・行政事務が多様化・複雑化する中で、事業内容などによって
効果的な業務遂行が期待できる場合には、庁内横断的なプロ
ジェクトチームなどの設置を検討します。

学研企画
課

○支所を市民課へ統合や窓口コンシェルジュの設置、城陽井手木津川
BPPTの設置等（R２）
○CIO補佐官の任用（R３）
○デジタル戦略室の設置（R４）

・上記取り組みより、組織の再編や新たな市民ニーズに応えるための行
政体制の充実・強化を図ることができた。

・社会課題が複雑化する中、市役所組織については縦割りだけではな
く、横串を通して連携し、風通しのよいものである必要がある。
・そのため、課や部を跨いだ連携が図れる組織体制を構築するととも
に、引き続き簡素で分かりやすい組織となるよう見直しを行っていく。

イ 人材育成の充
実

・職員一人ひとりの担うべき役割や目標を明確にして、その実
績と能力発揮状況を総合的に判断した人事評価制度に基づく
人事管理や職員の育成に努め、最小限の人員・経費で最大限
の効果を発揮するための体制改革を目指します。
・できない理由をさがすのではなく、どうしたらできるのかを考
え、問題を克服していく「問題解決力」を発揮する職員を目指す
職員像とし、職員自身の自律的な成長と、ワークライフバラン
スの実現に向けたシステム及び環境整備を推進します。

人事秘書
課

・職員研修の実施（R4は、延2145人が参加）
・人事評価の実施
・健診、ストレスチェックの実施（ストレスチェック結果では、職場環境スト
レスや働きがいなど、他団体と比較して良好）
・カウンセリングの実施（R4は、延86人が利用）
・定員適正化計画の運用（R4は、職員数を456人まで削減）
・職員採用試験の実施　他

・各事業を継続実施する。
・令和6年度以降の定員適正化計画を策定する。

施策⑥ 広域連携 ア 地方分権への
対応

・国や京都府から市町村への権限移譲などが進む中で、限ら
れた財源と人材を活用しながら、複雑・多様化する行政サービ
スに対応可能な簡素で効率的な組織の構築を進めます。

学研企画
課

・国から通知のあった令和４年度の提案募集を全庁的に実施した。
・関西広域連合委員会の開催通知及び結果を関係課と共有した。

・地方分権の動向については、引き続き全庁的に周知を行う。（募集や
通知があった時点で、掲示板で周知）

イ 広域的な連
携・協力体制
の推進

・広域的な行政対応が求められるなかで、消防・救急・環境衛
生・医療保険・税・消費者対策などの分野において、一部事務
組合や広域連合などにより、京都府や近隣市町村などとの広
域的な協力体制の充実・強化を図ります。
・奈良市と木津川市との連携・協力に関する包括協定に基づ
き、幅広い分野で奈良市との連携・協力を進めます。

学研企画
課

○相楽広域行政組合との連携
・相楽広域行政組合：し尿処理・相楽消費生活センター・相楽休日応急
診療所の運営など
○奈良市連携（包括協定）
・奈良市：奈良市北部図書館の木津川市民への貸出サービス、はしご付
き消防自動車の共同整備・運用、就業支援事業など
○高槻市連携（災害・歴史）
・高槻市：歴史ウォークイン高槻市・木津川市、防災訓練視察など

・市民サービスの向上や社会情勢を踏まえた取組の連携が必要であり、
引き続き、継続的に取り組める事業は連携を図り、また社会情勢等踏ま
えた新たな連携が図れるよう、所管課と協議を進める。
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資料４ 後期計画構成・内容の見直し

本策定は、第２次木津川市総合計画の基本構想（10 年間のまちづくりの基本原則、将来像や基本方針

を示すもの）は現行のまま維持し、5 年毎に改定する基本計画（基本構想を実現するための施策や事業の

基本方向を示したもの）を検討するものです。なお、基本構想についても必要に応じて時点修正等の軽微

な修正を加えます。

計画策定の基本方針に基づき、前期基本計画の枠組みを基本として、下表に示す方向で計画構成並びに

計画内容の見直しを行います。

計画策定に関しての基本方針（第１回審議会資料から）

(1) 市民の参加による計画づくり

・審議会審議経過の公開

・パブリックコメントによる市民意見把握

(2) 実現性・実効性の確保

・社会情勢や市民ニーズ等の変化を考慮した前期計画の進捗成果の検証と後期計画課

題の整理

・実施効果・有効性の高い施策選択と戦略的展開

(3) わかりやすい計画

・目標や指標の掲示

(4) 他の計画との関連

・上位・関連計画との整合性と体系化

・「（仮称）木津川市デジタル田園都市構想総合戦略」(以下：総合戦略)と総合計画と

の一本化の検討



表 後期計画の見直しの方向

前期計画 後期計画の見直し方向

総 論

１ 総合計画と

は

①趣旨・位置づけ

②構成と期間

〇「趣旨・位置づけ」に総合戦略との関係につい

て追加

〇「後期基本計画策定の方針」を追加

２ 計画の背景

①市の概況

②まちづくりの歩み

③環境変化への対応

〇「計画の背景」を「前期基本計画期間の動き」

として、５年間の市内外の社会動向の変化とこ

れに基づく課題を説明

基本構想

３ 基本構想

①まちづくりの基本原則

②まちの将来像

③人口と都市構造

④まちづくりの基本方針

〇「人口」データに新たな人口推計結果を反映

〇「まちづくりの基本方針」の施策名称は 4の内

容変更にあわせて一部見直し

基本計画

４ 基本計画の

構成

施策体系 〇政策、施策の構成は現行を踏襲し、施策名称に

ついては施策環境変化に合わせて一部見直し

（資料 5-2）

５ 分野別計画

17政策分野

・課題

・方針

〇「課題」「方針」は、前期施策検証結果や社会動

向等を踏まえて見直し（資料 5-1）

〇各政策と SDGs 目標との関りの表示を追加

47施策

・所管課

・主な取組項目・内容

・関連計画

・成果指標

〇「主な取組項目・内容」は、前期施策検証結果

や社会動向等を踏まえて見直し（資料 5-2）

〇「成果指標」は、前期計画進捗状況を踏まえて

指標項目と目標値を見直し

６ 計画の推進

①財政収支見通しに基づく推進

②進行管理（PDCA サイクル、成

果指標一覧）

〇財政収支見通しの時点修正

７ 資料

①用語解説

②審議会

③策定経過・体制

④諮問・答申

⑤統計データ

〇後期計画策定経過・内容に合わせて修正

〇「パブリックコメント」実施概要を追加



図 後期基本計画構成案

＜前期基本計画＞

＜後期基本計画＞

基本構想

（前期）基本計画総 論

１ 総合計画とは

①趣旨・位置づけ ②構成と期間

４

基
本
計
画
の
構
成
（
施
策
体
系
）

６ 計画の推進

①財政収支見通しに基

づく推進

②進行管理
・PDCA サイクル

・成果指標一覧

５ 分野別計画

政策分野１
・課題

・方針

〇施策 1
・所管課

・主な取組項目・内容

・関連計画

・成果指標

〇施策２

政策分野２

２ 計画の背景

①市の概況 ②まちづくりの歩み

③環境変化への対応
・人口変化、まちづくりの主要課題

基本構想
７ 資料

①用語解説

②審議会（条例、委員）

③策定経過・策定体制

④諮問・答申

⑤統計データ

３ 基本構想

①まちづくりの基本原則

②まちの将来像

③人口と都市構造

④まちづくりの基本方針
・取組みの姿勢

・基本方針と政策分野・施策体系

（後期）基本計画
総 論

１ 総合計画とは

①趣旨・位置づけ

※総合戦略との関係を明記

②構成と期間

③後期基本計画策定の視点
・基本枠組の踏襲と変化への対応

・前期計画進捗の検証と反映

・SDGs、DX への対応 他

４

基
本
計
画
の
構
成
（
施
策
体
系
）

２ 前期基本計画期間の動き

①まちと人

・地域概況、人口経済、市民意識等

・まちづくり

・時代潮流の変化

②まちづくりの主な課題

６ 計画の推進

①財政収支見通しに基

づく推進

②進行管理
・PDCA サイクル

・成果指標一覧

３ 基本構想の概要

①まちづくりの基本原則

②まちの将来像

③人口と都市構造

④まちづくりの基本方針

５ 分野別計画

政策分野１
・課題

・方針

・SDGs 目標

〇施策 1

・所管課

・主な取組項目・内容

・関連計画

・成果指標

〇施策２

政策分野２

７ 資料

①用語解説

②審議会（条例、委員）

③策定経過・策定体制

④諮問・答申

⑤パブリックコメント

⑥統計データ



木津川市将来人口推計（現状のまま推移の場合 暫定値）

2020 年以降も開発住宅地への入居が進み、2022 年 9 月には人口 8万人に達した。

現在のところ木津川市の人口は横ばい傾向にあるが、今後は、緩やかに減少し、高齢化率も徐々に

上昇することが予測される。

木津川市将来人口推計（2023 年基準）

※現行計画の人口ビジョン：合計特殊出生率を 2020 年から 2.07 まで段階的に上昇させたもの。

年齢３区分の構成

【推計条件】

基準年：2023 年（住民基本台帳（5月））

移動率：住民基本台帳 2013 年⇒2018 年⇒2023 年 2 期間の 5歳階級コーホートの移動率を算出し推計。

但し、上記期間の 5,000 ㎡以上の住宅開発を除く（10 開発が該当）。また、2022 年城山台地区に大黒天物産関西 RM セ

ンターの社員寮に外国人就労者の入居が約 300 人あったため、特異な変化として除いている。更に、城山台が計画人

口の 92%まで居住しているため、他地区実績より最終を 95％までとして残りのおよそ 340 人を 2030 年までに加えた。

出生率：子ども女性比 0.21（2023 年の実績値が一定とした。合計特殊出生率換算おおよそ 1.5）

0～4歳性比：107.32（女性 100 に対する男性）

生存率：H30 年社人研推計準拠（2020 年から 5年間分を 2023 年から 5 年毎にスライド）

結果の表示：既存の推計結果と比較するために、推計年度をあわせるよう今回の推計値は５年間の間を直線回帰で算出。
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1

資料5-1 政策の課題と方針 見直し案

政策分野１ 子育て

n 課題

² 前期計画

木津東部地区を中心に子育て世代を中心とする若い世代が増加し、また、女性の社会進出やライフ

スタイルの変化に伴い、子育て支援に関するニーズは、拡大・多様化しています。

一方、核家族化や地域とのつながりの希薄化などにより、子育て世帯を取り巻く環境は変化してお

り、育児に不安を持つ親の増加や、こどもの貧困及び虐待などへの対策も求められています。

² 後期計画

木津川市では、新たな住宅開発地区を中心に子育て世代が増加するとともに、働く女性の増加や働

き方の多様化など子育てに関わるライフスタイルに変化がみられます。一方で、核家族化やひとり親

世帯の増加、地域とのつながりの希薄化、さらに最近の物価高騰なども相まって、子育てを巡る環境

は変わってきており、子育て支援に関するニーズは拡大・多様化しています。また、障害のあるこど

もの増加、児童虐待、こどもの貧困、ヤングケアラー等の問題や、さらにそれらの問題が相互に複合

し深刻化する場合もあり、幅広い課題に対応して関係主体が連携して取り組んでいく必要があります。

n 方針

² 前期計画

こどもを持つことを希望する誰もが、安心して妊娠・出産、楽しく子育てできるよう、家族形態や

ライフスタイルの変化・多様化に対応した出産・子育て支援の充実を図るとともに、地域での見守り

体制やこどもの居場所づくりなど、社会全体で子育てを支える体制を整え、こどもたちが安全に健や

かに成長できる環境づくりを進めます。

あわせて、子育て世代包括支援センターでは、妊娠期から子育て期への切れ目のない支援を総合的

に提供できるよう取組みを進めます。

² 後期計画

こどもを持つことを希望する誰もがこどもを持つことに希望を抱き、安心してこどもを産み・育て

ることができるよう、多様化するライフスタイルやこどもの年齢に応じた、妊娠・出産から子育てま

での切れ目のない支援の充実を図ります。

また、こどもの人権を尊重し、社会全体でこどもを支える体制を整え、こどもたちが安全に健やか

に成長でき、自立が図られる環境づくりを進めます。

施策：子育て支援／母子保健／乳幼児期の教育・保育サービス／こどもの人権尊重
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政策分野２ 教育

n 課題

² 前期計画

木津川市の児童・生徒数は、年々増加しており、今後もしばらくこの傾向が続くと予想されていま

す。こどもたちを待ち受ける未来の社会は、グローバル化やＡＩの導入などが一層進むと予想され、

こどもたちが備えておくべき能力にも変化が求められています。

また、こどもたちの家族や地域に対する価値観・関わり方の変化や情報機器の生活への浸透により、

異なる世代の人やコミュニティ内でのコミュニケーション能力が求められます。

² 後期計画

木津川市の児童・生徒数は既に増加から減少に転じており、将来的には開発住宅地の児童・生徒数

の急激な減少も予想され、変化に対応した適正な教育環境の整備が必要となります。

グローバル化や人工知能の急速な普及などによる変化の激しい時代に対応するとともに、こどもの

生活へのデジタル機器の浸透や家族や友人との関わり方の変化などを踏まえ、主体的・対話的で深い

学びを通してこどもの幅広いコミュニケーション能力、情報活用能力などを育てることが求められま

す。

一方、教育現場を支える教職員の業務の効率化や家庭・地域・民間との役割分担の見直し等の検討

が急務となっています。

n 方針

² 前期計画

児童・生徒数の変化に対応しつつ、中長期的な視点に立ち、計画的に教育環境を整えます。こども

たちが高い学力を身につけ、個性や力を伸ばしながら、社会の変化に対応できる創造力と自主性を育

む学校教育の充実を図るとともに、こどもたちが地域に親しみと愛着を持ち、社会の中で安心安全に

育つことができるよう、学校・家庭・地域の連携をさらに強めます。

² 後期計画

児童・生徒数の変化や情報社会の進展に対応しつつ、中長期的な視点に立ち、計画的に教育施設・

設備環境を整えます。

こどもたちの個性を活かし、一人ひとりが予測困難な未来を生きぬくことができる確かな学力を育

む学校教育の充実、そして教員が能力を発揮できる体制の充実を図ります。

また、こどもたちが地域に親しみと愛着を持ち、社会の中で安心安全に育つことができるよう、学

校・家庭・地域の連携をさらに強めます。

施策：教育環境／学校教育／こどもの健全育成
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政策分野３ 健康

n 課題

² 前期計画

生活習慣病や高齢化の進展により要介護者が増加するとともに、医療の高度化に伴い、医療ニーズ

が拡大・多様化しており、医療や介護にかかる財政負担は年々増加傾向にあります。必要な時に医療

や介護を受けることができる環境を確保しつつ、市民が自ら健康づくりを行い、病気の予防と健康寿

命を延ばすための取り組みを進めることが求められています。

² 後期計画

高齢化がさらに進み要介護者が増加する中で、医療保険制度の維持が大きな課題になっています。

市民の誰もが必要な時に医療や介護を受けることができる環境を確保するとともに、自らが日常的

に健康を意識し生活を見直して健康づくりを行うことで、病気の予防と健康寿命を伸ばしていくこと

につながります。

また新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、さらなる感染症を予防・抑制するとともにその影

響を最小にできるような新たな社会・生活づくりに向けた取り組みが必要です。

n 方針

² 前期計画

救急・休日医療体制の充実、市民の健康づくりや生活習慣病などの予防を推進するとともに、京都

府と連携し、国民健康保険制度の安定的な運営に努めます。

また、誰もが安心して適切な医療を受けることができるよう、心身障害児（者）、ひとり親家庭、

こども及び高齢者を対象とした福祉医療費の助成を図ります。

² 後期計画

市内外の医療機関・福祉機関と連携しながら医療体制、救急・休日医療体制の充実を図ります。

フレイルや生活習慣病の予防、健康寿命の延伸などに向け、健診体制や啓発活動の充実による市民

の主体的な健康づくりに取り組みます。

また、今後の新たな感染症の予防や発生時対策に向けて、医療体制の整備や生活スタイル啓発など

を進めます。

医療保険については、国民健康保険制度の安定的な運営に努めるとともに、心身障害児（者）、ひ

とり親家庭、こども及び高齢者を対象とした福祉医療の助成を図ります。

施策：保健・医療／福祉医療／医療保険
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政策分野４ 福祉

n 課題

² 前期計画

木津川市の高齢化率は全国より低いものの年々高まっており、高齢者世帯や認知症高齢者なども増

加しています。また、障がいの重複化・多様化や経済的困窮者の増加など、支援を必要とする市民は

増えつつあります。これら要支援者が、地域で安心して暮らせる生活の確保だけでなく、社会参加で

きるよう、包括的な支援体制と環境づくりが求められています。

² 後期計画

木津川市では、高齢化世帯や認知症高齢者、経済的困窮者の増加、障がい者の障がいの重複化・多

様化などがみられることに加え、社会的な孤立やヤングケアラー、個人・世帯が複数の生活課題を抱

えるなどの問題も生じており、支援や介護を必要とする市民が増えニーズは複雑になりつつあります。

また、新型コロナウイルス感染症の流行時には要支援対象者への直接的なケアや啓発が制限されるな

ど新たな問題も生じました。

地域福祉の重要度は今後一層増すものと考えられ、支援の必要な人が地域で安心して暮らしさらに

社会参加できるよう、幅広い課題に対応した取り組みを進めていく必要があります。

n 方針

² 前期計画

年齢や障がいの有無・程度に関わりなく、支援を必要とする人が、適切なサービスを受けることが

できる体制を強化するとともに、社会参加や就労機会の充実に向けた環境づくりを進め、市民、地域、

団体、行政が連携し、福祉のまちづくりに取り組みます。

また、住み慣れた地域で、自分らしく安心して生活を送れるよう、医療と介護、生活支援が一体と

なった地域包括ケアの充実を図ります。

² 後期計画

年齢や障がいの有無・程度に関わりなく、支援を必要とする人が、適切なサービスを受けることが

できる体制の強化と社会参加や就労機会の充実に向けた環境づくりを進めるとともに、分野別の支援

体制では対応しきれないような複雑化・複合化した支援ニーズに対応できるよう包括的な支援体制を

構築します。

増加を続ける高齢者への支援としては、住み慣れた地域で、自分らしく安心して生活を送れるよう、

地域社会とのつながりや孤立しない体制づくり、地域での居場所づくり、予防介護など医療と介護、

生活支援が一体となった地域全体で支え合う地域包括ケアの充実を図ります。

施策：地域福祉／高齢者福祉／障がい者福祉
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政策分野５ 文化

n 課題

² 前期計画

「人生100年時代」を迎え、それぞれの年代やライフスタイルに応じて自分の時間を豊かに過ごす

とともに、まちづくりの担い手としても活動できるよう、生涯を通じ、社会の動きに対応した新たな

知識や技術を学んだり、健康にスポーツやレクリエーションなどを楽しむことができるまちづくりが

求められています。

² 後期計画

こどもから高齢者までが、年代やライフスタイルに応じた様々な学びや趣味に取り組むことにより、

日々の生活が充実し豊かな人生を送ることにつながります。

市民が、スポーツ、野外活動、文化・芸術、地域活動等のさまざまな場面で、新たな知識や技術を

学んだり活動を楽しむことのできる機会を創出し、その成果をまちづくりに活かすことができる環境

づくりが必要です。

n 方針

² 前期計画

全ての市民が生涯を通じて学び、スポーツやレクリエーションを楽しむことができる環境整備や機

会の提供を充実させるともに、その成果を自らの暮らしと地域に活かすことができるまちづくりを進

めます。

² 後期計画

全ての市民が自己を磨き豊かな人生を送れるよう、生涯を通じて学び、文化・芸術にふれ、スポー

ツやレクリエーションを楽しむことができる機会を充実させるとともに、その成果を自らの暮らしと

地域に活かすことができるまちづくりを進めます。

施策：生涯学習／スポーツ



6

政策分野６ 共生

n 課題

² 前期計画

国際化や女性の社会参加などが進むとともに、人権意識が浸透しつつあるものの、同和地区に対す

る偏見や差別、こどもや女性、障がい者、外国人などをめぐる人権問題をはじめ、ヘイトスピーチ、

性的マイノリティ、特定の個人や集団への誹謗中傷、プライバシー侵害やＤＶ、セクハラ、パワハラ

なども社会問題となっています。ＳＮＳの普及もあいまって、身元調査やインターネット上での人権

侵害などは根深く存在しています。市民一人ひとりが尊厳をもって生活し、その力が活きるまちづく

りを実現するために、相互に理解し尊重しあえる人材と仕組みづくりが求められています。

² 後期計画

在住外国人の増加による国際化や女性の社会参加などが進み人権意識が浸透しつつある一方で部

落差別、こどもや女性、障がい者、外国人などをめぐる人権問題、さらにヘイトスピーチや性的マイ

ノリティなど特定の集団や個人への誹謗中傷、プライバシー侵害やＤＶ、ハラスメントなどが社会問

題となっています。また身元調査やインターネット上での人権侵害も根深く存在しています。

市民一人ひとりが尊厳をもって生活し、その力が活きる共生社会の実現に向け、あらゆる立場の人

が相互理解を深め人権を守る取り組みが求められます。

n 方針

² 前期計画

市民が人権に対する正しい意識と行動ができるよう、家庭、学校、地域、職場などあらゆる場での

人権学習や啓発及び男女共同参画の取組みを進めます。

また、国や文化、性別の違いを超えた多様性を尊重し、幅広い視野や国際感覚を養うため、様々な

国・まち・人との交流を図り、地域における多文化共生の取組みを進めます。

² 後期計画

市民が人権や平和に対する正しい知識を持ち行動ができるよう、家庭、学校、地域、職場などあら

ゆる場での人権学習や啓発、平和学習及び男女共同参画の取り組みを進めます。

また、国や文化、性別・性指向等の違いを超えた多様な価値観を尊重し、幅広い視野や国際感覚を

養うため、様々な国・まち・人との交流を図り、地域における多文化共生の取り組みを進めます。

施策：人権／国際交流・多文化共生／男女共同参画
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政策分野７ 協働

n 課題

² 前期計画

木津川市では、市外からの転入者の増加やライフスタイルの多様化に伴い、これまで活発に行わ

れてきた自治会活動への関心が希薄化する一方で、地域の枠を超えた市民活動が活発になるなどま

ちづくりへの参画のスタイルに変化が見られます。多様化する市民ニーズや地域課題を解決するた

めに、市民が主体的にまちづくりに参画できる環境を整えることが求められています。

² 後期計画

木津川市では、高齢化による地域づくりの担い手減少や、ライフスタイルの変化に伴う自治会活

動への関心の希薄化が進み、さらには新型コロナウイルス感染症の影響もあって、コミュニティ機

能の弱体化が懸念されます。その一方で、ＳＮＳでの情報交換や地域の枠を超えた市民活動など、

まちづくりへの参画スタイルの変化や広がりが見られます。

市民ニーズや地域課題が多様化するなかでまちづくりを進めるために、市民・地域が主体となっ

て社会課題を見つけ、解決していくことが重要であり、持続可能なコミュニティ活動を支援すると

ともに、市民の多様な活動を盛り立てていくことが求められます。

n 方針

² 前期計画

こどもから高齢者まで、誰もが気軽に参加できるように、各地域での様々なコミュニティ活動、ま

ちづくり活動の推進に向けた支援を行います。そして、参画する市民のアイデアや行動力をまちづく

りに活かし、市民と行政が協働できるよう、まちづくり情報の提供・交換や協働事業の仕組みづくり

などを進めます。

² 後期計画

市民団体や事業者などの幅広いまちづくり活動の推進に向けた支援を行うとともに、参画する市民

のアイデアや行動力をまちづくりに活かし、市民と行政が協働できるよう、まちづくり情報の提供・

交換や協働事業の仕組みづくりなどを進めます。

また、誰もが気軽に参加し、これからの時代にふさわしいコミュニティ活動が持続できるように支

援します。

施策：市民参加・参画／地域コミュニティ
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政策分野８ 観光交流

n 課題

² 前期計画

木津川市は豊かな文化財や自然、町屋からなる歴史的景観などに恵まれ、所有者の協力を得て保存

を図るとともに、観光などの地域づくりに活用してきましたが、これまで以上の資源間のネットワー

ク強化が求められています。外国人観光客の増加や道路網整備など観光客の来訪環境の変化も踏まえ、

地域資源を適切に保存するとともに、有効に活用し誘客や地域の価値の向上につなげることが重要で

す。

² 後期計画

木津川市は豊かな文化財や自然、町屋からなる歴史的景観、お茶に代表される特産物などに恵まれ、

これらを観光などの地域づくりに活用してきました。新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んで

いた観光入込客数は回復してきており、京都・奈良間に位置する強みも活かした旅行者の増加も期待

できます。

資源や立地のポテンシャルを今以上に発揮し地域の価値向上や観光誘客に結び付けていくために

は、資源間のネットワークを強化して面的な魅力を高めるとともに、積極的なシティプロモ―ション

や、インバウンド訪日旅行も含めた快適な周遊環境整備などが必要です。

n 方針

² 前期計画

「お茶の京都」をはじめとするテーマ性・ストーリー性を持たせた資源間のネットワーク、効果的

な情報発信と来訪者などの受入体制の充実を図るとともに、周辺自治体とも連携した広域的な周遊型

観光戦略を進めます。これらの取組みの素材となる文化財をはじめとする地域資源・景観の発掘、現

状把握と保存・保全策の充実を図るとともに、地域と一体となって新たな魅力を引き出し、市民のま

ちへの愛着や誇りを深め、観光交流につなげます。

² 後期計画

「お茶の京都」をはじめとするテーマ性・ストーリー性を持たせた資源間のネットワーク、SNS等

多様な媒体を活用した効果的な情報発信と外国人を含む来訪者の受入体制の充実を図るとともに、周

辺自治体とも連携した広域的な周遊型観光戦略を進めます。

これらの取り組みの素材となる文化財をはじめとする地域資源の発掘、現状把握と保存・保全策の

充実を図るとともに、地域と一体となって新たな魅力を引き出し、市民のまちへの愛着や誇りを深め、

さらには観光交流につなげることによって、関係人口の創出を図ります。

施策：観光振興／文化財の保全・活用
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政策分野９ 産業・雇用

n 課題

² 前期計画

農業や地域産業は、生産性の低下や後継者不足により、維持・継承することが難しくなりつつあり

ます。今後の人口減少に伴う労働力不足に対応するため、市内での創業者支援や産業の振興・活性化

などにより雇用を確保し、若者や女性、高齢者などが市内で希望に沿った働き方ができる環境が求め

られています。

² 後期計画

農業や商工業などの地域産業は、生産性の低下や後継者不足により、維持・継承することが難しい

状況ですが、大消費地に近い強みを有しており、更にコロナ禍でテレワークなど場所を問わない働き

方が進展し、地方への関心が高まるなど、働き方に関する意識や環境が大きく変わりつつあります。

これらの状況を踏まえて、市内での創業者支援や産業の振興・活性化により雇用を確保するととも

に、若者や女性、高齢者など多様な人材が、市内で希望に満ちた働き方ができる環境の充実が求めら

れています。

n 方針

² 前期計画

市内産品のブランド化や異業種間の連携強化により、付加価値や魅力を高めるとともに、担い手を

育成することで、経営の安定化を図り、産業の活性化を図ります。起業しやすい環境を整えるなど、

若者、女性、高齢者の多様な働き方のニーズに対応した職業や、就業の選択肢及び就労機会の拡大を

図ります。

² 後期計画

市内農産物のブランド化、６次産業化への取組支援、他産業との連携強化により、農業の魅力や生

産性を高めるとともに、多様な担い手の確保・育成を図り、持続可能な農業の実現を目指します。

商工業については、起業しやすい環境を整えるなど、様々な人材の新たな働き方を支援することで

人材の確保・定着を図るとともに、企業ＰＲ、伝統産業やコミュニティビジネスなどの地域に根差し

た産業の振興などで活性化を図ります。

施策：農林業／商工業／雇用・労働環境
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政策分野10 関西文化学術研究都市

n 課題

² 前期計画

文化・学術・研究の拠点としての役割を担う学研地区の基盤が整備され、企業・研究所などの立地

が進みつつあります。これら先端的な知の集積ともいえる施設群が持つ機能、活動の成果や情報発信

力などを地域の産業をはじめ文化や生活にも活かすことで、産業の活性化のみならずまちづくりにつ

なげていく必要があります。

² 後期計画

文化・学術・研究の拠点としての役割を担う学研地区の基盤が整備され、企業・研究所などの立地

が進み、都市は成熟段階に向かいつつあります。これら先端的な知の集積ともいえる施設群が持つ機

能や活動の成果、情報発信力などを地域の産業をはじめ文化や生活にも活かすことで、産業の活性化

のみならずまちづくりにつなげていくことが求められています。

一方、初期に立地した企業の撤退をはじめ、都市づくりの経年に伴う問題も発生してきており、形

成してきた都市ストックを将来にわたり持続的に発展させる取り組みも必要です。

n 方針

² 前期計画

学研地区への企業・研究所の誘致を引き続き進めるとともに、立地企業間、立地企業と市内商工業

者間の連携を図り、最先端の学術研究や科学技術などの成果を活用することで、既存産業の再生・活

性化や新規産業の創出を図ります。

また、関西文化学術研究都市にふさわしい市街地、景観などを整備することで、木津川市の都市的

な価値を高めます。

² 後期計画

未整備クラスターの整備や学研地区への企業・研究所の誘致を引き続き進めるとともに、企業撤退

に伴う新たな企業誘致や土地の有効活用を図ります。市外の学研地区も含めた立地企業・大学と市内

商工業者間の連携を図り、最先端の学術研究や科学技術などの成果を活用することで、既存産業の再

生・活性化や新規産業の創出を図り雇用を促進します。

また、関西文化学術研究都市にふさわしい市街地、景観などを整備するとともに、その成果を周辺

地域にも波及させることで、木津川市の都市的な魅力・価値を高めます。

施策：関西文化学術研究都市の活用
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政策分野11 防災・減災

n 課題

² 前期計画

地震や局地的豪雨などによる大規模な自然災害が、全国各地で多発しており、木津川市でも、南海

トラフ地震や木津川をはじめとする河川による浸水が危惧されるとともに、内水対策が必要であるこ

とから、災害時の被害を最小限にとどめる都市基盤づくりが求められています。防災対策は、行政に

よる「公助」だけでは限界があり、市民自らが、日頃から災害への備えをする「自助」や、地域で助

け合う「共助」の重要性が高まっており、市民の災害への危機意識の向上が求められています。

² 後期計画

近年、豪雨等自然災害が全国で激甚化・頻発化し、木津川市においても南海トラフ地震や木津川を

はじめとする河川による浸水が危惧され、防災・減災対策の重要性が高まっています。

防災対策は、行政による「公助」、市民自らが災害への備えをする「自助」、地域で助け合う「共助」

の一体で取り組むことが不可欠であり、災害に強い都市基盤をつくるハード施策と、情報発信力や市

民の危機意識を高めるなどのソフト対策をバランスよく総合的に進めていくことが必要です。

また、感染症がまん延するなかでの避難所のあり方など、これまで想定されなかった新たな課題も

明らかになってきており、これらを踏まえて施策を見直すことも求められます。

n 方針

² 前期計画

治山・治水対策、防災拠点となる公共施設や、インフラの耐震化など災害に強い都市基盤の整備、

また、関係機関との連携による危機管理体制の強化を進めるとともに、日頃からの市民への防災情報

の提供などによる防災意識づくりと防災・減災体制を充実し、地域の防災力を強化します。

² 後期計画

災害の被害を最小限に抑えるため、治山・治水対策、防災拠点となる公共施設やインフラの強靭化

など災害に強い都市基盤の整備、避難施設の整備、防災以外の分野も含めて関係機関との連携による

危機管理体制の強化を進めるとともに、日頃からの市民への防災情報の提供などによる防災意識づく

りや要支援者対策により防災・減災体制を充実します。

施策：災害対策／地域防災
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政策分野12 防犯・交通安全

n 課題

² 前期計画

こどもや高齢者を狙った犯罪やインターネットによる犯罪、高齢者ドライバーや自転車による交通

事故の増加など、日常生活におけるリスクは複雑化・多様化しており、これらに対する市民の危機感

が高まっています。転入者の増加や核家族化などを背景にコミュニティ機能が弱くなっている中、あ

らためて市民の防犯意識の向上や、行政と住民の協働による地域を守る取組みが求められています。

² 後期計画

こどもや高齢者を狙った犯罪やインターネットによる犯罪、高齢者ドライバーや自転車による交通

事故の増加など、日常生活におけるリスクは複雑化・多様化しています。特にスマートフォンの各世

代への普及に伴い、インターネットを利用した詐欺や性犯罪、消費者トラブルなどが大きな社会問題

となっています。

これらの問題に対する市民の危機感が高まっている一方で、転入者の増加や核家族化などを背景に

これまで地域の安全に寄与してきたコミュニティ機能が弱くなっており、あらためて市民の防犯意識

の向上や、行政と住民の協働による地域を守る取り組みが求められています。

n 方針

² 前期計画

関係機関と連携し、防犯施設や交通安全施設など、地域の安全を高めるための基盤整備を進めると

ともに、住民の安心・安全に対する意識を高め、地域ぐるみでの見守り体制を充実することで、犯罪

や事故が起こりにくい安心・安全な地域づくりを進めます。

² 後期計画

関係機関と連携し、防犯施設や交通安全施設など、地域の安全を高めるための基盤整備を進めると

ともに、危険を回避するための方法を啓発するなど住民の安心・安全に対する意識と知識を高め、地

域ぐるみでの見守り体制を充実することで、犯罪や事故が起こりにくい日常生活における安心・安全

な地域づくりを進めます。

施策：防犯・交通安全／消費者保護
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政策分野13 都市基盤

n 課題

² 前期計画

全国的に人口減少が進む中、学研地区の住宅地開発などを背景に木津川市の人口は増加を続けてい

ますが、地域によっては過疎化や空家・空き地の増加もみられ、人口の増加ペースは鈍化しています。

今後も一定の人口を維持していくため、評価されている住環境の良さやそれぞれの地域が持つ特性を

活かし、魅力に磨きをかける取組みが求められています。

² 後期計画

木津川市は学研地区の開発などを背景に発展を続けてきましたが、新都市開発が成熟期に近づくな

か、残された開発を計画的・効果的に進めるとともに、整備してきた住宅地や老朽化・震災リスクが

懸念される上下水道について、維持・管理、更新に対応していく必要があります。

また、中山間地域を中心に過疎化、空家の増加もみられ、多様化するライフスタイルを視野に入れ、

地域が持つ特性を活かす取り組みが求められています。

n 方針

² 前期計画

自然・歴史・文化の豊かさ、交通利便性、関西文化学術研究都市との共存などを活かしながら、計

画的な土地利用により、地域環境に対応した都市機能の充実、集約化とネットワーク化を図ります。

また、空家・空き地の利活用、上下水道などの生活インフラの適切な維持管理や整備により、安全・

快適な住環境づくりを進めます。

² 後期計画

計画的な土地利用、新たな拠点整備等により、環境に調和した都市機能の充実、集約化とネットワ

ーク化を図るとともに、良好な景観・まちなみづくり等を進め、さらなる快適な住環境と地域魅力の

向上を図ります。

また、入居世帯の高齢化や小規模化等にも対応した市営住宅ストックの整備、空家バンクの充実等

による空家・空き地の利活用で「住みたい・住み続けたい」と選ばれる住宅環境づくりを進めるとと

もに、適切な維持管理と耐震化工事等により、上水道の安定供給確保と上下水道の防災性向上を図り

ます。

施策：都市環境／住宅／上下水道



14

政策分野14 交通ネットワーク

n 課題

² 前期計画

道路は、市民生活や経済・社会活動を支え、災害時の避難や復旧にも大きな役割を担いますが、市

内の幹線道路では、慢性的な交通渋滞がみられ、生活道路にも通過交通が流入するなど、渋滞対策や

歩行者などの安全確保が必要となっています。

また、高齢化による車を利用できない市民の増加や一部地域での過疎化が進むなか、市民の日常生

活を維持するため、鉄道・バスなどの公共交通の充実が求められています。

² 後期計画

木津東バイパス・東中央線の開通により市内幹線道路の交通渋滞は一定の緩和がみられるものの、

生活道路への通過交通の流入などの問題は残されており、自動車の移動円滑性と歩行者の安全確保が

必要となっています。また高齢者や障害者、自転車など、様々な状況の人が安全・快適に利用できる

道づくりへの対応も求められています。

ＪＲ奈良線の高速化・複線化が進み市外との利便性が高まる一方、他の路線の一部が減便されるな

ど、鉄道の維持・活性化が課題となっています。地域内交通については、高齢化による車を利用でき

ない市民が増加するなか、市民・来訪者の日常生活を維持するため、また脱炭素社会の実現からも、

鉄道・バスなどの公共交通で市内を移動できる環境の充実が求められています。

n 方針

² 前期計画

新名神高速道路の開通をはじめとする広域交通ネットワーク向上の優位性を活かし、これと連携し

た市内の道路交通ネットワークの整備を進めるとともに、誰もが安心・安全に移動できるよう、道路

環境の改善を進めます。

また、中心拠点や地域拠点づくりなどのまちづくりと連携し、公共交通ネットワークの改善ととも

に、鉄道、コミュニティバスなどの利便性と持続可能性の維持・向上を図ります。

² 後期計画

高速道路等広域交通と接続する道路、市内地域間を循環する道路、地域内の生活道路の整備を国・

府等と連携して進め、シームレスな道路ネットワークを構築し、バリアフリーや道路緑化による利用

環境の改善に努めるとともに、道路や橋梁の老朽化に対応した適切な維持管理で道路インフラの強靭

化を図ります。

公共交通については、引き続き奈良線の全線複線化をはじめとし、鉄道、コミュニティバスなどを

基本に市内で利用可能なあらゆる移動サービスを活用し、市内各拠点のまちづくりと連携した公共交

通ネットワークを改善するとともに、利便性と財政的な持続可能性の維持・向上を図ります。

施策：道路／公共交通
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政策分野15 自然・環境

n 課題

² 前期計画

地球温暖化対策は、将来世代に向けた現世代の責任であり、温室効果ガスの排出削減を進めるため

には、市民、事業者、行政が一体となって取組みを進める必要があります。

また、木津川や里地里山などの豊かな自然環境は、多様な生態系を維持し、市民生活に潤いを与え

てくれていますが、耕作放棄地の増加や都市開発など、周辺の環境変化も踏まえながら、将来にわた

って適切に維持・管理することが求められています。

² 後期計画

近年、集中豪雨等の異常気象が頻発するなど、気候変動が既に現実となっています。地球温暖化対

策は、将来世代に向けた現世代の責務であり、市民、事業者、行政が一体となって主要因である温室

効果ガスの排出削減の取組みを強力に進める必要があります。

また、木津川や里地里山などの豊かな自然環境は、多様な生物を育て生態系を維持し、生活や農業

等産業の基盤となり、市民生活に潤いを与えてくれていますが、耕作放棄地の増加や都市開発などに

より変化しています。その役割が将来にわたって果たせるように適切に維持・管理することが求めら

れています。

n 方針

² 前期計画

市として、率先して省エネルギー対策などに取り組むとともに、市民・事業者との協働による環境

に配慮した生活や事業活動の普及啓発及び環境学習に取り組み、脱炭素社会づくりを進めます。

また、木津川市の豊かな自然環境を次世代に守りつなげていくために、それぞれの自然環境を適切

に保全するとともに、自然と共生できるまちづくりを進めます。

² 後期計画

再生可能エネルギーの活用や省エネルギー対策などを推進するとともに、地球環境にも結び付く問

題として廃プラスチックなどごみの適正処理・減量化、市民・事業者との協働による環境に配慮した

生活や事業活動の普及啓発、環境学習に取り組み、脱炭素で循環型のまちづくりを進めます。

自然環境の恵みを将来にわたって享受するため、木津川の水や山の緑から身近な宅地内の緑まで、

多様な自然と生態系を保全するとともに、人が自然と共に生きる意識の啓発を進めます。

施策：地球環境／地域環境／循環型社会・環境教育
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政策分野16 情報

n 課題

² 前期計画

多様化する市民ニーズに対応し、開かれた市政を推進していくためには、市の情報を的確に共有し、

市民への説明責任を果たすとともに、市民が、市の意志形成に関わることのできる仕組みづくりが必

要です。また、ＳＮＳをはじめ情報発信手段が急速に高度化・多様化し、市民の利用も拡大している

ことから、この対応が求められています。

² 後期計画

多様化する市民ニーズに対応し開かれた市政を推進していくためには、行政情報等を公開・広報し、

市の意志形成やまちづくりに市民が関わることが必要です。ＳＮＳが広く市民に普及しＡＩが実用化

するなど情報発信手段が急速に高度化・多様化していることから、情報収集・整理分析・提供の各場

面において、新たな技術を積極的に活かしていくことが求められています。

また、デジタル情報漏洩の事故や事件が各地で発生しており、これまでにも増して個人情報保護、

厳格な情報セキュリティ対策の重要性が高まっています。

n 方針

² 前期計画

広報紙やホームページ、SNSをはじめ、多様な手段での情報公開を充実するとともに、パブリック

コメント制度などの市民の声を広く市政に反映する仕組みづくりを推進することで、市政への関心を

高めるとともに、急速に進展するICT社会に対応した情報セキュリティ対策を推進します。

² 後期計画

年代や生活課題などで対象者層を絞ることや、市外へ向けたシティプロモーションを意識した戦略

的な広報、並びにパブリックコメントなどの市民の意見や提案を市政へ反映する情報公開の仕組みを、

広報紙やホームページ、ＳＮＳをはじめデジタルとアナログ両面の特徴を活かした多様なメディアを

用いて充実させることで、市政への関心やまちへの愛着を高めていきます。

これらの仕組を適正・効果的に運用するために、個人情報保護のための仕組みを確立するとともに

情報セキュリティ対策の強化に努めます。

施策：情報公開／広報／情報セキュリティ



17

政策分野17 行財政運営

n 課題

² 前期計画

普通交付税合併算定替の特例措置終了、社会インフラの老朽化、高齢化の進展による社会保障費の

増加などにより、木津川市の財政状況は今後ますます厳しくなることが予想される一方で、行政への

ニーズは多様化・複雑化しています。木津川市ではこれまでも行財政改革に努めてきましたが、持続

可能な都市経営を進めていくため、財源の安定的な確保とともに、さらなる施策の効率的な実施に取

り組むことが求められています。

² 後期計画

今後、生産年齢人口の減少と高齢化の進展、社会インフラの老朽化などにより市の財政状況はます

ます厳しくなると見込まれます。一方、行政へのニーズは多様化・複雑化していますが、これまで地

域を支えてきた担い手の減少等もあって、これまでのような方法や水準で行政サービスを維持するこ

とが困難になることが懸念されます。

木津川市ではこれまでも行財政改革に努めてきましたが、持続可能な都市経営を進めていくため、

財源の安定的な確保とともに限られた職員の能力を最大限に引き出し、またデジタル技術や民間活力

を積極的に活用することで、施策の効率的な実施に取り組むことが求められています。

n 方針

² 前期計画

行財政運営は、創意工夫を重ねながら、効果的・効率的に行うことを基本とし、事務事業の選択と

集中、市民や民間との役割分担や公共施設のあり方の見直し、近隣自治体との連携などによる経営資

源の適正な配分、組織機能・職員能力の向上を進めることで、効果的・効率的な行政サービスの充実

と健全な行財政運営を図ります。

² 後期計画

行財政運営は、協働・共創の考えに基づき、将来世代の市民の生活も視野に入れながら、柔軟な発

想と行動で適切な取組の選択を行うことができる市役所を目指すことを基本とします。デジタル化に

よる行政サービスの効率化、市民や民間との役割分担や公共施設のあり方の見直し、職員能力の向上

と職員の創意工夫が生かされる組織育成などを進め、効果的・効率的な行政サービスの充実と自主財

源の確保による持続可能な行財政運営の構築を図ります。

施策：行政サービス／行財政改革／財政基盤の確立／財産管理／組織・人材育成／広域連携



資料5-2　施策・取り組み体系　見直し案

基本方針

NO 名称 NO 前期計画 後期計画 理由等 NO 前期計画 NO 後期計画 理由等
ア 子ども・子育て支援事業の推進 ア こども・子育て支援事業の推進
イ 安心して子育てできる環境づくり イ 安心して子育てできる環境づくり
ウ 子どもの居場所づくりの推進 ウ こどもの居場所づくりの推進
エ 子育て世代包括支援センターの充実 （イへ統合し前期エは削除） イと内容が類似しているため

エ 援助を必要とする家庭への支援 No2より移動
ア 母子保健・福祉の充実 ア 母子保健の充実 施策名変更に合わせるため

イ ひとり親家庭への支援 （名称を直し、No.1「子育て支援」に移動
ヤングケアラー、貧困対策、外国籍、障害児等
への幅広い支援が必要なため

ア 乳幼児期の教育・保育サービスの充実 ア 乳幼児期の教育・保育サービスの充実
イ 待機児童対策の充実 イ 待機児童対策の充実

ウ
小規模保育事業・公立保育所の民設民営
方式の推進

ウ
小規模保育事業・公立保育所の民設民営方
式の推進

4 児童虐待防止 こどもの人権尊重
体罰、いじめ、性的問題等こ
どもの幅広い人権を尊重する
必要があるため

ア 児童虐待の防止 ア こどもの人権尊重の推進 同左

5 教育環境 教育環境 ア 子どもの教育環境の充実 ア こどもの教育施設・設備の充実
教育環境はハード・ソフト両面を指すがここで
は物理的条件だけなので名称を変更

ア 子どもの可能性を伸ばす教育の推進 ア こどもの可能性を伸ばす教育の推進
イ 地域の特徴を活かした教育内容の充実 イ 地域の特徴を活かした教育内容の充実
ウ 地域の力を活かして子どもを育む ウ 地域の力を活かした子育ての推進

ア
子どもの健全育成に向けた地域・学校で
の取組みの充実

ア 地域や家庭と連携したこどもの健全育成 表現が冗長で他項目とも不整合

イ 子どもの防犯体制の強化 イ こどもの安全対策の強化 防犯だけではなく交通安全対策も含まれるため

ア 安心して医療を受けられる体制づくり ア 安心して医療を受けられる体制づくり

イ ともに健康でいきいきとしたまちづくり イ 健康づくりの推進
「まちづくり」は上位目標概念で取組の名称に
はふさわしくないため

ウ 感染症対策の推進　(新規）
感染症対策は重要な課題であり独立した取り組
み項目が望ましいため

9 福祉医療 福祉医療 ア 安心医療の推進 ア 安心医療の推進

ア
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の
充実

ア
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の充
実

イ ともに健康でいきいきとしたまちづくり イ 保健、保険医療の推進
「まちづくり」は上位目標概念で取組の名称に
はふさわしくないため

ア 地域福祉の推進 ア 地域福祉の推進
イ 自殺者対策 イ 自殺者対策の推進

ウ
生活保護受給者、生活困窮者への自立支
援

ウ 生活保護受給者、生活困窮者への自立支援

ア 介護予防と健康づくりの総合的な推進 ア 介護予防と健康づくりの総合的な推進
イ 生きがいづくりと社会参加の促進 イ 生きがいづくりと社会参加の促進

ウ
住み慣れた地域で安心して生活できる支
援体制の充実

ウ
住み慣れた地域で安心して生活できる支援
体制の充実

エ 高齢者の尊厳の確保と権利擁護の推進 エ 高齢者の尊厳の確保と権利擁護の推進
オ 利用者本位の介護保険事業の推進 オ 利用者本位の介護保険事業の推進
ア 障がい者福祉の計画的な推進 ア 障がい者福祉の計画的な推進

イ 障がいのある人などの自立に向けた支援 イ 障がいのある人などの自立に向けた支援

ア 生涯学習の充実と施設環境の整備 ア 生涯学習の機会・施設環境の充実
生涯学習のソフト・ハード両面の充実という趣
旨を明確にするため

イ 市民との連携による生涯学習の推進 イ 市民との連携による生涯学習の推進

15 スポーツ スポーツ ア スポーツ活動の促進 ア スポーツ活動の促進

政策分野 施策 主な取組

1 子育て支援 子育て支援

2
母子保健・母子福
祉

母子保健
施策内容が母子保健に限定さ
れるため

3
乳幼児期の教育・
保育サービス

乳幼児期の教育・
保育サービス

2 教育
6 学校教育 学校教育

7 子どもの健全育成 こどもの健全育成

3 健康

8
保健・医療（救
急）

保健・医療
「医療（救急）」では医療の
範囲が限定的となるため

10 医療保険 医療保険

11 地域福祉 地域福祉

12 高齢者福祉 高齢者福祉

13 障がい者福祉 障がい者福祉

5 文化
14 生涯学習 生涯学習

と
も
に
「
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び
」
「
喜
び
」
「
成
長
し
」
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4 福祉
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基本方針

NO 名称 NO 前期計画 後期計画 理由等 NO 前期計画 NO 後期計画 理由等

政策分野 施策 主な取組

ア 一人ひとりを尊重するまちづくり ア 人権教育・啓発、権利擁護の推進
「まちづくり」は上位目標概念で取組の名称に
はふさわしくないため

イ 人権相談・情報発信拠点の充実 イ 人権相談・情報発信拠点の充実

ア
多様・多彩な人々の英知を結集するまち
づくりの実現

ア 国際交流の推進　(前期アを分割）
「まちづくり」は上位目標概念で取組の名称に
はふさわしくないため

イ 多文化共生の推進　（前期アを分割）
「まちづくり」は上位目標概念で取組の名称に
はふさわしくないため

ア 男女がともに輝くまちづくり ア 男女共同参画の推進
「まちづくり」は上位目標概念で取組の名称に
はふさわしくないため

イ 女性の就業支援・情報発信拠点の充実 イ 女性の就業支援・情報発信拠点の充実
19 市民参加・参画 市民参加・参画 ア 市民参加の推進 ア 市民参加の推進

ア 自治会など地域コミュニティの活性化 ア 自治会など地域コミュニティの活性化
イ 学校などとの地域連携 イ 学校などとの地域連携
ア 観光振興 ア 観光振興
イ 歴史と自然のネットワークづくり イ 歴史と自然のネットワークづくり
ウ 旧奈良街道や大仏鉄道の活用 ウ 旧奈良街道や大仏鉄道の活用
ア 歴史的・文化的遺産の保全と活用 ア 歴史的・文化的遺産の保全と活用

イ
市民との連携による歴史学習の推進と文
化財の公開

イ
市民との連携による歴史学習の推進と文化
財の公開

ア 安定した付加価値の高い農業の振興 ア 安定した付加価値の高い農業の振興
イ 豊かな里山づくりへの林業の振興 イ 豊かな里山づくりへの林業の振興
ア 商業の活性化 ア 商業の活性化
イ 中小企業振興 イ 企業の振興及び連携強化(前期エを統合）

ウ 伝統産業の支援・振興 ウ
伝統産業やコミュニティビジネスの支援　
（前期カを統合）

エ 市内企業の連携強化 （イに統合し前期エは削除） 中小企業を含む市内企業の連携を図るため
オ 企業誘致 エ 企業誘致の推進

カ コミュニティビジネスの促進 （ウへ統合し前期カは削除）
伝統産業、コミュニティビジネスを、地域に根
差した産業として支援するため

ア 創業支援・雇用対策の充実 ア 創業支援・雇用対策の充実

イ
多様な働き方を選択できる環境づくり　
(新規）

リモートワークやワーケーション等新しい働き
方の推進を図るため

ア 関西文化学術研究都市の整備促進 ア 関西文化学術研究都市の整備促進

イ 関西文化学術研究都市との連携 イ 関西文化学術研究都市との連携

ア 治山・治水対策の強化 ア 治山・治水対策の強化
イ 地震対策などの強化 イ 地震対策などの強化
ア 危機管理体制の強化 ア 危機管理体制の強化
イ 消防・防災施設と避難所の整備 イ 消防・防災施設と避難所の整備
ウ 自主防災組織の充実 ウ 自主防災組織の充実
エ 要支援者対策などの充実 エ 要支援者対策などの充実
ア 安心・安全なまちの推進 ア 安心・安全なまちの推進
イ 市営駐輪場・駐車場の適正な管理運営 イ 市営駐輪場・駐車場の適正な管理運営
ウ 交通安全対策の推進 ウ 交通安全対策の推進

30 消費者保護 消費者保護 ア 消費者保護対策の推進 ア 消費者保護対策の推進

6 共生

16 人権教育・啓発 人権

人権を守るべき主体の多様性
が拡大するとともに、教育・
啓発から制度づくりへと課題
が広がっているため

17
国際化・友好都市
交流

国際交流・多文化
共生

外国人住民増加や社会経済の
グローバル化を踏まえ多文化
共生の視点が必要であるため

18 男女共同参画 男女共同参画

7 協働
20 地域コミュニティ 地域コミュニティ

8
観光
交流

21 観光振興 観光振興

22
文化財の保全・活
用

文化財の保全・活
用

23 農林業 農林業

24 商工業 商工業

25 雇用対策 雇用・労働環境

仕事への取り組み方が変わっ
ている中、より広い仕事環境
を充実させていく視点が必要
であるため

10
関西文化学
術研究都市 26

関西文化学術研究
都市の活用

関西文化学術研究
都市の活用

11
防災・
減災

27 災害対策 災害対策

28 地域防災 地域防災

12
防犯・
交通安
全

29 防犯・交通安全 防犯・交通安全

一
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基本方針

NO 名称 NO 前期計画 後期計画 理由等 NO 前期計画 NO 後期計画 理由等

政策分野 施策 主な取組

ア 計画的な土地利用 ア 計画的な土地利用の推進

イ 学研地区の景観形成・土地利用 イ 良好な景観形成の推進
景観形成は重要な都市政策であり、対象範囲を
学研地区から全市へ広げるため

ウ 木津駅東周辺地区整備事業の検討 ウ 木津駅東周辺地区整備事業の検討
エ 人口減少地域の活性化 エ 人口減少地域の活性化
オ 情報発信基盤の整備 オ 情報発信基盤の整備
カ 墓地の適正管理 カ 墓地の適正管理の推進

ア
豊かで安心できる住宅セーフティネット
の形成

ア
豊かで安心できる住宅セーフティネットの
形成

イ 市民の安心・安全な生活環境の確保 イ 市民の安心・安全な生活環境の確保
ア 上水道の安定供給 ア 上水道の安定供給

イ
下水道（汚水処理施設）の設備と持続的
なサービスの提供

イ
下水道（汚水処理施設）の設備と持続的な
サービスの提供

ウ 安定的なし尿処理体制の維持 no37より移動し、包括的な取組名に変更
ア 広域道路網の整備 ア 広域道路網の整備
イ 主要地方道の整備 イ 主要地方道の整備
ウ 地域間循環道路の整備 ウ 地域間循環道路の整備
エ 地域内生活道路網の整備 エ 地域内生活道路網の整備
オ 道路の適切な維持管理 オ 道路の適切な維持管理の推進
ア 地域公共交通ネットワークの形成 ア 地域公共交通ネットワークの形成
イ コミュニティバスの運行 イ 持続可能なコミュニティバスの運行 コミバスの主な課題は持続可能性であるため
ウ 鉄道利用者の利便性の向上 ウ 鉄道利用者の利便性の向上

36 地球環境保全 地球環境
環境づくりの対象範囲として
地球環境を明確に示すため

ア 地球環境の保全と継承 ア 脱炭素社会に向けた取り組みの推進
重要課題である気候変動対策への取り組みを前
面に出すため

ア 木津川や山々の緑の保全と育成 ア 木津川や山々の緑の保全と育成
イ 宅地内緑化の推進 イ 宅地内緑化の推進
ウ 公園、緑地などの整備・維持管理 ウ 公園、緑地などの整備・維持管理
エ 河川・地下水の水環境の保全 エ 河川・地下水の水環境の保全
オ し尿と浄化槽汚泥の安定処理 （No33「上下水道」に移動） 取組内容が類似しているため
カ ペットの適正飼養 オ 動物愛護意識・行動の啓発 適正飼養を含む幅広い対応が必要であるため
ア 環境教育と環境保全活動の推進 ア ごみの適正処理・減量化 施策名の並び順に整合させるため
イ ごみの適正処理・減量化 イ 環境教育と環境保全活動の推進 施策名の並び順に整合させるため
ア 情報公開制度の充実 ア 情報公開制度の充実
イ 文書事務・保存の適正化 イ 文書事務・保存の適正化

40 広報 広報 ア 広報・ホームページなどの充実 ア 広報の充実 ホームページも広報に包含されるため

ア
電子市役所の構築と情報セキュリティの
強化

ア
電子市役所の構築と情報セキュリティの強
化

イ 個人情報保護の推進　(新規）
情報利用の拡大に伴い個人情報保護が重要課題
となっているため

ア 総合計画の推進 ア 総合計画の推進

イ
まち・ひと・しごと創生「人口ビジョ
ン」「総合戦略」の推進

イ
まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」
「総合戦略」の推進

ウ 住民基本台帳の適正な管理 ウ 住民基本台帳の適正な管理

エ
住民基本台帳ネットワークシステム、戸
籍情報システム、コンビニ交付システム
の適正管理と運用

エ 住民異動システムの適正管理と運用 具体的な取組が並び冗長であるため

オ 窓口サービスの充実 （前期オは削除） 支所窓口サービス担当課を統合したため
ア 効果的・効率的な事業の実施 ア 効果的・効率的な事業の実施

イ
民間の力を活用した公共施設の管理・運
営

イ
民間と連携した行政施策、公共施設管理・
運営の推進

公共施設の管理だけではなく、様々な公共事業
での官民連携が一層進むため

ア 税源基盤などの強化 ア 税源基盤などの強化
イ 財政基盤の確立 イ 財政基盤の確立
ウ 入札・契約制度の適正利用 ウ 入札・契約制度の適正利用

45 財産管理 財産管理 ア 財産の適正管理と施設の有効利用 ア 財産の適正管理と施設の有効利用
ア 組織・機構の強化 ア 組織・機構の強化
イ 人材育成の充実 イ 人材育成の充実

ア 地方分権への対応 （前期アは削除）
地方分権推進は続いているが、市の受皿整備等
への影響は小さく取組とする必要性が低いため

イ 広域的な連携・協力体制の推進 ア 広域的な連携・協力体制の推進

31 都市環境 都市環境

32 住宅 住宅

33 上下水道
上下水道

34 道路 道路

35 公共交通 公共交通

37 環境美化 地域環境

「環境美化」では施策をカ
バーしきれておらず、また地
球環境と対比して地域環境を
示すため

38 循環型社会
循環型社会・環境
教育

環境教育は、循環型社会に限
らないため

16 情報

39 情報公開 情報公開

41 情報セキュリティ 情報セキュリティ

42 行政サービス 行政サービス

43 行財政改革 行財政改革

44 財政基盤の確立 財政基盤の確立

46 組織・人材育成 組織・人材育成

47 広域連携 広域連携
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